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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正面側に開口する正面開口部を有する箱形の筐体と、ヒンジにより回動可能にされ、前
記筐体の前記正面開口部を開閉可能な前扉と、前記筐体の側壁に設けられた取手部材と、
閉状態にある前記前扉の開放を規制する施錠手段と、を備え、
　前記前扉は、前記正面開口部の上側部分を開閉可能な上扉と、前記正面開口部の下側部
分を開閉可能な下扉と、を有し、
　前記筐体は、ヒンジ側に閉塞部材を有し、
　前記閉塞部材は、前記上扉と前記下扉との間に生じるヒンジ側の隙間からの異物の不正
侵入を防止する第１閉塞部と、前記取手部材の少なくとも一部を収納する第２閉塞部と、
を有し、
　前記第１閉塞部は、ヒンジ側から施錠手段側へ向けての異物の不正侵入を防止する壁部
を有し、
　前記第１閉塞部と第２閉塞部は、一体成形されていることを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、筐体の正面開口部を開閉する前扉と、筐体に正面開口部から交換可能に装填
される交換ユニットと、前記正面開口部を閉じた状態に前扉を施錠する施錠ユニットとを
備えた遊技機に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　正面開口部を有する筐体と、正面開口部を開閉する前扉と、筐体に正面開口部から交換
可能に装填される交換ユニットと、正面開口部を閉じた状態に前扉を施錠する施錠ユニッ
トとを備えた遊技機の一例として特許文献１に記載のものが知られている。
　この遊技機では、筐体の内部に、前記正面開口部を上下二つの開口部に仕切る仕切部材
を取り付け、前記前扉を、前記仕切部材より上側の開口上部を開閉自在に塞ぐ上扉と、前
記仕切部材の下側の開口下部を開閉自在に塞ぐ下扉とによって構成している。
　また、開口上部から筐体内に交換ユニットを装填するようになっており、この交換ユニ
ットの一側部に上扉が開閉可能に設けられている。
【０００３】
　また、上扉にロック機構（施錠ユニット）が設けられる一方で、筐体または交換ユニッ
トの他側部に、施錠ユニットの係止片が係脱可能に係止される突出片が設けられ、係止片
が突出片に係止することで上扉を閉鎖状態に施錠するようになっている。
　この施錠状態を解錠する場合、施錠ユニットの解除つまみ（操作部材）を下に引っ張る
ことによって、係止片から突出片が外れ、解錠するようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－４７６９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで近年では、前扉に液晶表示ユニット等の演出部材やその他の部材が搭載される
ことがあり、このため、前扉の重量が増加してきている。
　このような状況下で、上述したように、前扉に施錠ユニットを設けるとさらに前扉の重
量が増加してしまい、前扉を交換ユニットに開閉可能に取り付けるヒンジ等に負担がかか
るばかりか、開閉の際に前扉が下方に撓んでスムーズに開閉し難くなる場合もある。
　また、施錠された前扉を解錠するために操作部材を下方に引っ張ると、その力が前扉に
かかりヒンジ等に負担がさらにかかるとともに、開閉の際に前扉がさらに下方に撓んでス
ムーズに開閉し難くなる場合もある。
【０００６】
　本発明は、前記事情に鑑みてなされたもので、施錠ユニットを設けたことによる前扉の
重量増を防止することによって、ヒンジ等への負担を抑制できるとともに、前扉の開閉を
スムーズに行える遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成するために、本発明の遊技機は、正面側に開口する正面開口部を有する
筐体と、前記正面開口部の少なくとも一部を開閉する前扉と、前記筐体に前記正面開口部
から交換可能に装填される交換ユニットと、前記正面開口部を閉じた状態に前記前扉を施
錠する施錠ユニットとを備えた遊技機において、
　前記交換ユニットの一側部に前記前扉が設けられ、
　前記交換ユニットの前記一側部と反対側の他側部またはこの他側部側にある前記筐体の
側壁部に、前記施錠ユニットが設けられていることを特徴とする。
【０００８】
　本発明においては、一側部に前扉が設けられた交換ユニットの他側部またはこの他側部
側にある前記筐体の側壁部に施錠ユニットが設けられているので、施錠ユニットを設けた
ことによる前扉の重量増を防止することがきる。このため、前扉を支持するヒンジ等への
負担を抑制できるとともに、前扉の開閉をスムーズに行える。
【０００９】
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　本発明の前記構成において、前記施錠ユニットは操作部材を有し、
　この操作部材を下方に引っ張ることによって、施錠されている前記前扉が解錠されても
よい。
【００１０】
　このような構成によれば、前扉を解錠する際に操作部材を下方に引っ張っても、その力
が前扉にかかることがない。したがって、前扉を支持するヒンジ等に負担がかかることが
なく、前扉の開閉をスムーズに行える。
【００１１】
　また、本発明の前記構成において、前記施錠ユニットは、前記交換ユニットの他側部に
設けられおり、
　前記施錠ユニットは、前記筐体に係脱可能に係合する係合部材を備えていてもよい。
【００１２】
　このような構成によれば、施錠ユニットが交換ユニットの他側部に設けられているので
、施錠ユニットを筐体の側壁に設ける場合と異なり、交換ユニットの交換に伴う前扉と施
錠ユニットとの微妙なズレが生じることがない。このため、施錠ユニットによって前扉を
確実に施錠できる。
　また、施錠ユニットが筐体に係脱可能に係合する係合部材を備えているので、交換ユニ
ットを筐体に装填する場合に係合部材が筐体に係合することによって、交換ユニットを筐
体に確実に固定でき、また、係合部材が筐体から外れることによって、交換ユニットを筐
体から容易に取り外すことができる。
【００１３】
　また、本発明の前記構成において、前記前扉は、前記正面開口部の開口上部を開閉する
上扉を有し、
　前記交換ユニットは、前記開口上部から前記筐体に装填されるように構成され、
　前記交換ユニットの一側部に前記上扉が設けられ、
　前記施錠ユニットは、前記開口上部を閉じた状態に前記上扉を施錠するように構成され
ていてもよい。
【００１４】
　このような構成によれば、上扉に液晶表示ユニット等の演出部材やその他の部材が搭載
されている場合に、施錠ユニットを設けたことによる上扉の重量増を防止することがきる
。このため、上扉を支持するヒンジ等への負担を抑制できるとともに、上扉の開閉をスム
ーズに行える。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、交換ユニットの他側部またはこの他側部側にある筐体の側壁部に施錠
ユニットが設けられているので、施錠ユニットを設けたことによる前扉の重量増を防止す
ることがきる。このため、前扉を支持するヒンジ等への負担を抑制できるとともに、前扉
の開閉をスムーズに行える。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施の形態に係る遊技機の一例を示すもので、その斜視図である。
【図２】同、前扉を開いた状態の斜視図である。
【図３】同、表示ユニットの斜視図である。
【図４】同、表示ユニットの分解斜視図である。
【図５】同、表示ユニットのケーシング下部の斜視図である。
【図６】同、保護パネル固定部材を示すもので、（ａ）は斜め上方から見た斜視図、（ｂ
）は斜め下方から見た斜視図である。
【図７】同、表示ユニットの組立方法を説明するためのもので、（ａ）はケーシングに液
晶表示装置を挿入した状態を示す斜視図、（ｂ）はケーシングに枠体を挿入した状態を示
す斜視図、（ｃ）はケーシング中の液晶表示装置に保護パネルを設けた状態を示す斜視図
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、（ｄ）は液晶表示装置、枠体および保護パネルが挿入されたケーシングに保護パネル固
定部材を挿入しようとしている状態を示す斜視図である。
【図８】同、表示ユニットの要部の断面図である。
【図９】同、ケーシングに保護パネル固定部材を係止する方法を説明するためのもので、
（ａ）はケーシングに保護パネル固定部材を挿入する前の状態を示す斜視図、（ｂ）はケ
ーシングに保護パネル固定部材を挿入した状態を示す斜視図、（ｃ）はケーシングに保護
パネル固定部材を係止した状態を示す斜視図である。
【図１０】同、表示ユニットを裏面側から見た斜視図である。
【図１１】同、上扉の表示ユニットを取り付けるための取付部の上部を示す斜視図である
。
【図１２】同、上扉の表示ユニットを取り付けるための取付部の下部を示す斜視図である
。
【図１３】同、筐体の正面図である。
【図１４】同、筐体の斜視図である。
【図１５】同、筐体に交換ユニットを挿入した状態を示す斜視図である。
【図１６】同、交換ユニットを斜め左側から見た斜視図である。
【図１７】同、交換ユニットを斜め右側から見た斜視図である。
【図１８】同、交換ユニットを筐体に固定した状態を示す要部の平断面図である。
【図１９】同、入力装置を示す斜視図である。
【図２０】同、入力装置を示す分解斜視図である。
【図２１】同、入力装置の各部材の背面側を示す分解斜視図である。
【図２２】同、入力装置の他の例を示す分解斜視図である。
【図２３】同、入力装置の他の例を示し、各部材の背面側を示す分解斜視図である。
【図２４】同、閉じた可動演出装置を備える上扉を示す斜視図である。
【図２５】同、開いた可動演出装置を備える上扉を示す斜視図である、
【図２６】同、可動演出装置の分解斜視図である。
【図２７】同、可動演出装置の移動体と回転軸とねじりばねとを示す斜視図である。
【図２８】同、可動演出装置のヒンジ部材とねじりばねと回転軸とを示す斜視図である。
【図２９】同、軸支持板と回転軸とねじりばねとを示す斜視図である。
【図２９Ａ】同、モータユニットと移動体とリンク部材を示す斜視図である。
【図２９Ｂ】同、閉検知用フォトセンサおよび開検知用フォトセンサを示す斜視図である
。
【図２９Ｃ】同、閉検知用フォトセンサを示す斜視図である。
【図２９Ｄ】同、開検知用フォトセンサを示す斜視図である。
【図２９Ｅ】（ａ）（ｂ）は、同、移動体の動作を説明するための図である。
【図２９Ｆ】同、移動体の動作を説明するための図である。
【図２９Ｇ】（ａ）（ｂ）は、同、移動体の動作速度を説明するための図である。
【図３０】同、演出ボタンユニットの斜視図である。
【図３１】同、演出ボタンユニットを示す断面図である。
【図３２】同、演出ボタンユニットを裏面側から見た斜視図である。
【図３３】同、演出ボタンユニットを示すもので、液晶表示パネルが引き込まれた状態を
示す断面図である。
【図３４Ａ】同、ロック機構を示す要部の側面図である。
【図３４Ｂ】同、カムおよびヒュージボタンの動作を説明するための図である。
【図３４Ｃ】同、カムおよびヒュージボタンの動作の工程を示す図であり、（ａ）はカム
が原点位置ある状態を示す図、（ｂ）はカムがセンサ非検知位置にある状態を示す図、（
ｃ）はカムがロック解除位置にある状態を示す図、（ｄ）はカムがヒュージボタン動作開
始位置にある状態を示す図、（ｅ）はカムがヒュージボタン可動限界位置にある状態を示
す図である。
【図３５】同、駆動機構を示すもので、（ａ）は要部の斜視図、（ｂ）はカムとその周辺
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を示す側面図、（ｃ）はカムと検出センサを示す斜視図である。
【図３６】同、ロック機構を示すもので、ロックが解除された状態を示す要部の側面図で
ある。
【図３７】同、ロック機構を示すもので、ロック解除後に液晶表示パネルが押下された状
態を示す要部の側面図である。
【図３７Ａ】同、液晶表示パネルを押圧するように促す場合を説明するためのもので、（
ａ）は上の表示画面に文字を表示した場合の斜視図、（ｂ）は上下の表示画面に文字を跨
ぐようにして表示した場合の斜視図、（ｃ）は下の表示画面に文字を表示した場合の斜視
図である。
【図３８】同、ロック機構を示すもので、ロック解除後に液晶表示パネルが引き込まれた
状態を示す要部の側面図である。
【図３９】同、発光装置を示す斜視図である。
【図４０】同、発光装置を示す分解斜視図である。
【図４１】同、発光装置の前枠部を示す分解斜視図である。
【図４２】同、発光装置のシャッタ部を示す分解斜視図である。
【図４３】同、発光装置のシャッタ部のソレノイドとクランクを示す斜視図である。
【図４４】同、発光装置のシャッタ部の開閉する複数のフィン部材とスライダを示す斜視
図である。
【図４５】同、発光装置のシャッタ部の開閉する複数のフィン部材とスライダとクランク
を示す斜視図である。
【図４６】同、発光装置の発光部を示す分解斜視図である。
【図４７】同、証紙カバーを示すもので、（ａ）は証紙カバーを裏面側から見た斜視図、
（ｂ）は証紙カバーを斜め側面側から見た斜視図である。
【図４８】同、証紙カバーの取付構造を示す要部の断面斜視図である。
【図４９】同、下扉を裏面側から見た要部の斜視図である。
【図５０】同、内部カバーを示すもので、（ａ）は内部カバーを一方向から見た斜視図、
（ｂ）は内部カバーを他方向から見た斜視図である。
【図５１】同、下扉の証紙カバーを取り付ける部分を示す要部の斜視図である。
【図５２】同、証紙カバーを遊技機に取り付ける方法を説明するためのもので、（ａ）は
証紙カバーを遊技機に取り付ける前の状態を示す要部の平面断面、（ｂ）は証紙カバーを
遊技機に取り付けた状態を示す要部の平断面図、（ｃ）は内部カバーを取り付けた状態を
示す要部の平断面図である。
【図５３】同、筐体側枠体を有する筐体と扉側枠とを示す斜視図である。
【図５４】同、筐体側枠体を示す斜視図である。
【図５５】同、右補強フレームの要部を示す断面斜視図である。
【図５６】同、左補強フレームと左フレームの要部を示すもので、（ａ）は上扉が開いて
いる状態を示す断面斜視図、（ｂ）は上扉が閉じている状態を示す断面斜視図である。
【図５７】同、上扉の下フレームと下扉の上フレームとを示す要部の断面斜視図である。
【図５８】同、上扉の下フレームと下扉の上フレームとを示す要部の斜視図である。
【図５９】同、上扉側枠体と下扉側枠体の要部を示すもので、表側から見た斜視図である
。
【図６０】同、上扉側枠体と下扉側枠体の要部を示すもので、裏側から見た斜視図である
。
【図６１】同、上扉側枠体と下扉側枠体の要部を示すもので、下扉側枠体が開いている状
態を示す斜視図である。
【図６２】同、筐体の取手部を示す要部の斜視図である。
【図６３】同、閉塞部材と取手部材の分解斜視図である。
【図６４】同、閉塞部材と取手部材を示す斜視図である。
【図６５】同、筐体側枠体を有する筐体と扉側枠とを示す斜視図である。
【図６６】同、上扉のベース部材を背面側から見た斜視図である。
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【図６７】同、ベース部材に表示ユニットを取り付けた状態を示す背面図である。
【図６８】同、ベース部材の開口部の左上角部を示す斜視図である。
【図６９】同、ベース部材の開口部の右上角部を示す斜視図である。
【図７０】同、ベース部材の開口部の左下角部を示す斜視図である。
【図７１】同、ベース部材の開口部の右下角部を示す斜視図である。
【図７２】同、表示ユニットの左上角部にあるユニット取付部を示す斜視図である。
【図７３】同、表示ユニットの左下角部にあるユニット取付部を示す斜視図である。
【図７４】同、ベース部材に表示ユニットを取り付けた状態を示す側断面図である。
【図７５】同、図７４の要部の拡大断面図である。
【図７６】同、ベース部材に表示ユニットを取り付けた状態を示す背面図である。
【図７７】同、ベース部材を示す背面図である。
【図７８】同、ベース部材に表示ユニットを取り付けた状態を示す側断面図である。
【図７９】同、図７８の要部の拡大断面図である。
【図８０】同、枠体を示す斜視図である。
【図８１】同、横フレームを示す斜視図である。
【図８２】同、縦フレームの上端部を示す斜視図である。
【図８３】同、枠体の左上角部を下から見た斜視図である。
【図８４】同、枠体の要部を示す分解斜視図である。
【図８５】同、枠体の要部を示す断面斜視図である。
【図８６】同、縦フレームを示す断面斜視図である。
【図８７】同、補強部材を示す斜視図である。
【図８８】同、上扉と交換ユニットの要部を示す斜視図である。
【図８９】同、上扉を開いた状態の要部を示す斜視図である。
【図９０】同、施錠ユニットを示す左側面図である。
【図９１】同、施錠ユニットを示す右側面図である。
【図９２】同、前係合部材を開いた状態を示す左側面図である。
【図９３】同、後係合部材を開いた状態を示す左側面図である。
【図９４】同、筐体を示す斜視図である。
【図９５】同、前扉のストッパによって操作部材の上方への移動が規制されている状態を
示す要部の斜視図である。
【図９６】同、上扉に設けられた係合部を示す要部の斜視図である。
【図９７】同、筐体を示す斜視図である。
【図９８】同、開口枠部材を示す斜視図である。
【図９９】同、開口枠部材を示す分解斜視図である。
【図１００】同、右側面の押出形材を示す斜視図である。
【図１０１】同、押出形材の凹凸面の拡大図である。
【図１０２】同、押出部材の斜視図である。
【図１０３】同、押出部材の斜視図である。
【図１０４】同、ホッパーユニットが収容された筐体要部を示す正面図である。
【図１０４Ａ】同、ホッパーユニットを示す斜視図である。
【図１０４Ｂ】同、開口枠部材と箱体（筐体の本体）のを示す斜視図である。
【図１０５】同、ホッパーユニットが収容された筐体要部を示す正面概略図である。
【図１０６】同、ホッパーユニットの左のスライダと、筐体の左のガイドレールを示す正
面図である。
【図１０７】同、ホッパーユニットの右のスライダと、筐体の右のガイドレールを示す正
面図である。
【図１０８】同、スライダとガイドレールを示す斜視図である。
【図１０９】同、ガイドレールを示す正面図である。
【図１０９Ａ】同、ガイドレールを示す斜視図である。
【図１１０】同、スライダを示す斜視図である。
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【図１１１】同、開口部材の底部の上面と、箱体の底部の上面と、スライダの底面との関
係を説明するための図である。
【図１１２】同、開口部材の底部の上面と、箱体の底部の上面と、スライダの底面との関
係を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。本実施の形態は本発明を
遊技機の一つであるスロットマシンに適用した場合を例にとって説明するが、本発明はス
ロットマシンに限ることなく、その他の遊技機に適用してもよい。
　なお、以下の説明においては、基本的に「前後」とは、スロットマシンの前側に遊技者
が居る場合に、遊技者側が「前」で、スロットマシン側が「後」を意味し、「上下」とは
スロットマシンの上面側が「上」で、下面側が「下」を意味し、「左右」とはスロットマ
シンを遊技する遊技者の左手側が「左」を意味し、右手側が「右」を意味する。
【００１８】
　まず、発明が適用されるスロットマシンＭの概略構成について説明する。
　図１はスロットマシンＭを示す斜視図である。このスロットマシンＭは、筐体１を備え
ており、この筐体１は、底板、左右の側板、天板および背板を備え、当該筐体１の正面側
に開口する正面開口部を有する箱形に形成されている。なお、底板の上面には、各部品に
電力を供給するための電源装置を内蔵した電源ユニット４、メダルを貯留するとともにメ
ダルを払い出す払い出し装置としてのホッパーユニット５等が設けられている。
【００１９】
　また、筐体１の正面には、筐体１の正面開口部を開閉可能に閉塞する前扉３が設けられ
ており、この前扉３は、前記開口上部を開閉可能に閉塞する上扉３０と、前記開口下部を
開閉可能に閉塞する下扉４０とを備えている。
　筐体１の左右の側板には、図２および図６５に示すように、後述する交換ユニット２が
設置されて当該交換ユニット２を支持する支持部９３０，９３５が設けられている。
【００２０】
　前記筐体１内には、交換ユニット２が着脱可能に設けられている。交換ユニット２は、
種々の部品を設置あるいは固定するための支持体としての枠体２１と、この枠体２１に固
定されたリールユニット２２および基板ユニット２４とから構成されている。ここで、リ
ールユニット２２は、周囲に複数の図柄を表示した３個の回転リール２２ａと、回転リー
ル２２ａを回転させるための駆動モータ（ステッピングモータ）を有している。また、基
板ユニットは、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏ等の電子部品を備えた基板を、基板ケー
スに収納したものである。そして、基板ユニットは、スロットマシンＭの遊技を制御する
ための遊技制御装置として機能する。
【００２１】
　図１に示すように、上扉３０の上部の向かって右側には、小型の表示窓３１が設けられ
、この表示窓３１の奥には、前記３個の回転リール２２ａが横一列に設けられている。各
回転リール２２ａの外周面には複数種類の図柄が配列されており、回転リール２２ａが停
止すると表示窓３１を通して１リール当たり３個の図柄が表示される。スロットマシンＭ
では、横３本と斜め２本とからなる計５本の入賞有効ラインが設定されている。
　そして、３個の回転リール２２ａが停止したときに入賞有効ライン上に停止した図柄の
組み合わせによって当選役が入賞したか否かが表示される。
　また、上扉３０の中央部には、大型の表示窓３２が設けられている。この表示窓３２は
上扉３０に設けられた表示ユニット２００（図２参照）の表示面を見るために設けられた
ものであり、この表示ユニット２００では、その表示面に前記回転リール２２ａに応じた
画像による回転リールが表示されるとともに、遊技機における演出用の画像が表示される
ようになっている。
　また、上扉３０の表示窓３２の上部および左右両側部には、報知や演出などを行うため
のランプ３３ａ,３３ｂ,３３ｃが設けられている。
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【００２２】
　また、上扉３０は筐体１内に設けられた交換ユニット２にヒンジ１００を介して回動可
能に連結されることで、筐体１の開口上部を開閉するようになっている。また、下扉４０
は筐体にヒンジ１００を介して回動可能に連結されることで、筐体１の開口下部を開閉す
るようになっている。
【００２３】
　なお、このスロットマシンＭは、分離型筐体タイプの構造を有するものであり、遊技店
における機種の交換時に、上扉３０が回動自在に取り付けられた交換ユニットを交換する
ようになっており、機種の交換時に筐体１、下扉４０および筐体１内の電源ユニットやホ
ッパ装置等は、遊技店の島設備に取り付けられたままで、交換されないようになっている
。また、スロットマシンＭは、分離型筐体タイプに限られるものではなく、機種交換時に
スロットマシン全体を交換するものであってもよい。この場合に、前扉３を上扉３０と下
扉４０に分けない一体の構造としてもよい。また、上扉３０と下扉４０とに分ける場合に
、上扉３０を、筐体１の側板にヒンジ１００を介して回動自在に取り付けてもよい。
【００２４】
　下扉４０は筐体１の開口下部を開閉可能に閉塞するための扉である。下扉４０は、外枠
に中枠を嵌め込んで構成されている。
　下扉４０の一方の縦方向の側縁部に下扉側蝶番が設けられている。そして、この下扉側
蝶番を、筐体１の一方の側板に設けられた筐体側蝶番と係合させることで、下扉４０は、
筐体１の一方の側板に回動自在に取り付けられている。また、上扉３０の下端部には、下
扉４０の前面より後方側で下扉４０の上端より下側に突出する係合部が設けられ、下扉４
０が閉じた状態で、上扉３０を開放することができない構造になっている。
【００２５】
　また、下扉４０の上部には、スロットマシンＭを操作するための操作部５０が設けられ
ている。操作部５０には、クレジットされたメダルを払い出すための精算スイッチ５２、
ゲームを開始させるためのスタートレバー５３、回転リールの回転を停止させるためのス
トップスイッチ５４、メダルを投入するためのメダル投入口４２、メダル投入口４２の下
方のメダル通路内で発生したメダル詰まりを解消するリジェクトボタン５５、最大数の３
枚のメダルをゲームに投資するときに操作されるＭＡＸベットスイッチボタン５６等が設
けられる他、遊技の演出等を選択するための操作盤５７や、表示ユニット５８が設けられ
ている。操作盤５７は操作部５０の幅方向（左右方向）の略中央部に配置され、メダル投
入口４２およびリジェクトボタン５５を挟んで、右側に表示ユニット５８が配置されてい
る。なお、操作盤５７には、演出等の選択用の十字キー、決定ボタン、キャンセルボタン
等を有している。
【００２６】
　また、下扉４０の下部には、スロットマシン内部よりメダルを排出するためのメダル払
い出し口と、メダル払い出し口から排出されたメダルを溜めておくためのメダル受け皿４
３とが形成されている。また、操作部５０とメダル受け皿４３との間には液晶表示パネル
４５が取り付けられている。また、この液晶表示パネル４５の左右両側にはそれぞれ報知
や演出などを行うためのランプ３３ｄが設けられている。
【００２７】
　次に前記表示ユニット２００について説明する。
　表示ユニット２００は、図３に示すように、全体的に略矩形板状に形成されたものであ
り、図４に示すように、ケーシング２０１と、液晶表示装置（表示装置）２０２と、枠体
２０３と、保護パネル２０４と、保護パネル固定部材２０５，２０５とを備えて構成され
ている。
【００２８】
　ケーシング２０１は、その前面に開口部を有する矩形の箱状に形成され、その上壁部の
上面および下壁部の下面には、それぞれ上扉３０にケーシング２０１を固定するための固
定部２０８，２０８が左右に離間して設けられている。固定部２０８には、それぞれ２つ
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の取付穴が形成され、２つの取付穴のうち適当なものを選択し、この選択した取付穴にネ
ジを挿通して、上扉３０に設けられたネジ孔にねじ込むことによって、ケーシング２０１
が上扉３０の所定の取付部に取り付けられるようになっている。なお、前記２つの取付穴
が設けられた面のうち一方の面は鉛直面とほぼ平行な面となっており、他方の面は鉛直面
に対して所定角度だけ傾斜した傾斜面となっている。したがって、ケーシング２０１を上
扉３０に取り付ける場合、前記平行な面を上扉３０の所定の部分に取り付けると、ケーシ
ング２０１はほぼ鉛直面と平行となり、傾斜面を上扉３０の所定の部分に取り付けると、
ケーシング２０１は傾斜した状態となる。
　また、ケーシング２０１の上壁部の上面および下壁部の下面には、それぞれ被嵌合部２
０９が固定部２０８に隣接して設けられている。被嵌合部２０９はケーシング２０１の上
壁部の上面に２つ、下壁部の下面に２つ合計４つ設けられている。
【００２９】
　また、図５に示すように、ケーシング２０１の上壁部の下面および下壁部の上面には、
それぞれ被係止部２０１ａ，２０１ｂが左右に離間して設けられている。なお、図５では
ケーシング２０１の下壁部の上面に設けられた被係止部２０１ａ，２０１ｂを図示してい
る。また、上壁部の下面に設けられる被係止部２０１ａ，２０１ｂは、下壁部の上面に設
けられる被係止部２０１ａ，２０１ｂと配置が左右逆転している。
　被係止部２０１ａ，２０１ｂは保護パネル固定部材２０５が係止されるもので、ケーシ
ング２０１の下壁部の長手方向に沿って延びるようにして設けられている。また、被係止
部２０１ａ，２０１ｂの端部には、ストッパ部２０１ｃ，２０１ｃが被係止部２０１ａ，
２０１ｂに対して直角に設けられている。このストッパ部２０１ｃ，２０１ｃは、被係止
部２０１ａ，２０１ｂに保護パネル固定部材２０５の後述する係止爪２０５ｅ，２０５ｆ
が係止した際に、係止爪２０５ｅ，２０５ｆの先端部に当接して、当該係止爪２０５ｅ，
２０５ｆが被係止部２０１ａ，２０１ｂから外れるのを防止するためのものである。
【００３０】
　液晶表示装置２０２は、図４に示すように、その前面に表示面が設けられ、この表示面
に遊技機における演出用の画像が表示されるようになっている。そして、液晶表示装置２
０２は、ケーシング２０１に表示面をケーシング２０１の開口部に向けて挿入されるよう
になっている。
【００３１】
　枠体２０３は液晶表示装置２０２の表示面の外周部を囲む矩形枠状に形成され、その上
辺部と下辺部とには、それぞれ嵌合部２１０，２１０が左右に離間して設けられている。
この嵌合部２１０は、ケーシング２０１に液晶表示装置２０２を挿入して、この液晶表示
装置２０２に枠体２０３を載せる際に、ケーシング２０１に設けられている被嵌合部２０
９に嵌合することによって、ケーシング２０１に対する枠体２０３の位置決めを行うもの
である。
【００３２】
　保護パネル２０４は、枠体２０３の開口から露出している液晶表示装置２０２の表示面
を覆う矩形平板状に形成された透明板であり、枠体２０３の外周縁に設けられた環状の立
上り部２０３ａの内側に嵌め込まれるようになっている。
【００３３】
　保護パネル固定部材２０５は、枠体２０３に設けられた保護パネル２０４を固定するも
のであり、以下のように構成されている。
　すなわち、保護パネル固定部材２０５は、図６（ａ），（ｂ）に示すように、断面略コ
字形に形成された左右に長尺な部材であり、保護パネル２０４の前面外周部に当接する当
接部２０５ａと、この当接部２０５ａに略直角に設けられて、ケーシング２０１に設けら
れた被係止部に係止する係止部２０５ｂとを備えている。
　当接部２０５ａはその裏面側が保護パネル２０４の前面外周部に当接されるようになっ
ており、図６（ｂ）に示すように、当接部２０５ａの裏面には、保護パネル２０４に当接
する断面円弧状の凸部２０５ｃ，２０５ｃが左右に離間して形成されている。凸部２０５
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ｃ，２０５ｃは、保護パネル２０４の製造誤差を吸収しつつ、当該保護パネル２０４の前
面外周部に当接して当該前面外周部を２点で押圧することによって、保護パネル２０４の
前面外周部を強固に押え付けるようになっている。
　また、図６（ａ）に示すように、保護パネル固定部材２０５の当接部２０５ａの表面に
は、凹部２０５ｋ，２０５ｋが左右に離間して設けられている。この凹部２０５ｋ，２０
５ｋは、後述するように、保護パネル固定部材２０５を保護パネル２０４の表面に沿って
移動操作させる際に、作業者が指を挿入して当該操作をする際に利用されるものである。
【００３４】
　また、係止部２０５ｂは、矩形板状の係止部本体２０５ｄと、この係止部本体２０５ｄ
の一方の端部に設けられた係止爪２０５ｅと、他方の端部に設けられた係止爪２０５ｆと
を備えている。
　係止爪２０５ｅは被係止部２０１ａに係止するものであり、係止爪２０５ｅと係止部本
体２０５ｄとの間には、係止部２０５ｂを後述する隙間Ｓに挿入する際に、係止爪２０５
ｅが被係止部２０１ａに干渉しないようにするための開口部２０５ｇが設けられ、この開
口部２０５ｇの底部から係止爪２０５ｅの側部まで延びる溝２０５ｈが設けられている。
　そして、係止爪２０５ｅがケーシング２０１に設けられた被係止部２０１ａに係止し、
係止爪２０５ｆがケーシング２０１に設けられた被係止部２０１ｂに係合（当接）するよ
うになっている。
【００３５】
　次に前記構成の表示ユニット２００の組立方法について説明する。
　まず、図７（ａ）に示すように、ケーシング２０１に液晶表示装置２０２をその表示面
を前面側に向けて挿入したうえで、ケーシング２０１の左右の側壁部から固定ネジ２０２
ａを挿通して液晶表示装置２０２の側部にねじ込むことによって固定する。
　この状態において液晶表示装置２０２の前面は、ケーシング２０１の上壁部、下壁部お
よび左右側壁部の前端よりケーシング２０１の底側に位置している。つまり、ケーシング
２０１の上壁部、下壁部および左右側壁部の前端は、液晶表示装置２０２の前面より前方
に突出している。
　また、ケーシング２０１の上壁部の中央上壁部と液晶表示装置２０２の上面との間、お
よびケーシング２０１の下壁部の中央下壁部と液晶表示装置２０２の下面との間には所定
の隙間Ｓ１が設けられている。
【００３６】
　次に、図７（ｂ）に示すように、ケーシング２０１に枠体２０３を挿入し、この枠体２
０３を液晶表示装置２０２の外周部に設ける。この際、枠体２０３の嵌合部２１０をケー
シング２０１の被嵌合部２０９に嵌合するとによって、枠体２０３をケーシング２０１に
対して位置決めする。この状態において、枠体２０３の外周縁に設けられた環状の立上り
部２０３ａの先端は、ケーシング２０１の上壁部、下壁部および左右側壁部の前端とほぼ
面一となる。
　また、ケーシング２０１の上壁部の中央上壁部と枠体２０３の上面との間、およびケー
シング２０１の下壁部の中央下壁部と枠体２０３の下面との間には所定の隙間Ｓ２が設け
られている。この隙間Ｓ２および前記隙間Ｓ１の隙間長さはほぼ等しくなっている。
　そして、この隙間Ｓ２と前記隙間Ｓ１とは、ケーシング２０１の深さ方向に連続した隙
間Ｓとなり、この隙間Ｓはケーシング２０１の底部に設けられた被係止部２０１ａ，２０
１ｂまで延びている。
【００３７】
　次に、図７（ｃ）に示すように、枠体２０３の環状の立上り部２０３ａの内側に保護パ
ネル２０４を挿入して設けることで、枠体２０３の開口から露出している液晶表示装置２
０２の表示面を覆う。この状態おいて保護パネル２０４の前面と、枠体２０３の立上り部
の前端とはほぼ面一となる。
【００３８】
　次に、図７（ｄ）に示すように、前記隙間Ｓに保護パネル固定部材２０５を挿入して、
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その当接部２０５ａを保護パネル２０４の外周面に当接するとともに、係止部２０５ｂの
係止爪２０５ｅ，２０５ｆをケーシング２０１の被係止部２０１ａ，２０１ｂに係止（当
接）することによって、図３および図８に示すように、ケーシング２０１、液晶表示装置
２０２、枠体２０３および保護パネル２０４が一体化する。
【００３９】
　係止爪２０５ｅ，２０５ｆを被係止部２０１ａ，２０１ｂに係止する場合、以下のよう
にして行う。なお、図９では、保護パネル固定部材２０５を示す都合上、液晶表示装置２
０２および枠体２０３は図示を省略している。
　すなわち、図９（ａ）に示すように、保護パネル固定部材２０５を前記隙間Ｓに向けて
挿入することで、図９（ｂ）に示すように、保護パネル固定部材２０５の係止部２０５ｂ
が隙間Ｓに挿入されて行き、係止部２０５ｂの係止爪２０５ｅ，２０５ｆがケーシング２
０１の底部近傍まで届く。この際、保護パネル固定部材２０５の開口部２０５ｇによって
係止爪２０５ｅは被係止部２０１ａと干渉しない。
【００４０】
　次に、図９（ｃ）に示すように、保護パネル固定部材２０５の係止部２０５ｂが隙間Ｓ
（図９（ａ）参照）に挿入された状態で、保護パネル固定部材２０５の当接部２０５ａを
保護パネル（図示略）の表面に沿って移動させることで、係止爪２０５ｅ，２０５ｆが被
係止部２０１ａ，２０１ｂに向けて移動して、当該被係止部２０１ａ，２０１ｂに係止す
る。これによって、図８に示すように、ケーシング２０１、液晶表示装置２０２、枠体２
０３および保護パネル２０４が一体化される。この際、保護パネル固定部材２０５の溝２
０５ｈ（図６（ｂ）参照）に被係止部２０１ａが相対的に挿入されるので、係止爪２０５
ｅが被係止部２０１ａにスムーズに係止する。
【００４１】
　このようにして組み立てられた表示ユニット２００は上扉３０の所定の取付部２２０に
取り付けられる。
　すなわち、図１０に示すように、表示ユニット２００は板状のベース部材３２５に保持
されたうえで、このベース部材３２５が図２に示すように、上扉３０に固定されるととも
に、上述したように、ケーシング２０１に設けられた固定部２０８をネジによって上扉３
０に固定することによって、当該上扉３０の取付部２２０に取り付けられる。
【００４２】
　図１１および図１２に示すように、上扉３０の略中央部には、表示ユニット２００の取
付部２２０が設けられており、この取付部２２０は略矩形枠状に形成されており、この取
付部２２０に表示ユニット２００が取り付けられるようになっている。なお、図１０およ
び図１１では、保護パネル固定部材２０５を示す都合上、表示ユニット２００は図示を省
略している。
【００４３】
　図１０および図１１に示すように、取付部２２０の上辺部および下辺部には、それぞれ
規制阻害部２２１が設けられている。この規制阻害部２２１は、取付部２２０の上辺部お
よび下辺部にそれぞれ立設された立壁２２１によって構成されている。
　図１０および図１１において、保護パネル固定部材２０５は、その係止部２０５ｂの係
止爪２０５ｅ，２０５ｆが前記隙間Ｓに挿入されてケーシング２０１の被係止部２０１ａ
，２０２ｂに係止している状態を示している。
　このような状態で、表示ユニット２００が、取付部２２０に取り付けられた際、保護パ
ネル固定部材２０５が、保護パネル２０４の固定を解除する方向に移動しようとすると、
上下の保護パネル固定部材２０５の当接部２０５ａが規制阻害部２２１に当接して、それ
以上の移動を規制する。したがって、保護パネル固定部材２０５が緩んで、その係止爪２
０５ｅ，２０５ｆがケーシング２０１の被係止部２０１ａ，２０１ｂから外れることがな
い。
【００４４】
　一方、保護パネル固定部材２０５の係止部２０５ｂが前記隙間Ｓに挿入されているが、
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その係止爪２０５ｅ，２０５ｆがケーシング２０１の被係止部に係止していない状態にお
いて、表示ユニット２００を取付部２２０に取り付けようとすると、保護パネル固定部材
２０５の当接部２０５ａが、規制阻害部２２１と表示ユニット２００の厚さ方向において
重なるように配置されているので、当該規制阻害部２２１に当接部２０５ａが当たって、
表示ユニット２００の取付部２２０への取付けを阻害する。
【００４５】
　以上のように、本実施の形態によれば、保護パネル固定部材２０５の当接部２０５ａが
保護パネル２０４の外周部に当接したうえで、保護パネル固定部材２０５の係止部２０５
ｂの係止爪２０５ｅ，２０５ｆが、ケーシング２０１に設けられた被係止部２０１ａ，２
０１ｂに係止することによって、ケーシング２０１、液晶表示装置２０２、枠体２０３お
よび保護パネル２０４が一体化されているので、保護パネル２０４の取付けおよび枠体２
０３の取付けの際にネジ止め作業が不要となる。
　また、保護パネル固定部材２０５の係止部２０５ｂの係止爪２０５ｅ，２０５ｆが、ケ
ーシング２０１に設けられた被係止部２０１ａ，２０１ｂに係止するので、従来に比して
、保護パネル固定部材２０５の押えの深度方向（外ケースの深さ方向）への長さが長くな
って、保護パネル固定部材２０５による保護パネル２０４の押圧力が高まる。
　したがって、保護パネル固定部材２０５によって保護パネル２０４を強固に固定できる
とともに、表示ユニット２００の組み立ての際にネジ止め作業が不要となる。
【００４６】
　また、保護パネル固定部材２０５の係止部２０５ｂが、ケーシング２０１と、枠体２０
３および液晶表示装置２０２との間の隙間Ｓに挿入された状態で、保護パネル固定部材２
０５の当接部２０５ａを移動させることで、係止部２０５ｂを被係止部２０１ａ，２０１
ｂに向けて移動させ、係止爪２０５ｅ，２０５ｆを被係止部２０１ａ，２０１ｂに係止で
きるので、保護パネル固定部材２０５による保護パネル２０４の固定を容易に行える。
【００４７】
　また、保護パネル固定部材２０５の係止部２０５ｂが隙間Ｓに挿入されて係止爪２０５
ｅ，２０５ｆが被係止部２０１ａ，２０１ｂに係止している状態の表示ユニット２００を
取付部２２０に取り付けると、規制阻害部２２１によって、当接部２０５ａの移動が規制
されるので、当接部２０５ａが移動して係止部２０５ｂの係止爪２０５ｅ，２０５ｆが被
係止部２０１ａ，２０１ｂから外れてしまうことがない。
　また、係止部２０５ｂが隙間Ｓに挿入されて係止爪２０５ｅ，２０５ｆが被係止部２０
１ａ，２０１ｂに係止していない状態の表示ユニット２００を取り付けようとすると、規
制阻害部２２１によって、表示ユニット２００の取付部２２０への取付けが阻害される。
　したがって、遊技機の取付部２２０に取り付けられた表示ユニット２００から保護パネ
ル２０４が外れるのを防止できるとともに、保護パネル２０４が固定されていない表示ユ
ニット２００が取付部２２１に取付けられるのを未然に防止できる。
【００４８】
　また、本実施の形態では、上述したように、正面側に開口する正面開口部を有する筐体
１に前記正面開口部から挿脱可能に挿入されることで交換可能な交換ユニット２を備えて
いる。
　この筐体１の内側の側壁と交換ユニット２との間には、図１３に示すように、当該交換
ユニット２を挿入するための隙間Ｓが設けられている。
　そして、筐体１の対向する側壁のうち、左側の側壁に固定部３０４が設けられ、この固
定部３０４に交換ユニット２が接触状態で、固定手段によって固定されている。
【００４９】
　すなわち、図１４に示すように、筐体１は樹脂で形成された箱状の筐体本体３００と、
この筐体本体３００の開口縁部に固定された補強枠３０１とを備えている。この補強枠３
０１はアルミフレームで構成されたものであり、上下の補強フレーム３０２，３０３と、
左右の補強フレーム３０４，３０５を矩形枠状に組み立てることによって形成されている
。
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　そして、左側の補強フレーム３０４が交換ユニット２を固定するための固定部３０４と
されている。補強フレーム３０４は、図１４および図１８に示すように、平行に配置され
た２枚の帯板状の板金３０４ａ，３０４ａと、これら板金３０４ａ，３０４ａを繋ぐ複数
の連結部３０４ｂとによって一体的に構成されている。板金３０４ａ，３０４ａ間には、
アルミ製のネジ受板３０４ｄが挿入されている。ネジ受板３０４ｄは、筐体１の内側を向
く板金３０４ａに当接するとともに、連結部３０４ｂに形成された係止部３０４ｃによっ
て当該板金３０４ａに当接した状態で係止されている。
【００５０】
　このような補強フレーム（固定部）３０４には、図１５に示すように、交換ユニット２
が接触状態で、固定手段３１０によって固定されている。なお、固定手段３１０は上下に
離間して２つあるが、それ以上設けてもよい。
　すなわちまず、交換ユニット２は、図２、図１６および図１７に示すように、種々の部
品を設置あるいは固定するための支持体としての枠体２１と、この枠体２１に固定された
リールユニット２２および基板ユニット２４と、枠体２１に設けられたフレームベース２
３とから構成されている。枠体２１は樹脂製であり、フレームベース２３は金属製である
。
　また、枠体２１に向かって左側の側面、つまり枠体２１の補強フレーム３０４側に向く
側面には、板金で形成された補強板２５が固定されている。この補強板２５の両端部には
、それぞれ蝶番受２６が固定されている。枠体２１の左側壁には開口部が設けられ、この
開口部に蝶番受２６が挿入されることで、当該蝶番受２６は枠体２１の左側壁の内壁面か
ら露出している。
　また、補強板２５の表面は、枠体２１の左側面から若干突出しており、これによって、
補強板２５の表面が前記補強フレーム（固定部）３０４に確実に接触するようになってい
る。
【００５１】
　このような交換ユニット２は、図１５に示すように、筐体１の左右の側壁間に前記隙間
Ｓをもって挿入され、当該交換ユニット２の補強板２５を筐体１の補強フレーム（固定部
）３０４に当接したうえで、固定手段３１０によって補強フレーム（固定部）３０４に固
定されている。この状態において、補強板２５と補強フレーム３０４は面接触している。
【００５２】
　固定手段３１０は、図１８に示すように、金属製のねじ３１０ａと、前記補強フレーム
３０４に設けられたネジ受板３５に設けられたねじ孔３１０ｂとを備えている。そして、
この固定手段３１０では、ねじ３１０ａを交換ユニット２の枠体２１および補強板２５を
挿通したうえで、ねじ孔３１０ｂにねじ込むことによって、交換ユニット２を補強フレー
ム（固定部）３０４に固定している。
　ねじ３１０ａは金属製のねじ本体と、このねじ本体の頭部に固定された絶縁性のつまみ
部３１０ｃとからなるノブボルト３１０ａによって構成されている。したがって、作業者
は、ノブボルト（ねじ）３１０ａのつまみ部３１０ｃを把持して、このノブボルト３１０
ａを交換ユニット２の枠体２１および補強板２５を挿通したうえで、ねじ孔３１０ｂにね
じ込むことによって、交換ユニット２を補強フレーム（固定部）３０４に容易に固定する
ことができる。
【００５３】
　また、前記交換ユニット２には上扉３０が設けられている。すなわち、前記交換ユニッ
ト２の補強板２５には上述したように蝶番受２６が固定されており、この蝶番受２６には
、図２に示すように、蝶番２７を介して上扉３０が筐体１の上側の開口部を開閉可能に取
り付けられている。このため、上扉３０の荷重は交換ユニット２の補強板２５に伝達され
る。したがって、上扉３０の荷重を蝶番２７、蝶番受２６を介して補強板２５、つまり交
換ユニット２によって支持することができる。
　また、補強板２５が固定手段３１０によって筐体１の補強フレーム（固定部）３０４に
固定されている。したがって、固定手段３１０は上扉３０の荷重を補強板２５を介して補
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強フレーム（固定部）３０４に伝達するようになっている。これによって、上扉３０の荷
重を筐体１の補強された補強フレーム３０４によって確実に支持することができる。
　なお、本実施の形態では、上扉３０を交換ユニット２に設けたが、当該上扉３０を筐体
１の補強フレーム３０４に設けてもよい。この場合、補強フレーム３０４に蝶番受２６を
固定し、この蝶番受２６に蝶番２７を介して上扉３０を取り付ければよい。
　また、補強フレーム３０４と交換ユニット２が一体となっていることにより、固定手段
３１０は上扉３０の荷重を交換ユニット２に伝達するようになっている。これによって、
上扉３０の荷重を筐体１の補強された補強フレーム３０４だけではなく、交換ユニット２
でも支持できようになるので、上扉３０を確実に支持することができる。
【００５４】
　このように本実施の形態によれば、筐体１の左側壁の内壁面にアルミで形成された補強
フレーム（固定部）３０４が設けられ、この補強フレーム３０４に交換ユニット２が接触
状態で、固定手段３１０によって固定されているので、筐体１の側壁と交換ユニット２と
の間に、交換ユニット２を挿入するための隙間Ｓを設けても、交換ユニット２を補強フレ
ーム３０４に固定手段３１０によって強固に固定できる。
　したがって、交換ユニット２のガタツキや撓みを防止できる。
　また、例えば上扉３０の開閉によって当該上扉３０の荷重が左右方向に移動して交換ユ
ニット２を撓ませようとする力が作用しても、上扉３０の荷重を支持する補強板２５が固
定手段３１０により補強フレーム３０４に固定されているので、交換ユニット２の撓みが
抑制される。このため、従来のように筐体１の中央部に棚板を設けて交換ユニット２を補
強する必要がなくなり、この棚板がなくなることに伴い、交換ユニット２を上下に大きく
することができる。このため、交換ユニット２に設ける基板ユニット２４やリールユニッ
ト２２等の設置位置の自由度が高まる。
【００５５】
　また、筐体１の側壁に設けられた補強フレーム３０４に交換ユニット２の補強板２５が
接触状態で固定さており、補強フレーム３０４と補強板２５とは金属で構成されているの
で、筐体１と交換ユニット２とは金属接触することになる。したがって、交換ユニット２
に生じる静電気を筐体１からアースをとって容易に除去できる。
　また、交換ユニット２の補強板２５と補強フレーム３０４とは面接触しているので、交
換ユニット２を補強フレーム３０４に対して強固に固定できるとともに、交換ユニット２
に生じる静電気を補強フレーム３０４を介して筐体１に容易かつ確実に逃がすことができ
る。
　さらに、固定手段３１０が、交換ユニット２の金属で形成された部位（補強板２５）に
挿通される金属製のねじ３１０ａと、金属製（アルミ製）の補強フレーム３０４のネジ受
板３０４ｄに設けられて、ねじ３１０ａがねじ込まれるねじ孔３１０ｂとを備えているの
で、ねじ３１０ａをねじ孔３１０ｂにねじ込むことによって、補強フレーム３０４に交換
ユニット２を容易に着脱可能に固定することできるとともに、ねじ３１０ａとねじ孔３１
０ｂが設けられる補強フレーム３０４とが金属製となっているので、交換ユニット２に生
じる静電気をねじ３１０ａ、ねじ孔３１０ｂ、補強フレーム３０４を介して筐体１からア
ースをとって容易に除去できる。
【００５６】
　また、上述したように、補強板２５に上扉３０が蝶番受２６、蝶番２７を介して取付け
られているので、上扉３０の荷重を蝶番２７、蝶番受２６を介して補強板２５によって支
持することができる。
　さらに、固定手段３１０は、上扉３０の荷重を交換ユニット２の補強板２５を介して筐
体１の補強フレーム３０４に伝達するので、上扉３０を当該補強フレーム３０４によって
確実に支持することができる。
【００５７】
　なお、本実施の形態では、筐体１の補強フレーム３０４（固定部）に交換ユニット２の
補強板２５を接触状態で固定手段３１０によって固定したが、これに代えて、筐体１の補
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強フレーム（固定部）３０４に交換ユニット２の補強板２５を非接触状態で固定手段３１
０によって固定してもよい。
　この場合、補強板２５と補強フレーム３０４とが所定の隙間だけ離間することになるが
、前記固定手段３１０のねじ３１０ａの長さをその分長くすることによって、当該ねじ３
１０ａをねじ孔３１０ｂにねじ込むことができるので、交換ユニット２を補強フレーム３
０４に確実に固定することができる。また、固定手段３１０の数を増やすことで、固定強
度を上げることもできる。
　また、上扉３０を交換ユニット２に設けた場合、固定手段３１０は上扉３０の荷重を上
扉３０が設けられていない筐体１の補強フレーム３０４に伝達するようになっている。こ
れによって、上扉３０の荷重を筐体１の補強された補強フレーム３０４によって確実に支
持することができる。また、上扉３０を筐体１の補強フレーム３０４に設けた場合、補強
フレーム３０４と交換ユニット２が一体となっていることにより、固定手段３１０は上扉
３０の荷重を交換ユニット２に伝達するようになっている。これによって、上扉３０の荷
重を筐体１の補強された補強フレーム３０４だけではなく、交換ユニット２でも支持でき
るようになるので、上扉３０を確実に支持することができる。
　したがって、筐体１の側壁と交換ユニット２との間に交換ユニット２を挿入するための
隙間を設けても、交換ユニット２を補強フレーム３０４に固定手段３１０によって強固に
固定できる。
　よって、交換ユニットのガタツキや撓みを防止できる。
【００５８】
　また、固定手段３１０を構成するねじ３１０ａをねじ孔３１０ｂにねじ込むことによっ
て、補強フレーム３０４に交換ユニット２を容易に着脱可能に固定することできるととも
に、ねじ３１０ａと、ねじ孔３１０ｂが設けられる補強フレーム３０４のネジ受板３０４
ｄがとが金属製となっているので、交換ユニット２に生じる静電気をねじ３１０ａ、ねじ
孔３１０ｂ、補強フレーム３０４を介して筐体１からアースをとって容易に除去できる。
【００５９】
　次に、演出の種類の選択や、会員登録等における文字の選択と入力等を行う入力装置４
０１について説明する。
　入力装置４０１は、図１に示すように、下扉４０の上部にスロットマシンＭを操作する
ための操作部５０の操作盤５７として設けられるものであり、操作盤５７において複数の
キー（スイッチ手段）によるオン・オフの入力を可能とするものである。
【００６０】
　本実施の形態の入力装置４０１は、図１９、図２０および図２１に示すように、遊技者
に押される被押圧部材であるキーとして、十字キー４０２と、決定キー４０３と、キャン
セルキー４０４とを備えるとともに、入力装置４０１の主に上面側を構成する上ケース４
０５と、入力装置４０１の主に下面側を構成する下ケース４０６と、これら上ケース４０
５および下ケース４０６から構成されるケース内に配置される第１基板４０７と、第１基
板４０７より上側に配置される第２基板４０８と、さらにその上のインナーカバー４０９
とを備える。
【００６１】
　十字キー４０２は、上キー４１１、下キー４１２、左キー４１３および右キー４１４を
備え、これらを囲むように設けられた外周部材４１０の内周側に各キー４１１，４１２．
４１３．４１４が接続された状態となっている。十字キー４０２の各キー４１１，４１２
，４１３，４１４は、外周部材４１０で一体になった形状であるが、各キー４１１，４１
２，４１３，４１４をそれぞれ個別に押圧して変位させることができる。各キー４１１，
４１２，４１３，４１４が外周部材４１０に接合されているため、それぞれのキー４１１
，４１２，４１３，４１４を操作した場合に、他のキー４１１，４１２，４１３，４１４
が多少動く可能性があるが、スイッチの操作に影響がでないようになっている。特に、各
キー４１１，４１２，４１３，４１４の外側に環状の外周部材４１０が配置され、その内
側に各キー４１１，４１２，４１３，４１４が配置されているので、例えば４つのキー４
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１１，４１２，４１３，４１４をそれらの内側で十字状の部材等により繋いだ場合に比較
して、各キー４１１，４１２，４１３，４１４の動きが他のキー４１１，４１２，４１３
，４１４に伝達されにくい構造となっている。これは、外側で各キー４１１，４１２，４
１３，４１４を繋いだ方が内側で繋ぐより繋ぐ部材が長くなり、内側で繋ぐ場合と外側で
繋ぐ場合とで同じ部材を使った場合に、各キー４１１，４１２，４１３，４１４を外側で
繋いだ方が各キー４１１，４１２，４１３，４１４同士の動きが伝達されにくくなる。
【００６２】
　上述の決定キー４０３、キャンセルキー４０４、上キー４１１、下キー４１２、左キー
４１３および右キー４１４は、遊技者の指に押されて引き込むように変位し、この変位に
基づいて、後述の決定スイッチ４１５、キャンセルスイッチ４１６、上スイッチ４１７、
下スイッチ４１８、左スイッチ４１９および右スイッチ４２０をオン・オフするようにな
っている。これらスイッチ４１５，４１６，４１７，４１８，４１９，は、タクティルプ
ッシュスイッチ、タクティールスイッチ、タクトスイッチ等と呼ばれるタクタイルスイッ
チであり、操作時のクリック感で、遊技者が、スイッチがオンまたはオフとなるのを体感
できるようになっている。
【００６３】
　決定キー４０３、キャンセルキー４０４、上キー４１１、下キー４１２、左キー４１３
および右キー４１４は、略円柱状で、基端部に抜け止め用に径が大きくされた大径部を備
えており、上ケース４０５に上下に貫通して設けられたキー孔４２１、４２２、４２３、
４２４，４２５，４２６に、下面側から決定キー４０３、キャンセルキー４０４、上キー
４１１、下キー４１２、左キー４１３および右キー４１４がそれぞれ挿入されている。上
ケース４０５の下面には、各キー孔４２１、４２２、４２３、４２４，４２５，４２６の
それぞれの位置に、各キー孔４２１、４２２、４２３、４２４，４２５，４２６に連通す
る円筒状の円筒壁が設けられている。
　これらキー４０３、４０４、４１１、４１２、４１３、は、各キー孔４２１、４２２、
４２３、４２４，４２５，４２６の位置にそれぞれ設けられた円筒壁内で上下方向に案内
された状態で移動可能で、かつ、上述の大径部により、各キー４０３、４０４、４１１、
４１２、４１３、が上ケース４０５の上側に抜けないようになっている。また、これらキ
ー４０３、４０４、４１１、４１２、４１３、の下側には、第１基板４０７、第２基板４
０８、インナーカバー４０９等が配置され、これらキー４０３、４０４、４１１、４１２
、４１３、が上ケース４０５の下側に抜けるのを防止している。
【００６４】
　上ケース４０５は、入力装置４０１の上面を構成する略半円形状の上面板４２７と、そ
の周囲の周壁４２８とを備え、この上面板４２７に、キー孔４２１、４２２、４２３、４
２４，４２５，４２６が設けられている。この上面板４２７の下側に各キー４０３、４０
４、４１１、４１２、４１３、４１４とインナーカバー４０９を介して第２基板４０８が
配置されている。
【００６５】
　略半円形の板体である第２基板４０８には、図２０に示すように上面側に、決定キー４
０３に押されてオンとなる決定スイッチ４１５と、キャンセルキー４０４に押されてオン
となるキャンセルスイッチ４１６が設けられている。これら決定スイッチ４１５、キャン
セルスイッチ４１６は、上述のタクタイルスイッチであり、押圧されるとオンとなり、こ
の状態から押圧が解除されるとオフとなる。
【００６６】
　決定キー４０３と決定スイッチ４１５は、間にインナーカバー４０９を介して、上下に
重なる位置に配置されている。また、キャンセルキー４０４とキャンセルスイッチ４１６
は、間にインナーカバー４０９を介して、上下に重なる位置に配置されている。
【００６７】
　また、決定キー４０３は、円筒状の本体部の軸方向に対して略直交する方向に延出する
延出片４２９を備えており、この延出片４２９が間にインナーカバー４０９を介して決定
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スイッチ４１５と上下に重なっている。
【００６８】
　また、第２基板４０８には、十字キー４０２の上キー４１１、下キー４１２、左キー４
１３および右キー４１４にそれぞれ対応して、それぞれ貫通孔４３１が設けられている。
また、第２基板４０８には、決定キー４０３、キャンセルキー４０４、上キー４１１、下
キー４１２、左キー４１３、右キー４１４の位置にそれぞれ上下に略重なるようにＬＥＤ
４３２が搭載されている。
【００６９】
　これらのＬＥＤ４３２は、各キー４０３、４０４、４１１、４１２、４１３、４１４を
下面側から照らして、これらを光らせるためのものである。各キー４０３、４０４、４１
１、４１２、４１３、４１４は、それぞれ各スイッチ４１５，４１６，４１７，４１８，
４１９，と上下に重なるように配置されることから、各キー４０３、４０４、４１１、４
１２、４１３、４１４に対してＬＥＤ４３２が少しずれて配置されている。ただし、決定
キー４０３は、延出片２９が設けられ、当該延出片２９が決定スイッチ４１５と上下に重
なって配置されているので、決定キー４０３用のＬＥＤ４３２は、決定キー４０３の本体
に対してずれることなく、上下に重なって配置されている。したがって、各ＬＥＤ４３２
が互いにほぼ同様の構成で、かつ、各キー４０３、４０４、４１１、４１２、４１３、が
互いに略同様の構成の場合に、決定キー４０３が最も明るく光る構造となり、決定キー４
０３を他のキー４０４、４１１、４１２、４１３、４１４より目立つ構成とすることがで
きる。さらに、第２基板４０８には、決定キー４０３と上下に重なる位置から少しずれた
位置に、決定キー４０３を照らすもう一つのＬＥＤ４３２が設けられており、１つのＬＥ
Ｄ４３２を光らせた場合と、２つのＬＥＤ４３２を光らせた場合とで、決定キー４０３の
明るさを変形可能となっており、例えば、決定キー４０３の操作が有効か無効かを遊技者
に報知可能となっている。
【００７０】
　なお、十字キー４０２の各キー４１１，４１２，４１３，４１４に押される各スイッチ
４１７，４１８，４１９，４２０は、第１基板４０７に設けられている。したがって、第
２基板４０８の貫通孔４３１の部分で、各キー４１１，４１２，４１３，４１４に各スイ
ッチ４１７，４１８，４１９，４２０がインナーカバー４０９を介して押されるようにな
っている。したがって、十字キー４０２の各キー４１１，４１２，４１３，４１４を照ら
すＬＥＤ４３２は、貫通孔４３１の近傍（縁部分）に設けられている。
【００７１】
　第１基板４０７には、上述の十字キー４０２の各キー４１１，４１２，４１３，４１４
に押される各スイッチ４１７，４１８，４１９，４２０が、各キー４１１，４１２，４１
３，４１４と上下に重なる位置に配意されている。なお、第１基板４０７は、半円状では
なく、第２基板４０８より小さい長方形状とされている。また、第１基板４０７および第
２基板４０８には、それぞれ配線を接続するためのコネクタ４４１、４４２が設けられて
いる。
【００７２】
　第２基板４０８と、上ケース４０５、十字キー４０２、決定キー４０３およびキャンセ
ルキー４０４との間には、インナーカバー４０９が配置されている。インナーカバー４０
９は、第２基板４０８と略同じ半円状に形成された面状部材である。インナーカバー４０
９は、シート状のラバーであり、かつ、ゴム状の合成樹脂製のものであり、可撓性を有す
るとともに、弾性を有するものである。また、インナーカバー４０９は、合成樹脂として
の絶縁性を有するものであり、導体ではない。また、第１基板４０７と、第２基板４０８
との間には、これらの間での漏れ電流を防止するために、間隔が設けられている。
【００７３】
　インナーカバー４０９は、例えば、必ずしも透き通った透明ではなくてもよいが、光を
透過する性質を有するものであり、例えば、ＬＥＤ等の光源の光を透過する。
【００７４】
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　インナーカバー４０９の十字キー４０２の各キー４１１，４１２，４１３，４１４と重
なるとともに、第２基板４０８の各貫通孔４３１と重なり、かつ、第１基板４０７の十字
キー４０２用の各スイッチ４１７，４１８，４１９，４２０と重なるそれぞれの位置には
、スイッチ４１７，４１８，４１９，４２０をそれぞれ押圧するための貫通部材４３４が
設けられている。図２１に示すように、インナーカバー４０９の下面側には、第２基板４
０８の各貫通孔４３１をそれぞれ貫通した状態に円柱状の貫通部材４３４が設けられてい
る。
【００７５】
　インナーカバー４０９の下面側の貫通部材４３４の位置を上面側から見ると、貫通部材
４３４の直径より広い範囲に渡り上側に少しだけ膨出した膨出部４３５が設けられている
とともに、これらの膨出部４３５より外側に対して、貫通部材４３４の部分を除いて膨出
部４３５の厚みが薄くなっており、この膨出部４３５の貫通部材４３４より外側となる部
分の弾性変形により、貫通部材４３４がその軸方向に上下動可能となっている。
【００７６】
　下ケース４０６は、上ケース４０５と嵌合して入力装置４０１のケースを構成するもの
で、略半円状の底板４３６を備え、この底板４３６の周囲を囲む周壁４３７を有する。下
ケース４０６の周壁４３７と、上ケース４０５の周壁４２８とが嵌合しているとともに、
上ケース４０５と、下ケース４０６がねじで接合されている。
【００７７】
　このような入力装置においては、第１基板４０７上に十字キー４０２用の４つのスイッ
チ４１７，４１８，４１９，４２０が搭載されており、第１基板４０７にこれらスイッチ
４１７，４１８，４１９，４２０用に配線が設けられて、これらスイッチ４１７，４１８
，４１９，４２０がコネクタ４４１に配線されている。同様に第２基板４０８に決定スイ
ッチ４１５と、キャンセルスイッチ４１６が搭載されるとともに、各キー４０２，４０３
，４０４を照らすＬＥＤ４３２が搭載され、これらがコネクタ４４２に配線されている。
したがって、第１基板４０７および第２基板４０８は、プリント配線基板や電子回路基板
等と呼ばれる電気配線（電子回路）を有する基板である。
【００７８】
　このような入力装置４０１においては、例えば、決定キー４０３またはキャンセルキー
４０４を遊技者が押すと、決定キー４０３またはキャンセルキー４０４が上ケース４０５
のキー孔４２１，４２２の円筒壁内で、下側に移動する。この際に、インナーカバー４０
９を介して、決定スイッチ４１５またはキャンセルスイッチ４１６が押されて、コネクタ
４４２を介して決定スイッチ４１５またはキャンセルスイッチ４１６に接続された回路が
オフからオンとなる。また、遊技者が決定キー４０３またはキャンセルキー４０４から指
を離すと、決定スイッチ４１５またはキャンセルスイッチ４１６が元の状態に復帰するこ
とにより、決定キー４０３またはキャンセルキー４０４が下から上に移動し、上述の回路
がオンからオフに戻ることになる。
【００７９】
　また、十字キー４０２のいずれかのキー４１１，４１２，４１３，４１４を遊技者が押
すと、押されたキー４１１．４１２．４１３．４１４がインナーカバー４０９の貫通部材
４３４を上下方向の下側に移動させ、貫通部材４３４が十字キー４０２のスイッチ４１７
，４１８，４１９，４２０のいずかを押して作動させることになる。貫通部材４３４と、
この貫通部材４３４を備える面状部材としてのインナーカバー４０９が、被押圧部材であ
る十字キー４０２の変位を第１基板４０７のスイッチ手段としてのスイッチ４１７，４１
８，４１９，４２０に第２基板４０８を貫通して伝達する伝達手段である。
【００８０】
　以上のように、入力装置４０１の基板を２つに分けているので、例えば、第１基板４０
７を遊技の当たりはずれを含む進行を制御する制御装置を構成するメイン基板（主制御装
置）に接続し、第２基板４０８を遊技の演出を制御するサブ基板（副制御装置）に接続す
るような場合に、大本の入力用の基板の段階で、メイン基板用とサブ基板用とに分けてい
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るので、メイン基板への接続の配線と、サブ基板への接続の配線とを基板の段階で２つに
分離することが可能となり、組立時やメンテナンス時等において、接続先の違いにより基
板毎に分離された配線により作業性の向上を図ることができる。また、第１基板４０７の
配線と第２基板４０８の配線の接続先とが同じ基板となる場合であっても、例えば、スイ
ッチの種類、例えば、十字キー用等の方向指示用のスイッチと、決定キーやキャンセルキ
ー等の意思等を指示するためのスイッチとで基板を分けたり、主に、照明用のＬＥＤを搭
載した基板と、主にスイッチを搭載した基板とで分けたりすることで、組み立て時の基板
の管理を容易にしたり、組み立てを容易にしたりすることが可能となる。
【００８１】
　しかし、このように基板を２つ以上に分けた場合に、入力装置等において、スペース効
率が悪化し、装置の大型化を招く虞があるが、上述のように２つの基板を重ねて配置する
ことで、スペース効率の悪化を防止し、基板が複数となっても小型化を図ることが可能と
なる、この際には、上述のように上側の第２基板４０８を貫通して第１基板４０７上のス
イッチ４１７，４１８，４１９，４２０等を操作可能となっている必要がある。
【００８２】
　また、遊技機では、不特定多数の人が１つの入力装置４０１に接触することになり、例
えば、静電気を帯電した状態の複数の人が順次入力装置４０１を操作する可能性が有る。
そのため、例えば、第１基板４０７および第２基板４０８に静電気に基づく高い電圧が印
加され、これら第１基板４０７や、第２基板４０８の回路や電子部品に問題が生じたり、
第１基板４０７や第２基板４０８の接続先の回路に問題が生じたりする可能性があるが、
第１基板４０７より、遊技者が操作する各キー４０２，４０３，４０４側（上側）に配置
される第２基板４０８のこれらキー４０２，４０３，４０４側に絶縁性のインナーカバー
４０９が配置されている。これにより、第１基板４０７およびその下側の第２基板４０８
が静電気の影響を受けるのを抑制することができる。
【００８３】
　特に、遊技者が接触する各キー４０３、４０４、４１１、４１２、４１３、が直接、第
１基板４０７および第２基板４０８の各スイッチ４１５，４１６，４１７，４１８，４１
９，を押すのではなく、インナーカバー４０９を介して押すので、静電気による影響を抑
制することができる。また、第１基板４０７は、直接インナーカバー４０９に覆われてい
るわけではないが、インナーカバー４０９の貫通部材を介して、第１基板４０７に搭載さ
れたスイッチ４１７，４１８，４１９，４２０が押されるので、第１基板４０７において
も静電気が抑止される。
【００８４】
　次に、上述の入力装置４０１とスイッチ４１５，４１６，４１７，４１８，４１９，の
構造が異なる他の実施の形態の入力装置４０１について説明する。なお、他の実施の形態
の入力装置４０１は、基本的にスイッチの構造が異なるとともに、インナーカバーが１枚
から２枚に増えたことが異なる。なお、以下の説明では、主に上記実施の形態と異なる構
成を説明し、同様の構成要素については、図２２および図２３に、図２０および図２１と
同様の符号を付してその説明を省略する。
【００８５】
　図２２および図２３に示すように、他の実施の形態では、スイッチとして、第１基板４
０７および第２基板４０８の上面に形成された２つの電極４４３（導体箔パターン）と、
２つのインナーカバー４０９ａ、４０９ｂに設けられた導電性樹脂部４４５，４４６を用
いるようになっている。なお、２つの電極４４３は、離れており、２つの電極４４３が同
時に１つの導電性樹脂部４４５，４４６に接触すると回路が閉、すなわち、オンとなり、
２つの電極４４３から１つの導電性樹脂部４４５，４４６から離れると回路が開、すなわ
ち、オフとなる。したがって、導電性樹脂部４４５，４４６と、第１基板４０７および第
２基板４０８の導体箔パターン（電極４４３）とからスイッチ手段が構成されている。
【００８６】
　第１基板４０７の上面を覆うように第２インナーカバー４０９ｂが第１基板４０７に重
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ねて配置され、第２基板４０８の上面を覆うように第１インナーカバー４０９ａが第２基
板４０８に重ねて配置されている。
【００８７】
　第１インナーカバー４０９ａは、上述のインナーカバー４０９と略同様の部材からなる
とともに、略同様の形状を有するものである。第１インナーカバー４０９ａは、第２基板
４０８の上面側で各キー４０３、４０４、４１１、４１２、４１３、の直ぐ下に配置され
ている。第１インナーカバー４０９ａの決定キー４０３と重なる部分と、キャンセルキー
４０４と重なる部分には、それぞれ上面側で凸となり、下面側で凹となる導電性樹脂部４
４５が設けられている。第１インナーカバー４０９ａは、第２基板４０８の上面に略当接
した状態に配置されるが、導電性樹脂部４４５では、第１インナーカバー４０９ａの下面
の凹部が第２基板４０８側に配置されるため、下面側が凹部の導電性樹脂部４４５と、第
２基板４０８の上面の２つの電極４４３とが離れた状態でオフとなっている。この状態で
決定キー４０３またはキャンセルキー４０４を押すと、これらキー４０３、４０４のいず
れかが導電性樹脂部４４５を第２基板４０８の上面に押し付け、２つの電極４４３の間を
導通させてオンとなる。
【００８８】
　また、第１インナーカバー４０９ａの十字キー４０２の各キー４１１，４１２，４１３
，４１４の位置に対応する部分には、上記実施の形態のインナーカバー４０９と同様に、
下面側に４つの貫通部材４３４が設けられ、上面側に４つの膨出部４３５が設けられてお
り、貫通部材４３４が第２基板４０８の４つの貫通孔４３１をそれぞれ貫通した状態に配
置されている。
【００８９】
　第２インナーカバー４０９ｂは、上述のインナーカバー４０９と同様のものであるが、
形状が半円状ではなく、第１基板４０７の形状に類似する略長方形となっている。第２イ
ンナーカバー４０９ｂには、前記十字キー４０２の各キー４１１，４１２，４１３，４１
４の位置に対応し、第２基板４０８の各貫通孔４３１の位置に対応し、第１インナーカバ
ー４０９ａの膨出部４３５および貫通部材４３４の位置に対応し、さらに第１基板４０７
の上面の一対ずつの電極４４３の位置に対応して上述の導電性樹脂部４４６が設けられて
いる。
【００９０】
　各キー４１１，４１２，４１３，４１４が押されて下に移動すると、第１インナーカバ
ー４０９ａの貫通部材４３４が貫通孔４３１内を下に移動して、第１基板４０７を覆い、
第１基板４０７と重なる第２インナーカバー４０９ｂの下面側で凹部の導電性樹脂部４４
６が下側に押されることで、下面側に凸となり、第１基板４０７の一対の電極４４３を短
絡させてスイッチをオンとする。
【００９１】
　このような他の実施の形態の入力装置４０１においても、上述の実施の形態と同様に、
基板を複数枚に分けるとともに、重ねて配置し、かつ、上側の基板を貫通する部材で下側
の基板上のスイッチを操作することにより、上述の実施の形態の入力装置４０１と同様の
作用効果を奏する。また、スイッチとして、機械式の小型スイッチを用いるのではなく、
基板に形成された導体箔からなる電極４４３と、対となる電極４４３を導通する導電性樹
脂部４４５，４４６とから構成することにより、コストの低減を図ることができる。
【００９２】
　また、第２インナーカバー４０９ｂが第１基板４０７の上面を覆い、第１インナーカバ
ー４０９ａが第２基板４０８の上面を覆うことにより、上述の実施の形態の場合よりも、
より静電気の影響を受け辛い構造となっている。特に、第１基板４０７と第２基板４０８
との間に第２インナーカバー４０９ｂがあることにより、より静電気の進入を防止し易い
構造となっている。
【００９３】
　なお、さらなる静電気防止のための構造を形成することが可能であり、第１基板４０７
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と、第２基板４０８の周縁部等の回路が形成されていない部分に、スルーホールを設け、
このスルーホールをアースする方法や、第１基板４０７や第２基板４０８で電子部品が搭
載されておらず配線パターンがない部分に導体箔の領域を設け、当該導体箔をアースに接
続する構造を用いてもよい、これらの構造により、さらに静電気の影響を抑制することが
できる。
【００９４】
　次に、本実施の形態の遊技機の可動演出装置５０１を説明する。図２４および図２５に
示すように、この可動演出装置５０１は、遊技機の前扉３の上扉３０の左右側部から遊技
者側に突出して設けられ、遊技者が触れられる状態に設けられている。
【００９５】
　可動演出装置５０１は、前扉３の上下の中央部から上側、すなわち、前扉３の上扉３０
の左右側部に設けられ、回転により開閉する扉状の移動体５０２を右上、右下、左上、左
下の４か所に備えている。なお、各移動体５０２は、図２５に示すように、発光する照明
手段５０３を備えており、右上および左上の照明手段５０３が上述のランプ３３ｂに対応
し、右下および左下の照明手段５０３が上述のランプ３３ｃに対応する。
【００９６】
　右側の上下に配置される移動体５０２と、左側の上下に配置される移動体５０２とでは
、構成が略同様であるが、左右の形状が逆になっており、互いに鏡像の関係になっている
。なお、右側の上下の移動体５０２は互いに同様の構成で同様の形状とされ、左側の上下
の移動体５０２は互いに同様の構成で同様の形状とされている。
【００９７】
　右側の移動体５０２は、右側縁部に上下方向に沿って配置される後述の回転軸５０５を
中心に左側縁部が円弧移動するように回転移動することで開閉する。同様に、左側の移動
体５０２は、左側縁部に上下方向に沿って配置される後述の回転軸５０５を中心に右側縁
部が円弧移動するように回転移動することで開閉する。この扉状の移動体５０２を備える
可動演出装置５０１は、発光する演出装置として、扉の内側となる面に光を照射する照明
手段５０３を備えている。
【００９８】
　以下に、可動演出装置５０１の右側の半分について説明し、左側の半分の説明を省略す
る。なお、可動演出装置５０１の右側半分と左側半分とでは、左右が逆になる以外は、同
様の構造を有するものとなっている。
　図２６に示すように、可動演出装置５０１の右側半分は、上下一対の移動体５０２と、
移動体５０２を回転駆動する上下一対のモータユニット５１０を有するとともに、リフレ
クタやフレキシブル基板やＬＥＤを搭載するプリント配線基板等からなる付属部材群５１
１を有する駆動支持板５１２と、移動体５０２を回転自在とする上下一対の回転軸５０５
を支持する軸支持板５２２と、閉じた扉状の移動体５０２より内側に配置されて例えば付
属部材群５１１中のＬＥＤの光が透過する内側レンズ板５１４と、移動体５０２（前側）
を除く可動演出装置５０１を覆うカバー５４１とを備える。
【００９９】
　移動体５０２は、閉じた状態で隠され、開いた状態で露出する上述の照明手段５０３を
備えており、照明手段５０３には、ＬＥＤが搭載されたＬＥＤ基板や、ＬＥＤの光を透過
させて光量や光の方向や色を調整するレンズ部材等を備える。なお、ＬＥＤ基板のＬＥＤ
は、ＬＥＤを点灯させるための駆動回路や、点灯と消灯を制御するための制御回路等に電
気的に接続されるとともに、ＬＥＤ基板が電子回路を構成しており、静電気が入力した場
合に、移動体５０２内にある電子回路や、この電子回路に接続された移動体５０２外の制
御回路等の電子回路が、静電気による影響を受ける虞がある。また、可動演出装置５０１
は、移動体５０２も含めて遊技者が触れられる位置にあり、遊技者から静電気が入力可能
な状態となっている。
【０１００】
　そこで、移動体を回転自在に支持する回転軸５０５を備えた導電性の軸支持板（導体）
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５２２に接触した状態で、アースされたアース部材５１５が樹脂製（絶縁性）の駆動支持
板５１２にビス止めされている。また、メッキされて表面が導電性となった樹脂製の装飾
部材５４３に、アースされたアース部材５４２がビス止めされている。なお、アース部材
５１５、５４２は、例えば、最終的に島設備の電気系統のアースに接続されるようになっ
ている。また、軸支持板５２２のアース部材５１５は、移動体５０２から静電気を逃がす
ようになっている。なお、静電電機は、後述のように移動体５０２のヒンジ部材５０６か
らねじりばね５３０を介して軸支持板５２２に至りアース部材５１５を通って外部に逃が
されることになるが、絶縁性の駆動支持板５１２に支持される付属部材群５１１の中には
、静電気の影響を受け易い部材もあるので、付属部材群５１１は、上述のような静電気を
逃がす放電経路からは距離をおいて配置され、静電気を逃がす際に付属部材群５１１に電
気が流れないようにしている。
【０１０１】
　また、図２７および図２８に示すように移動体５０２には、移動体５０２を扉状に開閉
自在とするヒンジ部材５０６を備えている。ヒンジ部材５０６は、図２９に示すように軸
支持板５２２に支持された回転軸５０５回りに移動体５０２を回転可能とするものである
。ヒンジ部材５０６は、各移動体５０２に備えられ上述のＬＥＤ基板や各種レンズ部材を
有する照明手段５０３や移動体５０２の照明手段５０３の反対側を覆うカバー等を回転自
在に支持するようになっている。
【０１０２】
　ヒンジ部材５０６の上部および下部には、回転軸５０５の上部または下部が貫通した状
態に配置される支持枠５０７を備え、各支持枠５０７内には、回転軸５０５に回転自在に
支持される軸受部材が設けられ、支持枠５０７に固定された軸受部材により回転軸５０５
を回転自在に受けていることから、移動体５０２は、回転軸５０５に回転移動自在に支持
された状態となっている。このヒンジ部材５０６は、例えば、金属板等の導体から構成さ
れている。
【０１０３】
　また、ヒンジ部材５０６の上部には、回転軸５０５に対して平行で、軸心の位置が偏心
したリンクピン５０８が設けられている。リンクピン５０８は、ヒンジ部材５０６に固定
され、かつ、モータユニット５１０にリンク部材５１６を介して接続されており、リンク
ピン５０８を回転軸５０５回りに所定角度範囲で回転往復移動させるようになっている。
これにより、移動体５０２は、回転往復移動し、図２５に示すように照明手段５０３が照
明可能に開放された開状態と、図２４に示すように照明手段５０３が隠れた閉状態とで開
閉するようになっている。
【０１０４】
　図２９Ａに示すように、モータユニット５１０には、アクチュエータとしてのモータ（
ステッピングモータ）５５１と、モータ５５１の回転軸に取り付けられたウォームギヤを
構成するウォーム５５２と、ウォーム５５２に噛み合うウォームホイル５５３と、ウォー
ムホイル５５３の回転を伝達するとともに伝達を解除可能なクラッチ５５４と、クラッチ
５５４を介してウォームホイル５５３の回転が伝達されるカム５５５とを備えている。
【０１０５】
　ウォームギヤは、モータ５５１の回転の軸方向を略直角に曲げてカム５５５に伝達する
ようになっている。また、クラッチ５５４は、離接自在で接触した状態で回転を伝達する
２つの部材からなり、これら部材が付勢部材としてのばねにより互いに押し付けられて回
転を伝達する。但し、移動体５０２の開閉において、所定の開位置より移動体５０２が開
方向に過剰に移動して回転角度が所定角度以上となると、２つの部材が離れて、モータ５
５１に対して移動体５０２Ｄの回転移動が自由になる。この際に移動体５０２は、後述の
ようにねじりばね５３０により閉方向に付勢されており、移動体５０２は、閉方向に戻る
。
【０１０６】
　カム５５５には、ウォームホイル５５３の回転軸に対して偏心した位置にリンク部材５
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１６の一端部が回転自在に軸支された状態となっている。リンク部材５１６の他端部が、
上述の移動体５０２の回転中心に対して偏心した位置に配置されたリンクピン５０８に回
転自在に軸支された状態となっている。これによって、モータ５５１の回転により、リン
ク部材５１６を介して移動体５０２を開閉駆動できるようになっている。
【０１０７】
　図２９に示すように、回転軸５０５は、遊技機側に固定される軸支持板５２２に支持さ
れるようになっている。軸支持板５２２には、上側の回転軸５０５と、下側の回転軸５０
５とが上下に並んで支持されるようになっている。軸支持板５２２には、各回転軸５０５
に対応して、上下一対ずつの円筒状の支持筒部５２４が設けられている。
【０１０８】
　回転軸５０５の支持筒部５２４に支持される部分には、図２６に示すように、ブッシュ
５２５が設けられている。すなわち、各回転軸５０５は、略円筒状の一対のブッシュ５２
５に貫通した状態となっている。これらブッシュ５２５は、基本的に軸支持板５２２の支
持筒部５２４と、当該支持筒部５２４に挿入された状態の回転軸５０５との間に配置され
て、これらの隙間を埋めて支持筒部５２４に回転軸５０５を支持するようになっている。
なお、ブッシュ５２５を軸受として作用するものとして、ブッシュ５２５に対して回転軸
５０５を回転自在としてもよい。また、ブッシュ５２５は、軸支持板５２２の支持筒部５
２４と回転軸５０５との間に配置されて緩衝作用を示すものであってもよい。例えば、遊
技者が移動体５０２を掴んで無理に動かした場合に、回転軸５０５や軸支持板５２２の変
形を抑制するようになっている。なお、このようなブッシュ５２５は、緩衝作用のための
柔軟性を有する樹脂製であり、回転軸５０５と、軸支持板５２２とが導体である金属製で
あっても、回転軸５０５と軸支持板５２２との間に配置されブッシュ５２５が絶縁性の樹
脂なので静電気が流れるのを抑制しており、例えば、金属製の回転軸５０５を介して移動
体５０２側から回転軸５０５を支持する固定側に静電気を逃がすことはできない。
【０１０９】
　回転軸５０５の中央部には、回転軸５０５が貫通した状態のねじりばね５３０が設けら
れている。ねじりばね５３０は、コイル部分と当該コイル部分の一端側と他端側からそれ
ぞれコイル部分の軸方向と交差する方向に延出する端部とを備えている。このねじりばね
５３０のコイル部分を回転軸５０５が貫通した状態となっている。このねじりばね５３０
は、例えば、一方の端部が軸支持板５２２に接触するとともに、他方の端部がヒンジ部材
５０６に接触し、これら軸支持板５２２と、ヒンジ部材５０６との間で、ねじりばね５３
０が圧縮された状態に配置されている。
【０１１０】
　また、ねじりばね５３０は、軸支持板５２２に対してヒンジ部材５０６を備える移動体
５０２を当該移動体５０２を閉側に回転するように付勢している。これにより、移動体５
０２は、ねじりばね５３０の付勢力により閉方向に付勢されており、モータユニット５１
０は、このねじりばね５３０の付勢力に抗して移動体５０２を閉状態から開状態に移動し
、かつ、この付勢力に支援された状態で移動体５０２を開状態から閉状態に移動する。ま
た、ねじりばね５３０の付勢力により閉状態の移動体５０２を閉状態に維持するようにな
っている。
【０１１１】
　移動体５０２は、開閉する場合の開となる開位置と、閉となる閉位置が決まっており、
この開位置と閉位置との間で回転往復移動するようになっている。例えば、内部に駆動支
持板５１２や軸支持板５２２等を備えて前側が開放した箱状に形成されているカバー５４
１には、移動体５０２の回転移動範囲を規制するストッパが設けられている。例えば、閉
じた移動体５０２が回転移動して開位置に達する際にストッパに接触してそれ以上開方向
に移動体５０２が回転しないように回転を阻止される。また、同様に開いた移動体５０２
が回転移動して閉位置に達する際にストッパに接触してそれ以上閉方向に回転しないよう
になっている。
【０１１２】
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　これにより、遊技者は、移動体５０２を当該移動体５０２の回転可能範囲を越えて回転
移動させることが抑制され、移動体５０２が回転可能範囲を越えて回転することにより破
損するのを抑制できる。また、カバー５４１の下端部には、装飾用にメッキされた装飾部
材５４３が取り付けられている。
【０１１３】
　このような可動演出装置５０１においては、遊技機の前扉３の左右側部の遊技者が触れ
る位置に移動体５０２や、メッキされた装飾部材５４３が取り付けられたカバー５４１等
があるので、これらに遊技者から静電気が入力する虞がある。この場合に、移動体５０２
を軸支持板５２２に対して付勢している付勢手段としてのねじりばね５３０が移動体５０
２と軸支持板５２２に常時接触した状態となっており、導電性のねじりばね５３０が移動
体５０２とアースされた軸支持板５２２とを常時電気的に接続した状態となっている。
【０１１４】
　これにより、移動体５０２に入力した静電気をアースされた導電性の軸支持板５２２に
逃がすことができる。すなわち、遊技者から移動体５０２に入力した静電気は、移動体５
０２のヒンジ部材５０６からねじりばね５３０を通って、アース接続されて位置が固定さ
れた導体としての軸支持板５２２に至り、さらにアース接続されたアース部材５１５を通
って外部に逃がされる。また、ねじりばね５３０等のばねは、その付勢力により、例えば
、２つの部材に常時接触させる構成とすることが容易であり、移動体５０２の移動により
軸支持板５２２との電気的接合が途絶えるようなことがない。これにより、移動体５０２
の回路や当該回路に接続されている回路が静電気により破損するのを確実に抑止できる。
すなわち、電気的接触が解除されて静電気の影響を受けてしまうような事態の発生を抑制
できる。
【０１１５】
　また、基本的にねじりばね５３０は、移動体５０２の往復動の戻りの移動を補助すると
ともに、閉状態を保持するために用いられるものであり、アースのために新たに部品を配
置する必要がなく、スペース効率の悪化を防止できる。また、ねじりばね５３０等のばね
は、基本的に動かないように配置される電線等に比較して、金属疲労を起こし難く、移動
する移動体５０２に接続される電線よりも高い耐久性を期待できる。
【０１１６】
　上述のように移動体５０２は、図示しない閉位置と開位置とに配置されたストッパに規
制された範囲で、原点位置となる閉位置から所定の開位置まで移動可能で、開位置から原
点としての閉位置まで移動可能であり、ステッピングモータ５５１の回転時のステップ数
を制御することにより開閉を制御可能である。さらに、図２９Ｂ、図２９Ｃおよび図２９
Ｄに示すように、本実施の形態では、移動体５０２が原点となる閉位置にある状態と、開
位置にある状態とを検知する２つのフォトセンサ５６１、５７１とを備えている。
【０１１７】
　移動体５０２が閉位置にあることを検知する閉検知用フォトセンサ５７１は、図２９Ｂ
および図２９Ｃに示すように、上下一対の移動体５０２を支持する側の駆動支持板５１２
に固定的に取り付けられ、移動体５０２の移動に対して固定された状態となっている。閉
検知用フォトセンサ５７１には、凹部５７２が設けられ、この凹部５７２には、フォトセ
ンサ５７１の発光素子から受光素子に向かう光が通った状態となっている。また、移動体
５０２には、照明手段５０３のカバー５６５に、上述の凹部５７２に挿入可能な遮断突起
５７３が設けられている。この遮断突起５７３は、移動体５０２が原点位置近傍から原点
位置（閉位置）にある場合に、フォトセンサ５７１の凹部５７２に挿入された状態となり
、上述の光線を遮断して、フォトセンサ５７１を遮光状態とし、原点位置から所定角度以
上回転すると、遮断突起５７３がフォトセンサ５７１の凹部５７２から外れて、フォトセ
ンサ５７１で発光素子から受光素子まで光を通す通光状態となる。
【０１１８】
　図２９Ｂおよび図２９Ｄに示すように、移動体５０２が開位置にあることを検知する開
検知用フォトセンサ５６１は、モータユニット５１０の固定されたモータ５５１側に配置



(25) JP 6771237 B2 2020.10.21

10

20

30

40

50

されて、移動体５０２の移動に対して位置が固定されている。開検知用フォトセンサ５６
１には、凹部５６２が設けられ、この凹部５６２には、フォトセンサ５６１の発光素子か
ら受光素子に向かう光が通った状態となっている。また、上述のカム５５５には、凹部５
６２の光を遮断する遮蔽板５６３が設けられている。カム５５５は、移動体５０２を開閉
駆動するために回転するようになっており、遮蔽板５６３は、カム５５５の回転に対応し
て、移動体５０２が所定の開位置の範囲内にある場合に遮蔽板５６３が開検知用フォトセ
ンサ５６１の凹部５６２に挿入された状態となり、フォトセンサ５６１の上述の光を遮断
するようになっている。
【０１１９】
　これら移動体５０２の開閉移動と、フォトセンサ５６１、５７１からの制御装置への信
号との関係は、図２９Ｅ（ａ）、（ｂ）および図２９Ｆに示すようになっている。すなわ
ち、移動体５０２の移動は、フォトセンサ５６１、５７１の検知に対応して、原点位置（
閉検知用フォトセンサ５７１は遮光状態）から閉検知用フォトセンサ５７１が光を通す通
光状態となる動作番号（１）の動作と、閉検知用フォトセンサ５７１が通光状態となって
から、通光状態の開検知用フォトセンサ５６１が遮光状態となる動作番号（２）の動作と
、開検知用フォトセンサ５６１が遮光状態となってから所定の開位置までさらに開側に移
動体５０２が移動する動作番号（３）の動作とがある。なお、移動体５０２を所定の開位
置よりさらに開側に移動するとクラッチ５５４が作動し（動作番号（４））、移動体５０
２は、ねじりばね５３０の付勢力により原点位置に戻るようになっている。なお、移動体
５０２の開閉移動範囲は、上述のようにストッパで規制されており、移動体５０２が原点
位置より閉側に移動しないようになっているとともに、上述のクラッチ５５４の作動位置
よりさらに開側に移動しないようになっている。
【０１２０】
　また、原点位置からの移動体５０２の回転角度（Ｄ１～Ｄ４）と。モータのステップ数
（Ｓ１～Ｓ４）は、動作番号（１）の動作でＤ１、Ｓ１となり、動作番号（２）の動作で
Ｄ１＋Ｄ２、Ｓ１＋Ｓ２となり、動作番号（３）の動作でＤ１＋Ｄ２＋Ｄ３、Ｓ１＋Ｓ２
＋Ｓ３となり、動作番号（４）のクラッチの作動開始となる角度およびステップ数は、Ｄ
１＋Ｄ２＋Ｄ４と、Ｓ１＋Ｓ２＋Ｓ４となる。
【０１２１】
　なお、回転角度Ｄ１、Ｄ３、Ｄ４は、例えば、数度から十数度等の角度であり、回転角
度Ｄ２は、例えば、回転角度Ｄ１と回転角度Ｄ３またなＤ４と合わせて９０度程度の角度
である。また、動作番号（１）から（３）の操作を閉から開への回転（正回転）の動作と
して説明したが、開から閉への回転（逆回転）の動作も行われる。なお、ＣＷが時計回り
または正回転であり、ＣＣＷが逆時計回りまたは逆回転である。
【０１２２】
　また、移動体５０２の開閉動作では、モータ５５１の回転速度の制御も行われるように
なっており、図２９Ｇ（ａ）、（ｂ）に示すように、閉から開への動作においては、開検
知用フォトセンサ５６１が開検知するまで増速傾向で制御し、開検知用フォトセンサ５６
１が開検知してから減速傾向で制御する。なお、図２９Ｇ（ａ）、（ｂ）において、速度
は、ステッピングモータ５５１の制御用にＰＰＳ（パルス数／秒）で示している。モータ
５５１の正回転時の回転速度Ｖ１～Ｖ４は、Ｖ１＜Ｖ２でＶ３＞Ｖ４である。なお、ここ
でさらにＶ１＝Ｖ４で。Ｖ２＝Ｖ３であってもよい。
【０１２３】
　また、図２９Ｇに示すように、逆回転時のモータ５５１の開から閉への動作の速度制御
では、閉検知用フォトセンサ５７１が閉検知するまで増速傾向で制御し、閉検知用フォト
センサ５７１が閉検知してから減速傾向で制御する。ここで、モータ５５１の逆回転時の
回転速度Ｖ１１～Ｖ１５は、Ｖ１１＜Ｖ１２＜Ｖ１３でＶ１４＞Ｖ１５である。なお、こ
こでさらにＶ１１＝Ｖ１５で。Ｖ１２＝Ｖ１４であってもよい。
【０１２４】
　このような可動演出装置５０１においては、移動体５０２が閉から開側に移動する際に
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、照明手段５０３が発光可能になるように制御されている。これにより、移動体５０２が
閉じた状態では、照明手段５０３のＬＥＤが消灯するように制御される。本実施の形態で
は、上扉３０の上部の向かって右側に、小型の表示窓３１が設けられ、この表示窓３１の
奥には、３個の回転リール２２ａが横一列に設けられている。これにより、向かって右側
の移動体５０２が閉じた状態でその照明手段５０３が点灯した場合に、照明手段５０３の
明かりが回転リール２２ａに当てられた状態となる虞がある。回転リール２２ａに、その
照明用の明かり以外の明かりが当たり、この明かりが点灯したり、消灯したり、点滅した
り、色が変わったりすると、回転リール２２ａの視認性に影響を与え、回転リール２２ａ
の外表面に描かれた図柄が視認しづらくなったり、誤認し易い状態となったりする虞があ
る。
【０１２５】
　したがって、移動体５０２が閉じた場合に、照明手段５０３が消灯することにより、回
転リール２２ａの視認性の問題の発生を防止できる。ただし、移動体５０２は、遊技者が
触れることが可能な位置にあり、遊技者が開となって照明手段５０３が点灯した状態の移
動体５０２を無理に閉じさせてしまう虞がある。この場合に、回転リール２２ａに照明手
段５０３の明かりが当たってしまうことになる。
【０１２６】
　そこで、可動演出装置５０１の移動体５０２または移動体５０２が支持される部分に上
述のような移動体５０２の開閉を検知するフォトセンサ５６１、５７１を使用することが
好ましい。この場合に、移動体５０２が閉じた状態、すなわち、閉検知用フォトセンサ５
７１により移動体５０２が閉じたことを検知している場合には、照明手段５０３を消灯さ
せるように照明手段５０３のＬＥＤの点灯と消灯を制御する制御回路（例えば、サブ基板
）を備えるものとしてもよい。この場合、回転リール２２ａが回転しているリール回転期
間だけ、移動体５０２が閉じた場合に照明手段５０３を消灯させるように照明手段５０３
のＬＥＤの点灯と消灯を制御することが好ましい。このようにすれば、リール回転期間以
外では、移動体５０２が閉じた状態でも、照明手段５０３のＬＥＤの点灯や点滅等の間接
照明による演出が可能である。リール回転期間には、全リール停止後の次遊技を行うため
の遊技メダル等の受付を一定時間行わないとする演出用待ち時間でるウェイト時間中も含
まれる。この場合には、遊技者が移動体５０２を無理に閉じさせた場合であっても、リー
ル回転期間中は、移動体５０２の照明手段５０３が消灯し、回転している回転リール２２
ａの視認性が悪化するのを防止できる。
【０１２７】
　なお、センサは、フォトセンサと遮蔽部材の組み合わせに限られるものでなく、移動体
５０２の移動や、モータユニット５１０の回転等を検知して移動体５０２の開閉を検知す
るものであってもよいし、移動体５０２の開閉による明るさの変化を検知して移動体５０
２の開閉を検知するものであってもよい。
【０１２８】
　また、本実施の形態では、遊技機の前面下部に、当該前面下部を略覆うようにして面状
部材が設けられている。
　すなわち、図１に示すように、遊技機の前面下部は下扉４０によって構成されており、
この下扉４０には、当該下扉の面積より若干小さい面積を有する面状部材としての液晶表
示パネル４５が設けられている。
　具体的には、液晶表示パネル４５は、下扉４０において従来の化粧パネル等の下パネル
が設けられていた部位、つまり下扉４０の操作部５０とメダル受け皿４３との間に設けら
れている。
【０１２９】
　この液晶表示パネル４５は、その表示画面に演出用の映像を映し出す演出用部材である
とともに、他の演出用部材による演出を行う際に押下される演出ボタンでもある。他の演
出用部材用の演出ボタンとは、例えば前記表示ユニット２００の表示画面に演出用の映像
を映し出す場合の演出ボタンや、前記ランプ３３ａ，３３ｂ，３３ｃ，３３ｄの点灯、点
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滅等による演出を行う場合の演出ボタンのことを言う。
　なお、以下の説明では液晶表示パネル４５のことをヒュージボタン４５と記述する場合
もある。
【０１３０】
　このような液晶表示パネル（面状部材）４５は可動となっている。
　すなわちまず、図３０～図３２に示すように、液晶表示パネル４５の裏側にはベース部
６００が設けられており、このベース部６００に、液晶表示パネル４５を駆動させるため
の駆動機構が以下のようにして設けられている。
　すなわちまず、図３０および図３１に示すように、ベース部６００の上端部には、ブラ
ケット６００ａ，６００ａが左右に離間して設けられており、このブラケット６００ａ，
６００ａに回動軸６００ｂが回転可能に支持されている。この回動軸６００ｂに保持部６
００ｃが設けられており、この保持部６００ｃによって液晶表示パネル４５が保持されて
いる。したがって、液晶表示パネル４５はその一辺部に設けられた回動軸６００ｂを軸と
して回動することによって、ベース部６００に接近離間するように可動となっている。
【０１３１】
　また、図３２および図３５（ａ）に示すように、ベース部６００の下部でかつ幅方向中
央部に支持部６０１が設けられ、この支持部６０１にカムシャフト６０２ａが軸回りに回
転自在に支持されている。このカムシャフト６０２ａの左右両端部には、カム６０２が取
り付けられ、このカム６０２はカムシャフト６０２ａとともに正逆方向に回転するように
なっている。なお、図３２において裏面から見て左側のカム６０２はベース部６００と液
晶表示パネル４５との間に位置しているため、隠れている。
【０１３２】
　また、カムシャフト６０２ａの右端部にはカム６０２より内側（図３２および図３５（
ａ）で左側）において、カムギヤ６０３が取り付けられている。また、ベース部６００に
は、モータ取付部６０４が設けられており、このモータ取付部６０４の一方の面にステッ
ピングモータ６０５が取り付けられている。このステッピングモータ６０５の駆動軸はモ
ータ取付部６０４を貫通して、その他方の面に突出しており、この突出した駆動軸にギヤ
６０６が取り付けられている。そして、このギヤ６０６がカムギヤ６０３に噛合している
。したがって、ステッピングモータ６０５の駆動軸が正逆方向に所定角度回転することに
よって、ギヤ６０６、カムギヤ６０３、カムシャフト６０２ａを介してカム６０２が正逆
方向に所定角度だけ回転するようになっている。
【０１３３】
　図３５（ａ）～（ｃ）に示すように、左側のカム６０２には薄板状の遮蔽板６０２ｃが
設けられている。この遮蔽板６０２ｃはカム６０２の周方向に所定長さを有する円弧板状
のものである。
　一方、左側のカム６０２の外周側には、検知センサ６０７が後述するロック受け部６１
６に対してカム６０６の径方向反対側に配置され、この検知センサ６０７は前記ベース部
６００の所定の位置に取り付けられている。なお、図３５（ａ）ではベース部６００は省
略してある。
【０１３４】
　検知センサ６０７はフォトセンサで構成されており、発光部６０７ａと受光部６０７ｂ
とを有している。このような検知センサ６０７は、カム６０２が回転することによって、
発光部６０７ａと受光部６０７ｂとの間に遮蔽板６０２ｃが進入して位置し、または発光
部６０７ａと受光部６０７ｂとの間に位置している遮蔽板６０２ｃが発光部６０７ａと受
光部６０７ｂとの間から周方向に外れるように、配置されている。
　そして、検知センサ６０７は、発光部６０７ａと受光部６０７ｂとの間に遮蔽板６０２
ｃが位置する場合、発光部６０７ａからの光が遮蔽板６０２ｃによって遮られることで、
遮蔽板６０２ｃが発光部６０７ａと受光部６０７ｂとの間に位置していることを検出する
ようになっている。そして、検出センサ６０７が遮蔽板６０２ｃの位置を検出した場合、
図３５（ｂ）に示すように、後述するロック部６１５の係合部６１５ａがロック受け部６
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１６の被係合部６１６ａに係合することでロック状態となっている。
【０１３５】
　また、液晶表示パネル（ヒュージボタン）４５は、液晶パネル支持部材６１０に取り付
けられている。この液晶パネル支持部材６１０は平断面視略コ字形に形成されており、そ
の左右両側のカバー部と、これらカバー部を繋ぐ連結板とを備え、この連結板の表面に液
晶表示パネル４５が取り付けられている。
　この液晶パネル支持部材６１０の連結板の左右両側の裏面の下部には、図３１、図３２
、図３３および図３５（ａ）等に示すように、それぞれレバー部材６１１が当該裏面と略
直角に設けられ、このレバー部材６１１の先端部にピン６１１ａがレバー部材６１１と略
直角に設けられている。このピン６１１ａは前記カム６０２に係合可能となっている。
　また、ベース部６００と液晶パネル支持部材６１０との間には付勢部材６１２が設けら
れている。この付勢部材６１２はコイルスプリング６１２で構成されている。なお、コイ
ルスプリング６１２は左右に離間して２つ設けられており、図３２に示すように、ベース
部６００に設けられた保持孔６１２ａ，６１２ａに挿入されている。なお、図３２では保
持孔６１２ａ，６１２ａを裏側から見ている。
【０１３６】
　そして、図３１に示す初期状態では、ピン６１１ａはカム６０２に係合しておらず、付
勢部材（コイルスプリング）６１２は伸張した状態となっている。
　一方、図３３に示すように、カム６０２が時計回りに回転して、そのカム面６０２ｂが
ピン６１１ａに係合し、さらにカム６０２が回転することによって、レバー部材６１１が
ベース部６００側に引き寄せられ、これによって、液晶表示パネル４５が回動軸６００ｂ
を軸として付勢部材６１２を弾性的に縮小させながら時計回りに回動するようになってい
る。
　したがって、この状態でカム６０２を反対方向（反時計回り）に回転させると、付勢部
材６１２の付勢力によって液晶パネル支持部材６１０を介して液晶表示パネル４５が押圧
され、これによって、液晶表示パネル４５は回動軸６００ｂを軸としてベース部６００か
ら離間する方向に回動する。
　よって、カム６０２が正逆方向に連続して回転することによって、液晶表示パネル４５
は回動軸６００ｂを軸としてベース部６００に対して接離方向に回動するようになってい
る。このように液晶表示パネル４５が回動軸６００ｂを軸として正逆方向に回転するので
、演出効果を高めることができる。
【０１３７】
　また、本実施の形態では、液晶表示パネル４５の回動を規制するロック機構を備えてい
る。
　すなわち、図３４Ａおよび図３５に示すように、カム６０２には、ロック部６１５がカ
ム６０２と一体的に設けられている。ロック部６１５はカム６０２の回転中心（カムシャ
フト６０２ａ）からカム６０２の外周側に向けて延び、その先端部に略円筒状の係合部６
１５ａが設けられている。
　一方、液晶パネル支持部材６１０の裏面にはロック受け部６１６が当該裏面から突出す
るようにして設けられ、このロック受け部６１６の先端部に被係合部６１６ａが設けられ
ている。被係合部６１６ａは円筒面状に形成されており、この被係合部６１６ａにロック
部６１５の係合部６１５ａが係合可能となっている。
【０１３８】
　カム６０２の回転中心、ロック部６１５の係合部６１５ａの中心、およびロック受け部
６１６の被係合部６１６ａの中心は、前記回動軸６００ｂを中心とした円弧上に位置して
おり、これによって、液晶表示パネル４５が遊技者によって押圧された際の負荷をこれら
に均等に分散させるようになっている。
　また、ロック受け部６１６の被係合部６１６ａの一方の端部側にはロック部６１５の係
合部６１５ａが被係合部６１６ａから図３４Ａにおいて上側に外れるのを防止するための
ロックサポート部６１６ｂが設けられている。
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　つまり、ロック部６１５の係合部６１５ａがロック受け部６１６の被係合部６１６ａか
ら、図３６に示すように、下側（時計方向）に回転して外れることによって、液晶表示パ
ネル４５の回動を規制するロックが解除されるが、逆に液晶表示パネル４５が押圧される
ことで、係合部６１５ａが被係合部６１６ａから上側に外れると、ロック部６１５を下側
（時計方向）に回転させてロックを解除しようとする際に、ロック部６１５がロック受け
部６１６に干渉して、ロックの解除ができなくなるので、このような事態を防止するため
に、ロックサポート部６１６ｂが設けられている。
　また、液晶パネル支持部材６１０の裏面には図３２および図３５等に示すように、振動
モータユニット６２０が取り付けられている。この振動モータユニット６２０は、軸に振
動子を取付け、回転により振動を発生させる振動モータを有しており、この振動モータに
よって液晶パネル支持部材６１０を振動させることで、液晶表示パネル（ヒュージボタン
）４５が振動するようになっている。
　そして、例えば、遊技の演出を行う場合に、遊技者にヒュージボタン４５を押下するよ
うに促す際等に、液晶表示パネル（ヒュージボタン）４５が振動するようになっている。
【０１３９】
　次に、液晶表示パネル４５を演出ボタンとして使用する方法について説明する。
　まず、初期状態では、図３４Ａに示すように、ロック部６１５の係合部６１５ａがロッ
ク受け部６１６の被係合部６１６ａに係合しており、この状態では、液晶表示パネル４５
はその回動軸６００ｂを軸とした押圧方向の回動が阻止されたロック状態となっている。
【０１４０】
　次に、液晶表示パネル４５を演出ボタンとして機能させる場合、図３６に示すように、
ステッピングモータ６０５、ギヤ６０６、カムギヤ６０３、カムシャフト６０２ａを介し
てカム６０２を正方向（時計回り）に所定角度だけ回転させる。すると、ロック部６１５
が回転してその係合部６１５ａがロック受け部６１６の被係合部６１６ａから外れ、液晶
表示パネル４５が押圧操作可能となる。つまり、液晶表示パネル４５のロックが解除され
る。
【０１４１】
　次に、遊技者が液晶表示パネル４５を押圧すると、図３７に示すように、液晶表示パネ
ル４５が回動軸６００ｂを軸として、前記付勢部材６１２の付勢力に抗して時計回りに回
転する。遊技者が液晶表示パネル４５から手を離すと、液晶表示パネル４５は付勢部材６
１２の付勢力によって反時計回りに回転して元の位置に戻る。
　この際、ロック部６１５の係合部６１５ａがロック受け部６１６の被係合部６１６ａか
ら外れているので、液晶表示パネル４５のロックは解除された状態となっており、この状
態では、液晶表示パネル４５を何回でも押圧することができる。
　しかし、カム６０２によってロック部６１５を反時計回りに回転させて、その係合部６
１５ａをロック受け部６１６の被係合部６１６ａに係合させることで、ロックを行えるの
で、このロック状態では液晶表示パネル４５を演出ボタンとして押圧することはできなく
なる。
　また、演出開始時等に遊技者に液晶表示パネル（ヒュージボタン）４５を押圧するよう
に促すために、図３７Ａ（ａ）に示すように、上扉３０に設けられて、遊技者の正面に位
置する表示ユニット２００の画面に例えば「ＰＨＳＵ」という文字を表示させて、遊技者
の注意を喚起したうえで、この文字を図３７Ａ（ｂ）に示すように下方に移動させるとと
もに、当該文字を表示ユニット２００の画面から液晶表示パネル４５の画面に下方に向け
て移動するようにスクロールし、図３７Ａ（ｃ）に示すように、当該画面の中央部に「Ｐ
ＨＳＵ」という文字を表示させる。
　このようにすることで、例えば液晶表示パネル（ヒュージボタン）４５を振動させても
遊技者がそれに気付かない場合等でも、目視によってヒュージボタン４５を押圧するタイ
ミングを知ることができ、確実にヒュージボタン４５を押圧できる。
【０１４２】
　また、液晶表示パネル４５を、回動軸６００ｂを軸としてベース部６００に対して接離
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方向に連続して回動するような演出を行う場合、図３１に示す初期状態から、カム６０２
をステッピングモータ６０５によってギヤ６０６、カムギヤ６０３、カムシャフト６０２
ａを介して時計方向に所定角度だけ回転させることによって、ロック部６１５の係合部６
１５ａがロック受け部６１６の被係合部６１６ａから外れてロックが解除され（図３６参
照）、図３３および図３８に示すように、レバー部材６１１をベース部６００側に引き寄
せることで、液晶表示パネル４５が回動軸６００ｂを軸として付勢部材６１２を弾性的に
縮小させながら時計回りに回転し、次に、カム６０２を反対方向（反時計回り）に所定角
度だけ回転させることによって、液晶表示パネル４５が付勢部材６１２によって押圧され
て、当該液晶表示パネル４５は回動軸６００ｂを軸としてベース部６００から離間する方
向に回転する。
　したがって、カム６０２が正逆方向を連続して回転させることによって、液晶表示パネ
ル４５は回動軸６００ｂを軸としてベース部６００に対して接離方向に回動するので、当
該液晶表示パネル４５による演出効果を高めることができる。
【０１４３】
　次に、ステッピングモータ６０５および検出センサ６０７による、カム６０２およびヒ
ュージボタン４５の動作について図３４Ｂおよび図３４Ｃを参照して説明する。
　図３４Ｂは動作を説明するための図、図３４Ｃは当該動作の工程を示す図である。
　図３４Ｂに示す動作番号「１」，「２」，「３」，「４」は、それぞれ図３４Ｃ中の工
程順を示す「１」，「２」，「３」，「４」に対応している。
【０１４４】
　まず、図３４Ｂに示す動作番号「１」は、原点位置からセンサ非検知位置までの動作で
ある。原点位置とは、図３４Ｃ（ａ）に示すように、ロック部６１５がロック受け部６１
６に係合することにより、ヒュージボタン４５が押圧方向の回動が阻止されたロック状態
となっている場合のカム６０２の周方向の原点位置である。この原点位置では、検出セン
サ６０７が遮蔽板６０２ｃの位置を検出している。
　この原点位置からステッピングモータ６０５を所定のステップ数Ｓ１だけ回転させるこ
とで、図３４Ｃ（ｂ）に示すように、カム６０２が原点位置からセンサ非検知位置まで所
定角度α１だけ回転する（動作番号「１」）。このとき、遮蔽板６０２ｃが検出センサ６
０７から外れ、当該検出センサ６０７によって検出されなくなり、遮蔽板６０２ｃはこれ
以降も検出されない。
【０１４５】
　次に、センサ非検知位置からステッピングモータ６０５を所定のステップ数Ｓ２だけ回
転させることで、図３４Ｃ（ｃ）に示すように、カム６０２がセンサ非検知位置からロッ
ク解除位置まで所定角度だけ回転する（動作番号「２」）ことによって、原点位置から所
定角度α２だけ回転する。
　ロック解除位置とは、図３４Ｃ（ｃ）に示すように、カム６０２とともにロック部６１
５が回転してロック受け部６１６から外れ、ヒュージボタン４５が押圧操作可能となるよ
うな位置である。なお、このロック解除位置では、遊技者がヒュージボタン４５を押圧操
作できる。
【０１４６】
　次に、ロック解除位置からステッピングモータ６０５を所定のステップ数Ｓ３だけ回転
させることで、図３４Ｃ（ｄ）に示すように、カム６０２がロック解除位置からヒュージ
ボタン動作開始位置まで所定角度だけ若干回転する（動作番号「３」）ことによって、原
点位置から所定角度α３だけ回転する。
　ヒュージボタン動作開始位置とは、図３４Ｃ（ｄ）に示すように、カム６０２のカム面
６０２ｂがレバー６１１のピン６１１ａに係合した場合の位置である。
【０１４７】
　次に、ヒュージボタン動作開始位置からステッピングモータ６０５を所定のステップ数
Ｓ４だけ回転させることで、図３４Ｃ（ｅ）に示すように、カム６０２がヒュージボタン
動作開始位置からヒュージボタン可動限界位置まで所定角度だけ回転する（動作番号「４
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」）ことによって、原点位置から所定角度α４だけ回転する。
　ヒュージボタン可動限界位置とは、図３４Ｃ（ｅ）に示すように、ヒュージボタン動作
開始位置からさらにカム６０２が回転することによって、カム面６０２ｂによってピン６
１１ａが左側に押されて、レバー部材６１１が左側に押され、ヒュージボタン４５が前記
回動軸６００ｂ（図３３参照）を軸として時計回りに最も回動した場合の位置である。
【０１４８】
　なお、図３４Ｂにおいて、原点位置からセンサ非検知位置までは、検出センサ６０７は
センサ遮光状態となって、検出センサ６０７が遮蔽板６０２ｃの位置を検出し、センサ非
検知位置からヒュージボタン可動限界位置までは、検出センサ６０７はセンサ通光状態と
なって遮蔽板６０２ｃの位置を検出しない。
　また、原点位置からヒュージボタン可動限界位置に向けてカム６０２が回転する場合は
カム６０２の回転方向は時計回りであり、ヒュージボタン可動限界位置から原点位置に向
けてカム６０２が回転する場合は、カム６０２の回転方向は反時計回りである。
　なお、図３４Ｂにおいて、「ＣＣＷ」はステッピングモータ６０５の出力軸が反時計回
りに、「ＣＷ」はステッピングモータ６０５の出力軸が時計回りに回転することを示して
いるが、カム６０２はギヤ６０６およびカムギヤ６０３によって、ステッピングモータ６
０５の出力軸と反対方向に回転されるとともに減速される。
【０１４９】
　また、ステッピングモータ６０５によるヒュージボタン４５の速度制御とステップ数に
ついて下記表のように設定するが、これは一つの制御例であり、これに限ることはない。
　また、以下の各表において、ステッピングモータ６０５の速度およびステップ数は、以
下のような大小関係となっている。
　速度：Ｖ１＜Ｖ２＜Ｖ３
　ステップ数：Ｓ５＜Ｓ６＜Ｓ７＜Ｓ８＜Ｓ９＜Ｓ１０
【０１５０】
（１）ヒュージボタン４５を原点位置からロック解除位置まで回転させる場合
【表１】

　ここで、Ｓ６＋Ｓ９＋Ｓ６＝Ｓ１＋Ｓ２　である。
【０１５１】
（２）ヒュージボタン４５をロック解除位置からヒュージボタン可動限界位置まで回転さ
させる場合
【表２】

　ここで、Ｓ６＋Ｓ８＋Ｓ６＝Ｓ３＋Ｓ４　である。
【０１５２】
（３）ヒュージボタン４５をヒュージボタン可動限界位置からロック解除位置まで回転さ
させる場合

【表３】

　ここで、Ｓ５＋Ｓ９＋Ｓ５＝Ｓ３＋Ｓ４　である。
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【０１５３】
（４）ヒュージボタン４５をロック解除位置からロック位置（原点位置）まで回転ささせ
る場合
【表４】

　ここで、Ｓ５＋Ｓ１０＋Ｓ６＋Ｓ５＝Ｓ１＋Ｓ２　である。
【０１５４】
　本実施の形態によれば、遊技機の前面下部に設けられている液晶表示パネル４５が可動
となっているので、この液晶表示パネル４５を、ステッピングモータ６０５、ギヤ６０６
、カムギヤ６０３、カムシャフト６０２ａ、カム６０２、付勢部材６１２等によって構成
された駆動機構によって動かしたり、遊技者が演出ボタンとして押圧して動かすことによ
って、演出効果を高めることができる。
　また、液晶表示パネル４５に演出用の映像を映し出すことによって、液晶表示パネル４
５自体で演出効果を得ることができるともに、この液晶表示パネル４５が上述したように
可動することで、演出効果をさらに高めることができる。
　さらに、液晶表示パネル４５が演出ボタンとしても機能するので、この液晶表示パネル
４５を遊技者が演出ボタンとして押下することによって、この液晶表示パネル４５による
演出の他、他の演出部材（例えば、表示ユニット２００やランプ３３ａ，３３ｂ，３３ｃ
，３３ｄ等）による演出も行えるので、演出効果をさらに高めることができる。
【０１５５】
　また、液晶表示パネル４５はその上辺部に設けられている回動軸６００ｂを軸として回
動するので、比較的大型の液晶表示パネル４５を容易に可動なものとすることができる。
つまり、大型の液晶表示パネル４５を出没させたり、上下左右に移動させたりするには、
比較的大きな力を必要とするが、回動軸６００ｂを軸として回動させることによって、比
較的小さな力で液晶表示パネル４５を動かすことができる。
　また、液晶表示パネルの回動を規制するロック部６１５およびロック受け部６１６を有
するロック機構を備えているので、液晶表示パネル４５を演出ボタンとして押下すること
を許可しない場合は、ロック機構によって液晶表示パネル４５の回動を規制することによ
って、液晶表示パネル４５の押下を阻止することができる。
【０１５６】
　なお、本実施の形態では、遊技機の前面下部に設ける面状部材として、液晶表示パネル
４５を使用した場合を例にとって説明したが、本発明はこれに限ることなく、面状部材は
従来使用していた化粧パネル等であってもよい。
　また、本実施の形態では、演出ボタンとして使用される液晶表示パネル４５を遊技機の
前面下部を略覆うようにして設けたが、これに限ることはない。例えば、下扉４５の一部
に演出ボタンとしての液晶表示パネルを設けてもよいし、その他の部分に演出ボタンとし
ての液晶表示パネルを設けてもよい。
　さらに、液晶表示パネル４５はその上辺部を軸として回動するように構成したが、下辺
部や左右の一方の辺部を軸として回動するように構成してもよい。また、液晶表示パネル
を一辺部を軸として回動するように構成するのではなく、出没可能に構成してもよい。
【０１５７】
　次に、本実施の形態の遊技機の発光装置について説明する。
　図２４および図２５に示す発光装置７０１（３３ａ）は、演出用のものであって、例え
ば、上扉３０（前扉３）の上部に略遊技者に向かって光を発射するように配置されたもの
で、例えば、モールス通信用に光の発射と一部遮断とを切り替えるシャッタを備えるサー
チライトを模したものであり、図２４に示す発光装置７０１が後述のシャッタ７２０を開
けて光を発射する状態であり、図２５に示す発光装置７０１がシャッタ７２０を閉じて光
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を遮断する状態である。
【０１５８】
　この発光装置は、図３９および図４０に示すように、前枠７１０と、シャッタ７２０と
、光源７４０と、後ベース７６０とを備えるものである。前枠７１０は、発光装置７０１
の前部を構成するものである。なお、発光装置７０１において、遊技機で遊技する遊技者
を向く面が前面であり、この遊技者が発光装置を見た場合の視線の方向が前後方向となる
。
【０１５９】
　前枠７１０は、発光装置７０１の最前部を構成する部材であり、円環状のリング７１１
と、光を透過する下リングレンズ７１２および上リングレンズ７１３と、発光素子として
のＬＥＤが搭載された下リング基板７１４および上リング基板７１５と、シャッタ７２０
の前側を覆う透明な前レンズ７１６とを備える。
【０１６０】
　前枠７１０は、発光装置７０１の最前部を装飾するための部材であり、一部がＬＥＤに
より発光可能となっている。リング７１１は、その内側が発光装置７０１の光源７４０の
光を通す円状の開口とされるとともに、前枠７１０の一部を装飾的に光らせるために円環
状の本体部分に複数の貫通孔が形成されている。下リングレンズ７１２および上リングレ
ンズ７１３は、透光性を有し、略半円の円弧状の部材であり、下リングレンズ７１２と上
リングレンズ７１３とを組み合わせると、リング７１１に近い略円環状の形状となる。下
リング基板７１４および上リング基板７１５は、ＬＥＤを搭載し、略半円の円弧状の部材
であり、下リング基板７１４と上リング基板７１５とを組み合わせると、リング７１１に
近い略円環状の形状となる。
【０１６１】
　下リングレンズ７１２および上リングレンズ７１３は、リング７１１と下リング基板７
１４および上リング基板７１５との間に配置され、下リング基板７１４および上リング基
板７１５に搭載されたＬＥＤの光をリング７１１に形成された貫通孔に導いて、リング７
１１に形成された複数の貫通孔部分を光らせるようになっている。なお、下リングレンズ
７１２および上リングレンズ７１３には、リング１１の各貫通孔内に挿入される部分があ
り、この部分がＬＥＤの光により光るように見えることになる。
【０１６２】
　前レンズ７１６は、下リングレンズ７１２および上リングレンズ７１３、下リング基板
７１４および上リング基板７１５に遮られることなく、開放した状態のリング７１１の内
側を閉塞する略円状の透明板を備える。この透明板により、遊技者がシャッタ７２０およ
び光源７４０に振れるのを防止するようになっている。
【０１６３】
　図４２から図４５に示すように、シャッタ７２０は、このシャッタ７２０の外周部を構
成し、直径より軸方向長さが短い略円筒状の外ベース７２１ａと、外ベース７２１ａの内
側に配置される内ベース７２１ｂと、内ベース７２１ｂに回転自在に支持される複数のフ
ィン７２２と、フィン７２２を回転により開状態と閉状態との間で移動させるためのスラ
イダ７２３と、スライダ７２３を前後動自在に保持するスライダ支持部材７２４と、駆動
軸７３３を前後方向に直交する左右方向に進退自在な一対のソレノイド７２７と、ソレノ
イド７２７の左右方向の動作を前後方向に変換してスライダ７２３に伝達するクランク７
２５と、クランク７２５を回転自在に保持するクランク支持部材７２６と、ソレノイド７
２７を支持するソレノイド支持部材７２８とを備える。外ベース７２１ａは、前枠７１０
と、後ベース７６０とともに、発光装置７０１のケースを構成するものである。略円筒状
の内ベース７２１ｂは、略円筒状の外ベース７２１ａの内側に配置され、外ベース７２１
ａと内ベース７２１ｂとで二重の筒となっている。
【０１６４】
　内ベース７２１ｂは、複数（本実施の形態では８つ）のフィン７２２の回転軸７３１の
両端部を回転自在に支持している。内ベース７２１ｂの後縁部には、左右に回転軸７３１
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を回転自在に支持する凹部が設けられ、凹部内の回転軸７３１は、光源７４０の前縁部に
より凹部から抜けないように抑えられている。また、内ベース７２１ｂに、スライダ支持
部材７２４、クランク支持部材７２６、ソレノイド支持部材７２８が支持されている。
【０１６５】
　８つのフィン７２２は、その位置によって羽７３０の形状と、回転軸７３１の長さが異
なっている。８つの羽７３０は、１つの円板を平行な７つの分割線で略等間隔に８つに分
断した形状に近似しており、８つのフィン７２２が閉じた状態では、図４４に示すように
、全ての羽７３０を合わせた形状が略円板状となる。また、回転軸７３１は、上２つおよ
び下２つと、これらを除く上下の間の中央部分の４つとで長さが異なり、上下の４つより
、中央部の４つの方が長くなっている。
【０１６６】
　また、図４４に示すように、回転軸７３１の向かって右側の端部には、回転軸７３１に
対して偏心している偏心軸７３２が設けられている。この偏心軸７３２をスライダ７２３
により前後に回転移動させることにより、回転軸７３１を回転させ、各羽７３０が略円板
状となるように上下方向を向いた閉状態（前後方向に略直交する閉状態）と、各羽７３０
が前後方向を向いて前からシャッタ７２０より後を視認可能な開状態とのいずれの状態と
なるように開閉することができる。
【０１６７】
　スライダ７２３は、上述の８つのフィン７２２の偏心軸７３２が挿入される長孔７３８
が上下に８つ並んで設けられている。長孔７３８は、前後より上下に長く形成され、偏心
軸７３２の上下方向の変位を許容しながら、偏心軸７３２を前後に移動させることで、回
転軸７３１を回転させて上述のようにフィン７２２を開閉させるようになっている。なお
、スライダ７２３の長孔７３８が設けられる部分では、８つの長孔が上下に互いに間隔を
あけて並んで配置されるが、フィン７２２の回転軸７３１の長さに対応して、上下２つず
つの回転軸７３１の右端部の偏心軸７３２が挿入される上下２つずつの４つの長孔７３８
が設けられた部分よりも、中央部の４つの回転軸７３１の右端部の偏心軸７３２が挿入さ
れる中央部の４つの長孔７３８が設けられた部分の方が羽７３０の中央より離れた状態と
なっている。また、スライダ７２３は、長孔７３８より後側に、上下方向に沿って上下に
突出する一対の連結軸７３９を有する。
【０１６８】
　図４３および図４５に示すように、クランク７２５は、上下方向に沿うとともに、上下
にそれぞれ突出する一対の回転支持軸７３７を備え、この回転支持軸７３７回りに回転自
在となっている。また、クランク７２５は、スライダ７２３の連結軸７３９に連結する連
結受部７３６を備える。連結受部７３６は、連結軸７３９の軸回りに回転自在に連結され
ている。
【０１６９】
　また、ソレノイド支持部材７２８に支持されたソレノイド７２７の駆動軸７３３の先端
部にソレノイド７２７の駆動方向（左右方向）に直交する上下方向に沿った連結軸７３４
を備えている。クランク７２５には、ソレノイド７２７の連結軸７３４に連結される一対
の連結受部７３５が設けられ、これら連結受部７３５が、連結軸７３４の軸回りに回転可
能にこの連結軸７３４に連結している。ソレノイド７２７の駆動軸７３３が左右方向に移
動すると、駆動軸７３３の連結軸７３４に連結している連結受部７３５が左右方向に回転
移動し、クランク７２５がその上下に沿った回転支持軸７３７回りに回転し、当該クラン
ク７２５の連結受部７３６が前後方向に略沿うように回転移動し、当該連結受部７３６に
連結されたスライダ７２３の連結軸７３９を前後方向に移動させる。これによりスライダ
７２３が前後に移動し、フィン７２２の偏心軸７３２を前後に回転移動させ、これにより
フィン７２２が回縁軸７３１回りに回転し、羽７３０を開閉する。
【０１７０】
　また、フィン７２２の羽７３０は、その後側にある後述のＬＥＤ基板７４５に搭載され
た縦横に並ぶＬＥＤ７４６の光の一部を遮光する半遮光手段となっている。この羽７３０
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は、透過率が必ずしも高くないが、光の透過性を有し、ＬＥＤ７４６の光の一部を透過す
るが、一部を遮断するようになっている。ここでは、羽７３０は、透明な樹脂を、例えば
、サングラスのレンズの一種のように着色して板状に形成したものであり、所謂スモーク
レンズとなっている。また、フィン７２２の羽７３０は、上述のように開閉するので、閉
じた状態では、ＬＥＤ７４６の光の一部を遮断し、開いた状態では、ＬＥＤ７４６が開放
され、羽７３０に光の一部を遮断されることなく、遊技者に向けて比較的強い光を照射可
能となる。
【０１７１】
　図４６に示すように、光源７４０は、後ベース７６０に支持されるとともに、発光素子
としてのＬＥＤ７４６が縦横に間隔をあけて並んで配置されたＬＥＤ基板（発光素子基板
）７４５と、後ベース７６０に支持されるとともに、ＬＥＤ基板７４５上の各ＬＥＤ７４
６が配置された領域を縦横に並ぶ各区画７４２に区切る区画板（区分手段）７４１と、各
区画７４２毎に配置される拡散レンズ７４４を有するレンズ群７４３とを備える。拡散レ
ンズ７４４は、区画板７４１に支持される。また、ＬＥＤ基板７４５の前面に区画板７４
１が配置され、当該区画板７４１の各区画７４２を構成する開口部内に拡散レンズ７４４
が配置されている。
【０１７２】
　ＬＥＤ基板７４５に搭載される各ＬＥＤ７４６は、比較的高輝度のＬＥＤ７４６である
が、遊技者が直接見ても問題が無い輝度に設定されている。ただし、複数の点灯している
ＬＥＤ７４６を同時に注視した場合に、遊技者によっては、眩しいと思う可能性がある。
ＬＥＤ基板７４５上で、複数のＬＥＤ７４６が縦横に略等間隔に並んで配置されている。
すなわち、ＬＥＤ７４６は、縦横にマトリックス状に配置されており、各ＬＥＤ７４６の
点灯と消灯により、ドットマトリクス表示が可能となっている。例えば、数字等のテキス
トやマークや、それ以外に簡単な画像の表示が可能となっている。
【０１７３】
　区画板７４１は、各区画７４２を仕切る上下方向（縦方向）に沿って延在するとともに
左右方向に等間隔に配置された複数の壁体と、左右方向（横方向）に延在するとともに上
下方向に等間隔に配置された複数の壁体とを有し、これら壁体が交差して井桁格子状に配
置されている。これにより区画板７４１は壁体に仕切られた区画７４２としての複数の開
口を備えている。各区画７４２は、ＬＥＤ基板７４５の各ＬＥＤ７４６の位置に対応して
設けられている。各ＬＥＤ７４６は、縦横に等間隔で配置されているのに対して、各区画
７４２は、当該区画の上下左右の略中央にＬＥＤ７４６が配置されるように形成されてい
る。これにより、各ＬＥＤ７４６は、区画７４２を形成する上述の格子状の区画壁に囲ま
れた状態となっている。なお、区画壁は、ＬＥＤ７４６より前に延出して設けられており
、各ＬＥＤ７４６から上下左右に拡散する光は、区画７４２を構成する区画壁の内面に当
たり、左右上下方向への出射が阻害される。これにより、点灯しているＬＥＤ７４６の光
が、前後方向に加えて上下左右に出射されて、点灯しているＬＥＤ７４６の近傍の消灯し
ている他のＬＥＤ７４６に当たって消灯しているＬＥＤ７４６から反射光が生じ、消灯し
ているＬＥＤ７４６が光っているように見えるのを防止できる。
【０１７４】
　すなわち、区画板７４１の厚み内（区画壁の高さ内）では、点灯している各ＬＥＤ７４
６の光が区画７４２の外に漏れるのを防止し、各ドットが光っているか消えているかを明
確にするようになっている。
【０１７５】
　また、区画板７４１の四角状の各区画７４２内には、各区画を略埋めてしまう大きさの
拡散レンズ７４４が配置されており、各区画７４２内でＬＥＤ７４６の光を区画７４２内
に拡散させ、区画７４２内のＬＥＤ７４６が点状に光るのではなく、各区画７４２全体が
面状に光るように見せている。これによりドットマトリクス表示を見易いものとしている
。
【０１７６】
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　このような発光装置７０１においては、シャッタ７２０を開放した状態では、半遮光手
段としての羽７３０を介さずに各拡散レンズ７４４を透過した光が略遊技者に向かって照
射されることになる。この場合に、拡散レンズ７４４により、ＬＥＤ７４６の光が多少減
衰するが比較的強い光が遊技者を照らすことになり、遊技者にサーチライトの光のように
強い光が当てられたと思わせ、インパクトのある演出を行うことができる。
【０１７７】
　また、ＬＥＤ７４６が縦横にマトリックス状に配置されていることから、これらＬＥＤ
７４６を用いてドットマトリクス表示等のディスプレイとしての表示を行った場合に、比
較的高輝度のＬＥＤ７４６を注視することになり、眩しくて表示を読み取れなかったり、
外部からの光に対するＬＥＤ７４６の反射光により消灯しているＬＥＤ７４６と、点灯し
ているＬＥＤ７４６の判別が難しくなったりすることで、ディスプレイとしての表示が見
づらくなる。
【０１７８】
　それに対して、発光装置７０１をディスプレイとして使用する場合には、シャッタ７２
０を閉じた状態とし、各ＬＥＤ７４６の光を上述のスモークレンズ状の羽７３０を介して
遊技者が見るようにすることで、点灯している高輝度ＬＥＤ７４６を直接見る場合の眩し
さを和らげ、表示を見易いものとすることができる。すなわち、サーチライトを模した発
光装置７０１のＬＥＤ７４６として、高輝度ＬＥＤ７４６を用いることにより、全体的に
ディスプレイとして明るすぎる状態からスモークレンズ状の羽７３０を閉状態とすること
によりディスプレイとして適切な輝度にして、ディスプレイ表示を見易くすることができ
る。
【０１７９】
　また、上述のように区画板７４１により、各ＬＥＤ７４６を区画７４２に分けて、各区
画７４２毎に光るようにするとともに、各区画７４２に拡散レンズ７４４を配置して、各
区画７４２の全体が光るようにすることで、ドットマトリクス表示を見易くすることがで
きる。
【０１８０】
　また、本実施の形態では、下扉４０の側面に露出する証紙カバー８００を備えている。
　すなわち、図１および図２に示すように、下扉４０の向って右側の側面には証紙カバー
８００が設けられている。
【０１８１】
　この証紙カバー８００は、図４７に示すように、証紙カバー本体８０１と、係止部８０
２と、操作部８０３とを備えている。
　証紙カバー本体８０１は、ベース板８０４と、このベース板８０４の表面側を覆うよう
にして取り付けられた透明なカバー８０５とによって構成されており、ベース板８０４の
表面に図示しない証紙が設けられ、当該証紙はカバー８０５によって覆われている。
　また、ベース板８０４の裏面側に、２本の係止部８０２，８０２が上下に離間してベー
ス板８０４と一体的に設けられている。
　係止部８０２はベース板８０４の裏面から湾曲して延出するように設けられた板状部材
で形成されており、その先端部に係止爪８０２ａが形成されている。この係止爪８０２ａ
は後述する被係止部８１１に係止するものである。
　操作部８０３は係止部８０２の先端部に、係止爪８０２ａとはほぼ逆方向に延出するよ
うにして設けられた板状部材で形成されており、その表面には作業者の指等を引っ掛け易
くする突条８０３ａ，８０３ａが形成されている。
　また、カバー８０５の上端面には係止孔８０５ａ，８０５ａが左右に離間して設けられ
ており、ベース板８０４の一方の側端面には４つの係止爪８０５ｂが上下に離間して設け
られている。
【０１８２】
　また、図４８に示すように、下扉４０の内部には証紙カバー８００が取り付けられる被
取付部８１０が設けられている。この被取付部８１０は、下扉４０の内部に設けられた内
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壁８１０によって構成されている。この内壁８１０は、下扉４０の右側の側面に設けられ
た開口部４０ａの左右縁部から下扉４０の内側に延びる左右の壁部８１０ａ，８１０ｂと
、壁部８１０ａ，８１０ｂの奥側の端部を繋ぐ壁部８１０ｃと、前側の端部を繋ぐ壁部８
１０ｄとで平面視略ロ字形に形成されている。
　壁部８１０ｃには、被係止部８１１が形成されており、この被係止部８１１に証紙カバ
ー８００の係止部８０２の係止爪８０２ａが係止している。被係止部８１１の先端部には
、証紙カバー本体８０１と直交する方向に対して傾斜する傾斜面が形成されており、この
傾斜面に係止爪８０２ａに形成された傾斜面が係止することによって、証紙カバー８００
の取り外し方向（証紙カバー本体８０１と直交する方向で外側向きの方向）への移動が規
制されている。
【０１８３】
　また、被取付部８１０の壁部８１０ｂには、図４８および図４９に示すように、内部開
口部８１０ｅが設けられており、この内部開口部８１０ｅは内部カバー８１５によって閉
塞されている。
　内部開口部８１０ｅは矩形状に形成され、上下に離間して２つ設けられている。
　内部カバー８１５は、図５０に示すように、略矩形板状の内部カバー本体８１５ａと、
この内部カバー本体８１５ａの裏面側から突出する取外し阻止部８１５ｂ，８１５ｂと、
内部カバー本体８１５ａの表面側に設けられた把持部８１５ｃと、この把持部８１５ｃを
挟む位置でかつ内部カバー本体８１５ａの表面側に設けられたストッパ８１５ｄ，８１５
ｄとから構成されている。
【０１８４】
　取外し阻止部８１５ｂは、前記内部開口部８１０ｅに挿通されて、証紙カバー８００が
下扉４０から外側に外れるのを阻止するものであり、取外し阻止部８１５ｂには、証紙カ
バー８００の操作部８０３に係合する係合部８１５ｆが設けられている。係合部８１５ｆ
は、図４８に示すように、操作部８０３の裏面に係合することによって、操作部８０３が
証紙カバー８００の取り外し方向に移動するのを阻止するようになっている。
　このように取外し阻止部８１５ｂの係合部８１５ｆが、証紙カバー８００の操作部８０
３に係合することによって、操作部８０３が係合部８１５ｆおよび前記被係止部８１１に
よって取外し方向への移動が阻止されることによって、証紙カバー８００が下扉４０から
外側に外れるのを阻止されるようになっている。
【０１８５】
　前記把持部８１５ｃは、内部カバー８１５を内部開口部８１０ｅに取り付け、取外しす
る際に作業者によって把持される部分であり、図５０に示すように、略Ｕ字形に形成され
、一方の片が内部カバー本体８１５ａから立ち上がり、折り曲げられたうえで、他方の片
が内部カバー本体８１５ａ側に向けて延びている。この他方の片の端部に爪８１５ｅ，８
１５ｅが形成されている。
　一方、下扉４０の内部にある壁部８１６には、図４９に示すように、立壁８１６ａ，８
１６ｂが平行離間して設けられており、立壁８１６ｂには係止孔８１６ｃ，８１６ｃが形
成されている。なお、壁部８１６は前記壁部８１０ｂと一体的に形成されたもので、下扉
４０のベース板を構成している。
【０１８６】
　そして、把持部８１５ｃは、その他方の片の先端部を立壁８１６ａ，８１６ｂの間に挿
入するとともに、当該他方の片に形成された爪８１５ｅ，８１５ｅを係止孔８１６ｃ，８
１６ｃに挿入して係止することによって、壁部８１６に固定されている。
【０１８７】
　前記ストッパ８１５ｄは、内部カバー本体８１５ａによって内部開口部８１０ｅが閉塞
された際に、内部カバー８１５の緩みを止めるものであり、把持部８１５ｃを挟んで２つ
設けられている。また、ストッパ８１５ｄは内部カバー本体８１５ａから突出しており、
このストッパ８１５ｄは壁部８１６に当接する当接部８１５ｇを有している。
　そして、内部カバー８１５が内部開口部８１０ｅに取り付けられた際に、当接部８１５
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ｇが壁部８１６に当接することによって、内部カバー８１５が壁部８１６の表面に交差す
る方向へガタついて緩むのを防止している。
【０１８８】
　また、図５１に示すように、下扉４０の側面には、開口部４０ａが設けられおり、この
開口部４０ａに前記被取付部８１０の壁部８１０ｄが面している。この壁部８１０ｄには
、立壁８１０ｆが開口部４０ａの開口縁に沿って矩形枠状に設けられている。立壁８１０
ｆは証紙カバー本体８０１が開口部４０ａに挿入されて壁部８１０ｄに設けられた際に、
証紙カバー本体８０１の裏面に当接するようになっている。
　また、壁部８１０ｄの縦方向に沿う一方の縁部には、４つの係止孔８１０ｇが上下に所
定間隔で設けられており、この係止孔８１０ｇにはベース板８０４の係止爪８０５ｂが係
止するようになっている。また、壁部８１０ｄの上縁部には、図示しない２つの係止爪が
左右に離間して設けられており、当該係止爪には証紙カバー８００の係止孔８０５ａが係
止するようになっている。
　さらに、壁部８１０ｄには、２つの挿通孔８１０ｈが上下に離間して設けられており、
当該挿通孔８１０ｈには証紙カバー８００の係止部８０２が挿通されるようになっている
。
【０１８９】
　次に、証紙カバー８００を下扉４０の側面に取り付ける方法について説明する。
　まず、図５２（ａ）に示すように、下扉４０によって筐体の開口下部を開き、かつ、内
部カバー８１５を内部開口部８１０ｅから取り外した状態で、証紙カバー本体８０１の裏
面側が下扉４０の側面に設けられた開口部４０ａに向かうようにして、証紙カバー８００
を取付けていく。
　また、証紙カバー８００の係止部８０２および操作部８０３を壁部８１０ｄに設けられ
た挿通孔８１０ｈ（図５１参照）に挿通していく。
【０１９０】
　次に、図５２（ｂ）に示すように、証紙カバー本体８０１を開口部４０ａに装着すると
ともに、証紙カバー本体８０１の係止爪８０５ｂを開口部４０ａに設けられた係止孔８１
０ｇに係止するとともに証紙カバー８００の係止爪８０２ａを、壁部８１０ｃに形成され
ている被係止部８１１に係止することによって、証紙カバー本体８０１を開口部４０ａに
固定する。
【０１９１】
　次に、図５１（ｃ）に示すように、内部カバー８１５を内部開口部８１０ｅに取り付け
る。この場合、内部カバー８１５の把持部８１５ｃ（図５０参照）を把持して、取外し阻
止部８１５ｂを内部開口部８１０ｅに挿通し、この取外し阻止部８１５ｂの係合部８１５
ｆを証紙カバー８００の操作部８０３に裏面に係合する。
　これによって、操作部８０３は、係合部８１５ｆおよび被係止部８１１によって取外し
方向への移動が阻止されるので、証紙カバー８００が下扉４０から外側に外れるのを阻止
される。
【０１９２】
　また、内部カバー８１５を内部開口部８１０ｅに取り付ける場合、把持部８１５ｃの他
方の片の先端部を立壁８１６ａ，８１６ｂ（図４９参照）の間に挿入するとともに、当該
他方の片に形成された爪８１５ｅ，８１５ｅを立壁８１６ｂの係止孔８１６ｃ，８１６ｃ
に挿入して係止することによって、内部カバー８１５を壁部８１６に固定する。
　さらに、内部カバー８１５が内部開口部８１０ｅに取り付けられると、ストッパ８１５
ｄの当接部８１５ｇが壁部８１６に当接することによって、内部カバー８１５が壁部８１
６の表面に交差する方向へガタついて緩むのを防止される。
　最後に下扉４０によって筐体１の開口下部を閉じることで、証紙カバー８００の取付け
を終了する。
【０１９３】
　一方、証紙カバー８００を取り外す場合、下扉４０によって筐体１の開口下部を開いた
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うえで、内部カバー８１５の把持部８１５ｃを摘んで爪８１５ｅ，８１５ｅを係止孔８１
６ｃ，８１６ｃから外したうえで、内部開口部８１０ｅから抜き出す。
　これによって、内部開口部８１０ｅが開口するので、当該内部開口部８１０ｅに作業者
の指や工具等を挿入して、当該指や工具等によって証紙カバー８００の操作部８０３を下
扉４０の開口部４０ａ側に向けて押圧すると、証紙カバー８００の係止爪８０２ａが壁部
８１０ｃの被係止部８１１から外れる。係止爪８０２ａが被係止部８１１から外れると、
証紙カバー本体８０１が開口部４０ａから突出するので、この証紙カバー本体８０１を把
持して開口部４０ａから取り出すことによって、証紙カバー８００を下扉４０の側面から
取り外す。
【０１９４】
　以上の本実施の形態によれば、証紙カバー本体８０１と開口部４０ａとの間の隙間から
不正器具を挿入されても、証紙カバー８００の係止部８０２の係止爪８０２ａが被取付部
８１０の被係止部８１１に係止され、被取付部８１０の内部開口部８１０ｅが内部カバー
８１５の内部カバー本体８１５ａによって閉塞され、証紙カバー８００の操作部８０３に
、内部カバー８１５の取外し阻止部８１５ｂが、証紙カバー８００が下扉４０から外側に
外れるのを阻止するように係合されているので、証紙カバー８００が取り外されることが
ない。
　また、筐体の内側、つまり下扉４０の裏側から内部カバー８１５を取り外し、証紙カバ
ー８００の操作部８０３を作業者の指等で操作して、係止部８０２の係止爪８０２ａを被
係止部８１１から外すことによって、証紙カバー８００を被取付部８１０から容易に取り
外すことができる。
【０１９５】
　また、被取付部８１０の証紙カバー本体８０１が取り付けられる面に、証紙カバー本体
８０１に裏面に当接する立壁８１０ｆが設けられ、証紙カバー８００が被取付部８１０に
取り付けられている状態において、立壁８１０ｆが証紙カバー本体８０１の裏面に当接し
ているので、証紙カバー本体８０１と被取付部８１０との間の隙間から不正器具を挿入し
ても、当該不正器具は立壁８１０ｆと証紙カバー本体８０１との間から挿入し難くなり、
より確実に不正器具の遊技機内部への挿入を防止できる。
【０１９６】
　また、内部カバー本体８１５ａに、当該内部カバー本体８１５ａによって内部開口部８
１０ｅが閉塞された際に、内部カバー８１５の緩みを止めるストッパ８１５ｄが設けられ
ているので、内部カバー８１５が緩んでガタツクことがない。したがって、内部カバー８
１５の取外し阻止部８１５ｂが確実に証紙カバー８００の操作部８０３に係合されるので
、証紙カバー８００が下扉から外側に外れるのを確実に阻止できる。
【０１９７】
　なお、本実施の形態では、証紙カバー８００を下扉４０の側面に取り付ける場合を例に
とって説明したが、本発明にこれに限ることなく、例えば、証紙カバー８００を下扉４０
の前面に取り付ける場合や、筐体１の側面に取り付ける場合にも適用できる。
【０１９８】
　また、本実施の形態では、図１、図２および図５３に示すように、正面側に開口する正
面開口部を有する箱形の筐体１と、この筐体１に設けられたヒンジ１００を中心に回動す
ることにより、この筐体１の前記正面開口部を開閉自在に塞ぐ前扉３とを備えている。ヒ
ンジ１００は上述したように、蝶番受２６とこの蝶番受２６に連結された蝶番２７とを備
えている。ヒンジ１００は上下に４個配置されており、上側２個のヒンジ１００の蝶番受
２６は前記交換ユニット２の補強板２５に固定され、下側２個のヒンジ１００の蝶番受２
６は後述する左補強フレーム３０４に固定されている。
　また、上側２個のヒンジ１００の蝶番２７に上扉３０の側端部が取り付けられ、下側２
個のヒンジ１００の蝶番２７に下扉４０の側端部が取り付けられている。
　なお、図５３では、上扉３０および下扉４０の全体を示すのではなく、上扉３０の外周
枠を構成する上扉側枠体９１１と、下扉４０の外周枠を構成する下扉側枠体９２１を示し
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している。
　上扉側枠体９１１の図５３中左側の２つの角部および下扉側枠体９２１の左側の２つの
角部には、それぞれヒンジ１００の蝶番２７が取り付けられる取付部９０５が設けられて
いる。
【０１９９】
　また、図５３および図５４に示すように、筐体１の正面開口部の外周縁部に補強枠（筐
体側枠体）３０１が設けられている。補強枠３０１は、上述したように、上下の補強フレ
ーム３０２，３０３と、左右の補強フレーム３０４，３０５を矩形枠状に組み立てること
によって形成されている。また、補強枠３０１の４つの角部には、それぞれＬ形の角フレ
ーム３０６が設けられており、この角フレーム３０６によって補強枠３０１の角部からの
不正侵入を防止している。
　また、左補強フレーム３０４の上下方向中央部には、矩形状に切欠部３０４ｆが形成さ
されており、この切欠部３０４ｆには、上扉３０および下扉４０によって筐体１の正面開
口部を塞いだ際に、後述する上扉側枠体９１１の下フレーム９１３の端部および下扉側枠
体９２１の下フレーム９２３の端部が入り込むようになっている。
【０２００】
　左補強フレーム３０４は、図５５に示すように、前扉側を向く部位が断面略コ字形に形
成されたコ字形フレーム９００を有しており、このコ字形フレーム９００の外側の片の先
端部には正面開口部の内側に突出する第１突出片９０１が設けられている。この第１突出
片９０１は左補強フレーム３０４の長さ方向に沿って延在して設けられている。
　また、図５４に示すように、右側の補強フレーム３０５および上下の補強フレーム３０
２，３０３はそれぞれ、左補強フレーム３０４と同様に、前扉側を向く部位が断面略コ字
形に形成されたコ字形フレーム９００を有しており、このコ字形フレーム９００の外側の
片の先端部には正面開口部の内側に突出する第１突出片９０１が、各フレーム３０５，３
０２，３０３の長さ方向に延在して設けられている。
　筐体側枠体３０１の角部には角フレーム３０６が設けられているので、コ字形フレーム
９００は筐体側枠体３０１の周方向に沿って連続して設けられている。
【０２０１】
　また、図５３に示すように、前扉３の外周縁部には、マグネシウムで形成された扉側枠
体９１０が設けられている。この扉側枠体９１０は前扉３の上半分を構成する上扉３０の
外周縁部に設けられた上扉側枠体９１１と、前扉３の下半分を構成する下扉４０の外周縁
部に設けられた下扉側枠体９２１とから構成されている。
　上扉側枠体９１１は、上下のフレーム９１２，９１３と左右のフレーム９１４，９１５
とによって矩形枠状に形成されている。このような上扉側枠体９１１のヒンジ１００側の
側端部に、筐体１の正面開口部の外側に突出する第２突出片９１６が設けられている。
　すなわち、左フレーム９１４は、図５６に示すように、断面略コ字形に形成されており
、この断面略コ字形の左フレーム９１４は、図５６（ｂ）に示すように、上扉３０が閉じ
られた状態において、筐体１の内部側に向けて開口している。左フレーム９１４の外側の
片には、前記第２突出片９１６が筐体１の正面開口部の外側に突出して設けられている。
この第２突出片９１６は左フレーム９１４の長さ方向（図５６では紙面に直交する方向）
に沿って設けられている。
　そして、図５６（ｂ）に示すように、前扉３０によって筐体１の正面開口部を塞いだ際
に、前扉３０のヒンジ側の側端部、すなわち左フレーム９１４が前記正面開口部のヒンジ
側の側端縁部、すなわち左補強フレーム３０４のコ字形フレーム９００の内側に配置され
るようになっている。
　また、図５６（ａ）に示すように上扉３０が開いた状態（ａ）からヒンジ１００を中心
に回動して、図５６（ｂ）に示すように筐体１の正面開口部を塞いだ状態（ｂ）において
、第１突出片９０１の内側に第２突出片９１６が重なっている。
【０２０２】
　また、下扉側枠体９２１は、上扉側枠体９１１と同様に図５３に示すように、上下のフ
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レーム９２２，９２３と左右のフレーム９２４，９２５とによって矩形枠状に形成されて
いる。このような下扉側枠体９２１のヒンジ１００側の側端部、つまり、左フレーム９２
４に、図５６に示すように、筐体１の正面開口部の外側に突出する第２突出片９１６が設
けられている。
　そして、図５６（ａ），（ｂ）に示すように、下扉４０がヒンジ１００を中心に回動し
て、筐体１の正面開口部を塞いだ状態において、第１突出片９０１の内側に第２突出片９
１６が重なっている。
【０２０３】
　また、上扉側枠体９１１の下辺部を構成する下フレーム（下辺枠材）９１３は、図５７
に示すように、上片９１３ａと下片９１３ｂとこれらを繋ぐ中間片９１３ｃとを有してお
り、上片９１３ａおよび下片９１３ｂは筐体１の内側（図５７において右側）に向けて突
出している。また、中間片９１３ｃは下片９１３ｂから略直角に立ち上がる立上片とこの
立上片の先端で内側に折り曲げられ、上片９１３ａまで延びる延在片とから構成されてい
る。
　また、下フレーム９１３は、下片９１３ｂから上扉３０の表面側（図５７において左側
）に突出する下辺突出片９１３ｅを有している。この下辺突出片９１３ｅは下片９１３ｂ
の延長上に当該下片９１３ｂと一体的に形成されている。
【０２０４】
　また、下扉側枠体９２１の上辺部を構成する上フレーム（上辺枠材）９２２は、上片９
２２ａと下片９２２ｂとこれらを繋ぐ中間片９２２ｃとを有しており、上片９２２ａが下
扉４０の裏面側に突出する上辺突出片９２２ａとされている。
　そして、上扉３０と下扉４０とがヒンジ１００を中心に回動して、筐体１の正面開口部
を塞いだ状態において、下辺突出片９１３ｅの上側に上辺突出片９２２ａが重なっている
。
　また、図５８に示すように、下扉側枠体９２１の上フレーム９２２の右端部は右フレー
ム９２５より外側に張り出しており、上扉３０と下扉４０とがヒンジ１００を中心に回動
して、筐体１の正面開口部を塞いだ状態において、上フレーム９２２の右端部（図５８で
は下扉側枠体９２１および上扉側枠体９１１を裏側から見ているので、左端部）は、上扉
側枠体９１１の下フレーム９１３の右端部に外側から重なっている。
【０２０５】
　また、上扉３０および下扉４０によって筐体１の正面開口部を塞いだ状態では、上扉側
枠体９１１の上フレーム９１２の外側の片および右フレーム９１５の外側の片が、筐体側
枠体３０１の上補強フレーム３０２のコ字形フレーム９００および右補強フレーム３０５
のコ字形フレーム９００に入り込んでおり、これによって、上フレーム９１２および右フ
レーム９１５の一部が上補強フレーム３０２および右補強フレーム３０５に重なっており
、上フレーム９１２および右フレーム９１５と、上補強フレーム３０２および右補強フレ
ーム３０５との間の隙間からの不正侵入を防止している。
　同様に、下扉側枠体９２１の下フレーム９２３の外側の片および右フレーム９２５の外
側の片が、筐体側枠体３０１の下補強フレーム３０３のコ字形フレーム９００および右補
強フレーム３０５のコ字形フレーム９００に入り込んでおり、これによって、下フレーム
９２３および右フレーム９２５の一部が下補強フレーム３０３および右補強フレーム３０
５に重なっており、下フレーム９２３および右フレーム９２５と、下補強フレーム３０３
および右補強フレーム３０５との間の隙間からの不正侵入を防止している。
【０２０６】
　また、図５９に示すように、上扉３０と下扉４０とがヒンジ１００を中心に回動して、
筐体１の正面開口部を塞いだ状態において、ヒンジ１００を中心とする回動側における上
扉３０の下フレーム９１３と下扉４０の上フレーム９２２との間には、隙間Ｓが生じてい
る。
　すなわち、図６１に示すように、下フレーム９１３の下辺突出片９１３ｅは下フレーム
９１３の長さ方向に沿って形成されているが、前記回動側では下フレーム９１３の裏側に
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向けて９０度折曲されており、この折曲された下辺突出片９１３ｅより左フレーム９１４
側は開口部となっている。そして、図５９および図６０に示すように、下扉４０の上フレ
ーム９２２の上辺突出片９２２ａが、上扉３０の下フレーム９１３の下辺突出片９１３ｅ
の上側に重なった場合に、上辺突出片９２２ａの上側に前記隙間Ｓが生じる。
　なお、図６１ではヒンジ１００の図示を省略している。
【０２０７】
　この隙間Ｓを内側から塞ぐために、閉塞部材９３０が筐体１および筐体側枠体（補強枠
）３０１に設けられている。
　すなわちまず、図５９～図６２に示すように、筐体１の左内壁面および左補強フレーム
３０４に閉塞部材９３０が固定されている。
　閉塞部材９３０は、図６３に示すように、略直方体状に形成されており、その先端部に
は、閉塞面９３０ａが設けられ、この閉塞面９３０ａの上縁部と下縁部に突条９３０ｂ，
９３０ｂが設けられ、閉塞面９３０ａの右側の縁部に壁部９３０ｃが設けられている。
　そして、閉塞部材９３０はその先端側の閉塞面９３０ａを前記隙間Ｓに対向させ、突条
９３０ｂ，９３０ｂおよび壁部９３０ｃによって隙間Ｓを囲むようにして、筐体１の左内
壁面および左補強フレーム３０４に略水平に固定されている。
【０２０８】
　また、閉塞部材９３０は、前記交換ユニット２を筐体１に正面開口部から挿入する際の
ガイド部材となっている。
　すなわち、交換ユニット２は、図５３に示すように、左側に支持部９３１を有しており
、この支持部９３１が閉塞部材９３０の上面に載置されている。
　また、図６５に示すように、筐体１の右内壁面には、支持部材９３５が閉塞部材９３０
と等しい高さで固定されている。この支持部材９３５は略直方体状に形成され、閉塞部材
９３０と似た形状をしているが、閉塞部材９３０に設けられている閉塞面９３０ａ、突条
９３０ｂ，９３０ｂ、壁部９３０ｃ等が設けられていない。
　また、交換ユニット２は、右側に支持部９３２を有しており、この支持部９３２が支持
部材９３５の上面に載置されている。交換ユニット２の支持部９３１，９３２は左右対称
的に設けられており、当該支持部９３１，９３２が閉塞部材９３０および支持部材９３５
によって支持されている。
　そして、交換ユニット２を筐体１の正面開口部から挿入する際は、交換ユニット２の支
持部９３１，９３２を、筐体１に設けられた閉塞部材９３０および支持部材９３５の上面
に載置したうえで、この上面をガイド面として交換ユニット２を筐体１の奥側に押し込む
ことによって、スムーズに筐体１に挿入することができる。
【０２０９】
　また、図６２に示すように、筐体１の左側壁には孔９４０が貫通して設けられており、
この孔９４０に取手部材９４５が挿入されている。
　取手部材９４５は、図６３および図６４に示すように、内部が中空とされるとともに、
正面側に挿入口９４６が設けられ、この挿入口９４６から作業者の指が挿入されるように
なっている。
　取手部材９４５は上方に向かって突出する突出部９４７を有しており、この突出部９４
７の内部の空洞は挿入口９４６と連通している。したがって、挿入口９４６から挿入され
た指を突出部９４７の内部の空洞に挿入することによって、取手部材９４５を確実に保持
することができるようになっている。
【０２１０】
　一方、前記閉塞部材９３０の裏面には、図６４に示すように、取手部材９４５の突出部
９４７を収納するための取手収納部９３０ｄが設けられている。
　そして、取手部材９４５は筐体１の左側壁の孔９４０から挿入口９４６を左側壁に開口
した状態で、筐体１の内部に挿入され、さらに、突出部９４７が取手収納部９３０ｄに収
納されている。
　なお、図示は省略するが、前記支持部材９３５の裏面にも、取手部材９４５の突出部９
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４７を収納するための取手収納部が設けられており、取手部材９４５は筐体１の右側壁の
孔９４０から挿入口９４６を右側壁に開口した状態で、筐体１の内部に挿入され、さらに
、突出部９４７が取手収納部に収納されている。
【０２１１】
　本実施の形態によれば、前扉３を構成する上扉３０がヒンジ１００を中心に回動して、
筐体１の正面開口部の上部を塞いだ状態において、筐体側枠体３０１のヒンジ側の側端縁
部を構成する左補強フレーム３０４に正面開口部の内側に突出するようにして設けられた
第１突出片９０１の内側に、上扉側枠体９１１のヒンジ側の側端部を構成する左フレーム
９１４に正面開口部の外側に突出するようにして設けられた第２突出片９１６が重なって
いるので、上扉３０の上扉側枠体９１１と、筐体１の筐体側枠体３０１との間に生じる隙
間から不正行為に使用される異物の侵入、つまり当該隙間からの不正行為を防止できる。
　同様に、前扉３を構成する下扉４０がヒンジ１００を中心に回動して、筐体１の正面開
口部の下部を塞いだ状態において、筐体側枠体３０１のヒンジ側の側端縁部を構成する左
補強フレーム３０４に正面開口部の内側に突出するようにして設けられた第１突出片９０
１の内側に、下扉側枠体９２１のヒンジ側の側端部を構成する左フレーム９２４に正面開
口部の外側に突出するようにして設けられた第２突出片９１６が重なっているので、下扉
４０の下扉側枠体９２１と、筐体１の筐体側枠体３０１との間に生じる隙間から不正行為
に使用される異物の侵入、つまり当該隙間からの不正行為を防止できる。
【０２１２】
　なお、本実施の形態では、前扉３を上扉３０と下扉４０との２つの扉によって構成した
が、前扉３を一体的に構成してもよい。この場合でも前扉３の扉側枠体９１０と、筐体１
の筐体側枠体３０１との間に生じる隙間から不正行為に使用される異物の侵入、つまり当
該隙間からの不正行為を防止できる。
【０２１３】
　また、上扉３０と下扉４０とがヒンジ１００を中心に回動して、筐体１の正面開口部を
塞いだ状態において、上扉３０の表面側に突出する下辺突出片９１３ｅの上側に、下扉４
０の裏面側に突出する上辺突出片９２２ａが重なっているので、上扉３０と下扉４０との
間に生じる隙間から不正行為に使用される異物の侵入、つまり当該隙間からの不正行為を
防止できる。
【０２１４】
　さらに、ヒンジ１００を中心とする回動側における上扉３０と下扉４０との間に生じる
隙間Ｓを筐体１および筐体側枠体３０１に設けられた閉塞部材９３０によって内側から塞
いでいるので、この隙間Ｓから不正行為に使用される異物の侵入、つまり当該隙間からの
不正行為を防止できる。
【０２１５】
　また、閉塞部材９３０が交換ユニット３を筐体１に挿入する際のガイド部材となってい
るので、交換ユニット３を筐体１にその正面開口部から容易に挿入し、または抜き出すこ
とができる。
　また、筐体１の側壁に設けられた孔９４０に取手部材９４５が挿入され、閉塞部材９３
０には、取手部材９４５の突出部９４７を収納するための取手収納部９３０ｄが設けられ
ているので、孔９４０に取手部材９４５が挿入されると、この挿入された取手部材９４５
の突出部９４７が取手収納部９３０ｄに収納されるので、筐体１内に取手部材挿入用の空
間を別途設ける必要がなく、筐体内の空間の有効利用を図ることができる。
【０２１６】
　また、筐体側枠体３０１がアルミニウムによって形成され、扉側枠体９１０がマグネシ
ウムで形成されているので、筐体側枠体３０１や扉側枠体９１０に不正侵入を防止するた
めのコ字形フレーム９００、第１突出片９０１、第２突出片９１６、下辺突出片９１３ｅ
、上辺突出片９２２ａ等を押し出し成形によって容易に形成できる。
　また、本実施の形態では、図６６および図６７に示すように、前記表示ユニット２００
が、筐体１（図２参照）の正面開口部の開口上部を開閉可能に閉塞する上扉３０のベース
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部材１１００に取り付けられている。
　ベース部材１１００は略矩形板状に形成されており、図６６において上部左側に矩形状
の開口部１１０１が設けられ、この開口部１１０１より下方に大きな矩形状の開口部１１
０２がベース部材１１００の下部側に寄せて設けられている。
　開口部１１０１は回転リール２２ａ（図２参照）用の窓であり、開口部１１０２は表示
ユニット２００用の窓である。
　なお、図６６はベース部材１１００の背面側（裏面側）から見た斜視図であり、図７７
は同背面図である。
【０２１７】
　表示ユニット２００はその表示画面２００ａ（図７４および図７５参照）を開口部１１
０２に臨ませた状態で、以下のようにしてベース部材１１００に取り付けられている。
　すなわちまず、図６６に示すように、ベース部材１１００の裏面側には、開口部１１０
２の上縁部の左右の端部と、開口部１１０２の下縁部の左右の端部にそれぞれボス１１０
３が突出して設けられている。
【０２１８】
　ベース部材１１００を裏側から見て開口部１１０２の上縁部の左端部にあるボス１１０
３は、図６８に示すように、円筒状に形成されており、その右側に隣接して裏面視（背面
視）十字状の係合部１１０４が突出して形成されている。ボス１１０３の先端面は係合部
１１０４の先端面より突出している。
　また、開口部１１０２の上縁部の右端部にあるボス１１０３は、図６９に示すように、
円筒状に形成されており、その左側に隣接して上下に延びる裏面視（背面視）直線状の係
合部１１０５が突出して形成されている。ボス１１０３の先端面は係合部１１０５の先端
面より突出している。
　また、開口部１１０２の下縁部の左端部にあるボス１１０３は、図７０に示すように、
円筒状に形成されており、その左側に隣接して上下に延びる裏面視（背面視）直線状の係
合部１１０６が突出して形成されている。ボス１１０３の先端面は係合部１１０６の先端
面より突出している。
　また、開口部１１０２の下縁部の右端部にあるボス１１０３は、図７１に示すように、
円筒状に形成されており、その右側に隣接して上下に延びる裏面視（背面視）直線状の係
合部１１０６が突出して形成されている。ボス１１０３の先端面は係合部１１０６の先端
面より突出している。
【０２１９】
　４つのボス１１０３の先端面はほぼ面一に設けられており、これら先端面が後述するユ
ニット取付部２０８を取り付けるための取付面１１０３ａとなっている。
　また、４つの係合部１１０４，１１０５，１１０６，１１０６の先端面はほぼ面一に設
けられている。
【０２２０】
　図３に示すように、表示ユニット２００のケーシング２０１には４つの固定部２０８が
設けられており、この固定部２０８が表示ユニット２００を前記取付面１１０３ａに取り
付けるためのユニット取付部２０８とされている。
　ユニット取付部２０８は、ケーシング２０１の上縁部の左右両端部と、下縁部の左右両
端部にそれぞれ設けられ、合計４個ある。
　ケーシング２０１の上縁部の左右両端部に設けられるユニット取付部２０８Ａ，２０８
Ｂは左右対称的に形成されているので、以下では左端部に設けられているユニット取付部
２０８Ａについて説明し、ユニット取付部２０８Ｂの説明は省略する。
　また、ケーシング２０１の下縁部の左右両端部に設けられるユニット取付部２０８Ｃ，
２０８Ｄは左右対称的に形成されているので、以下では左端部に設けられているユニット
取付部２０８Ｃについて説明し、ユニット取付部２０８Ｄの説明は省略する。
【０２２１】
　図７２に示すように、ユニット取付部２０８Ａは、ケーシング２０１の上面から突出す
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る略矩形箱状に形成され、その内部に仕切壁１１１０が設けられることによって、左右に
隣接した凹部を有している。左右の凹部の底面が前記取付面１１０３ａに選択的に当接固
定される矩形状の当接固定面１１１１ａ，１１１１ｂとされている。
　当接固定面１１１１ａ，１１１１ｂは表示ユニット２００の表示画面２００ａに対する
角度が異なっており、本実施の形態では当接固定面１１１１ａは表示画面２００ａとほぼ
平行（角度が０°）となっており、当接固定面１１１１ｂは表示画面２００ａに対して所
定角度だけ、上方に向かうにしたがって漸次表示ユニット２００の裏面側に傾くように傾
斜している。
　また、当接固定面１１１１ａには取付孔１１１２ａがユニット取付部２０８Ａを貫通し
て設けられ、同様に当接固定面１１１１ｂには取付孔１１１２ｂがユニット取付部２０８
Ａを貫通して設けられている。
【０２２２】
　また、当接固定面１１１１ａには被係合部１１１３ａが設けられ、当接固定面１１１１
ｂには被係合部１１１３ｂが設けられている。被係合部１１１３ａは、底面に当接固定面
１１１１ａを有する凹部の内壁面で構成され、被係合部１１１３ｂは底面に当接固定面１
１１１ｂを有する凹部の内壁面で構成されている。
【０２２３】
　また、図７３に示すように、ユニット取付部２０８Ｃは、ケーシング２０１の下面から
突出する略矩形箱状に形成され、その内部に仕切壁１１２０が設けられることによって、
左右に隣接した凹部を有している。左右の凹部の底面が前記取付面１１０３ａに選択的に
当接固定される矩形状の当接固定面１１２１ａ，１１２１ｂとされている。
　当接固定面１１２１ａ，１１２１ｂは表示ユニット２００の表示画面２００ａに対する
角度が異なっており、本実施の形態では当接固定面１１２１ａは表示画面２００ａに対し
て所定角度だけ、下方に向かうにしたがって漸次表示ユニット２００の表面側に傾くよう
に傾斜しおり、当接固定面１１２１ｂは表示画面２００ａとほぼ平行（角度が０°）とな
っている。
　また、当接固定面１１２１ａには取付孔１１２２ａがユニット取付部２０８Ｃを貫通し
て設けられ、同様に当接固定面１１２１ｂには取付孔１１２２ｂがユニット取付部２０８
Ｃを貫通して設けられている。
【０２２４】
　また、当接固定面１１２１ａには被係合部１１２３ａが設けられ、当接固定面１１２１
ｂには被係合部１１２３ｂが設けられている。被係合部１１２３ａは、底面に当接固定面
１１２１ａを有する凹部の内壁面で構成され、被係合部１１２３ｂは底面に当接固定面１
１２１ｂを有する凹部の内壁面で構成されている。
【０２２５】
　このような構成の表示ユニット２００の上端部は、図７４および図７５に示すように、
ユニット取付部２０８Ａ，２０８Ｂのそれぞれの２つの当接固定面１１１１ａ，１１１１
ｂのうち、選択された当接固定面１１１１ａをボス１１０３の先端の取付面１１０３ａに
当接したうえで、取付孔１１１２ａにタッピングネジ１１３０を挿通し、ボス１１０３の
内筒面に雌ネジを形成するようにしてねじ込むことによって、固定されている。
　また、図示は省略するが、表示ユニット２００の下端部は、ユニット取付部２０８Ｃ，
２０８Ｄのそれぞれの２つの当接固定面１１２１ａ，１１２１ｂのうち、選択された当接
固定面１１２１ｂをボス１１０３の先端の取付面１１０３ａに当接したうえで、取付孔１
１２２ｂにタッピングネジ１１３０を挿通し、ボス１１０３の内筒面に雌ネジを形成する
ようにしてねじ込むことによって、固定されている。
【０２２６】
　このようにしてベース部材１１００に取り付けられた表示ユニット２００は、図７４に
示すように、表示画面２００ａが斜め上方を向くようにして設けられている。つまり、ベ
ース部材１１００は鉛直面に対して所定角度だけ斜め上方を向くようにして上扉３０に備
えられており、ボス１１０３はベース部材１１００に対してほぼ垂直に立設されているの
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で、このボス１１０３の先端の取付面１１０３ａに当接されたユニット取付部２０８の当
接固定面１１１１ａ，１１２１ｂは斜め上方を向くように傾斜する。このため、表示ユニ
ット２００の表示画面２００ａが斜め上方を向くように傾斜する。
【０２２７】
　また、表示ユニット２００の上端部では、ユニット取付部２０８Ａの選択された一つの
当接固定面１１１１ａ以外の当接固定面１１１１ｂに設けられた被係合部１１１３ｂに係
合部１１０５が係合され、ユニット取付部２０８Ｂの選択された一つの当接固定面１１１
１ａ以外の当接固定面１１１１ｂに設けられた被係合部１１１３ｂに係合部１１０４が係
合されている。
　ユニット取付部２０８Ｂの被係合部１１１３ｂに係合された係合部１１０４は十字状に
形成されているので、当該係合部１１０４が被係合部１１１３ｂの対向する内壁面に当接
し、これによって、ユニット取付部２０８Ｂの上下左右方向の位置決めがなされる。
　また、ユニット取付部２０８Ａの被係合部１１１３ｂに係合された係合部１１０５は上
下の直線状に形成されているので、当該係合部１１０５が被係合部１１１３ｂの上下に対
向する内壁面に当接し、これによって、ユニット取付部２０８Ｂの上下の位置決めがなさ
れる。
【０２２８】
　また、表示ユニット２００の下端部では、ユニット取付部２０８Ｃの選択された一つの
当接固定面１１２１ｂ以外の当接固定面１１２１ａに設けられた被係合部１１２３ａに係
合部１１０６が係合され、ユニット取付部２０８Ｄの選択された一つの当接固定面１１２
１ｂ以外の当接固定面１１２１ａに設けられた被係合部１１２３ａに係合部１１０６が係
合されている。
　ユニット取付部２０８Ｃ，２０８Ｄの被係合部１１２３ａ，１１２３ａに係合された係
合部１１０６，１１０６は上下の直線状に形成されているので、当該係合部１１０６，１
１０６が被係合部１１２３ａの上下に対向する内壁面に当接し、これによって、ユニット
取付部２０８Ｃ，２０８Ｄの上下の位置決めがなされる。
【０２２９】
　このように４つのユニット取付部２０８Ａ～２０８Ｄの位置決めがなされることで、表
示ユニット２００のベース部材１１００に対する位置決めがなされる。そして、この位置
決めがなされるとともに、上述したように、当接固定面１１１１ａ，１１２１ｂが取付面
１１０３ａに当接固定された状態で、取付孔１１１２ａ，１１２２ｂにタッピングネジ１
１３０を挿通し、ボス１１０３の内筒面に雌ネジを形成するようにしてねじ込むことによ
って、表示ユニット２００がベース部材１１００に取り付けられている。
【０２３０】
　このように表示ユニット２００は、図６７に示すように、ベース部材１１００の下部側
に寄せて設けられるが、図７６に示すように、ベース部材１１００の上部側に寄せて設け
る場合、図７７に示すように、表示ユニット２００用の開口部１１０２がベース部材１１
００の上部側に寄せて設けられている。なお、図７６および図７７はベース部材１１００
を裏面視した裏面図（背面図）である。
　そして、ベース部材１１００の裏面視において、開口部１１０２の上縁部の左右の端部
と、開口部１１０２の下縁部の左右の端部にそれぞれボス１１０３が突出して設けられて
いる。
　ベース部材１１００の裏面視において、開口部１１０２の上縁部の左端部にあるボス１
１０３の左側に隣接して裏面視十字状の係合部１１０４が突出して形成されている。
　また、ベース部材１１００の裏面視において、開口部１１０２の上縁部の右端部にある
ボス１１０３の右側に隣接して上下に延びる裏面視直線状の係合部１１０５が突出して形
成されている。
　このように、図７７に示すベース部材１１００では、図６６に示すベース部材１１００
に対してボス１１０３と係合部１１０４との左右の位置関係、ボス１１０３と係合部１１
０５との左右の位置関係が逆になっている。
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　また、図７７に示すベース部材１１００では、開口部１１０２の下縁部の左右の端部に
設けられたボス１１０３の横には、図６６に示すベース部材１１００の開口部１１０２の
下縁部に設けられている係合部１１０６は設けられてない。
【０２３１】
　表示ユニット２００の上端部では、図７８および図７９に示すように、ユニット取付部
２０８Ａ，２０８Ｂのそれぞれの２つの当接固定面１１１１ａ，１１１１ｂのうち、選択
された当接固定面１１１１ｂをボス１１０３の先端の取付面１１０３ａに当接したうえで
、取付孔１１１２ｂにタッピングネジ１１３０を挿通し、ボス１１０３の内筒面に雌ネジ
を形成するようにしてねじ込むことによって、ユニット取付部２０８Ａ，２０８Ｂをベー
ス部材１１００に固定する。
【０２３２】
　また、図示は省略するが、表示ユニット２００の下端部は、ユニット取付部２０８Ｃ，
２０８Ｄのそれぞれの２つの当接固定面１１２１ａ，１１２１ｂのうち、選択された当接
固定面１１２１ａをボス１１０３の先端の取付面１１０３ａに当接したうえで、取付孔１
１２２ａにタッピングネジ１１３０を挿通し、ボス１１０３の内筒面に雌ネジを形成する
ようにしてねじ込むことによって、固定する。
　このようにしてベース部材１１００に取り付けられた表示ユニット２００は、図７８に
示すように、表示画面２００ａが斜め下方を向くようにして設けられる。つまり、ベース
部材１１００は鉛直面に対して所定角度だけ斜め上方を向くようにして上扉３０に備えら
れており、ボス１１０３はベース部材１１００に対してほぼ垂直に立設されているが、こ
のボス１１０３の先端の取付面１１０３ａに当接されたユニット取付部２０８の当接固定
面１１１１ｂ，１１２１ａは上方に向かうほど表示ユニット２００の裏面側に傾くように
傾斜している。このため、表示ユニット２００の表示画面２００ａが斜め下方を向くよう
に傾斜する。
【０２３３】
　また、表示ユニット２００の上端部では、ユニット取付部２０８Ａの選択された一つの
当接固定面１１１１ｂ以外の当接固定面１１１１ａに設けられた被係合部１１１３ａに係
合部１１０５が係合され、ユニット取付部２０８Ｂの選択された一つの当接固定面１１１
１ｂ以外の当接固定面１１１１ａに設けられた被係合部１１１３ａに係合部１１０４が係
合される。
　これよって、ユニット取付部２０８Ｂの上下左右方向の位置決めがなされるとともに、
ユニット取付部２０８Ｂの上下の位置決めがなされる。
【０２３４】
　なお、開口部１１０２の下部側には係合部１１０６が設けられていないので、表示ユニ
ット２００の下端部では、ユニット取付部２０８Ｃ，２０８Ｄの選択された一つの当接固
定面１１２１ａ以外の当接固定面１１２１ｂに設けられた被係合部１１２３ｂに係合部１
１０６が係合されることはないが、上述したように、ユニット取付部２０８Ａ，２０８Ｂ
が位置決めされているので問題ない。
【０２３５】
　以上のように、本実施の形態によれば、表示ユニット２００のユニット取付部２０８（
２０８Ａ～２０８Ｄ）が表示画面２００ａに対する角度の異なる２つの当接固定面１１１
１ａ（１１２１ａ），１１１１ｂ（１１２１ｂ）を有しているので、当該２つの当接固定
面１１１１ａ（１１２１ａ），１１１１ｂ（１１２１ｂ）からベース部材１１００の取付
面１１０３ａに当接固定する当接固定面を選択することによって、ベース部材１１００へ
の表示ユニット２００の取付角度を容易に変更することができる。
【０２３６】
　また、ベース部材１１００の取付面１１０３ａに当接固定された当接固定面１１１１ａ
（１１２１ａ），１１１１ｂ（１１２１ｂ）以外の当接固定面１１１１ｂ（１１２１ｂ）
，１１１１ａ（１１２１ａ）に設けられた被係合部１１１３ａ，１１１３ｂ，１１２３ａ
，１１２３ｂにベース部材１１００に設けられた係合部１１０４，１１０５，１１０６が
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係合されているので、表示ユニット２００の位置決めを容易かつ確実に行うことができる
。
【０２３７】
　なお、本実施の形態では、表示ユニット２００のユニット取付部２０８は、表示画面２
００ａに対する角度が異なる２つの当接固定面１１１１ａ（１１２１ａ），１１１１ｂ（
１１２１ｂ）を有していたが、ユニット取付部の当接固定面は２つに限ることなく、３つ
以上であってもよい。
　また、ユニット取付部２０８は、表示ユニット２００の上縁部と下縁部にそれぞれ２つ
ずつ設けたが、当該上縁部と下縁部にそれぞれ少なくとも１つ以上設ければよい。
　さらに、本実施の形態では、表示ユニットを上下に傾ける場合を例にとって説明したが
、本発明では表示ユニットを左右に傾ける場合にも適用できる。この場合、例えば当接固
定面を左右に傾ければよい。
【０２３８】
　また、本実施の形態では、ベース部材１１００に、裏面視十字状の係合部１１０４、上
下に延びる裏面視直線状（縦棒形状）の係合部１１０５，１１０６を突出して形成したが
、係合部１１０４，１１０５，１１０６はこれらに限ることなく、様々なバリエーション
を採用できる。
　例えば、係合部の形状としては、ベース部材１１００の裏面視において、上述した十字
状、縦棒形状に加えてまたは代えて、横棒形状（マイナス形状）、斜め棒形状（スラッシ
ュ形状）や、その他の形状としてもよく、また、全ての係合部を同一の形状としたり、異
なる形状の係合部を適宜組み合わせてもよい（例えば、縦棒形状の係合部を１箇所、横棒
形状の係合部を１箇所設けたり、これに十字状の係合部を２箇所加えて設けたりする等な
どである。）。要は、ユニット取付部２０８の被係合部１１１３ａ，１１１３ｂ，１１２
３ａ，１１２３ｂに係合可能な係合部の形状、個数を適宜設定すればよい。
【０２３９】
　また、図６６に示すように、開口部１１０２の下縁部に係合部１１０６，１１０６を設
けたが、この係合部１１０６，１１０６を設けなくてもよいし、逆に、図７７に示すよう
に、開口部１１０２の下縁部に、ボス１１０３，１１０３に隣接して係合部１１０６，１
１０６を設けてもよい。
【０２４０】
　また、本実施の形態では、図１４に示すように、正面側に開口する箱形の筐体１を備え
ている。
　この筐体１は、正面開口部を有する筐体本体３００と、正面開口部の開口縁部に設けら
れた金属製の矩形枠状の補強枠（枠体）３０１とを備えている。
【０２４１】
　枠体３０１はアルミフレームで構成されたものであり、図８０に示すように、矩形枠状
に組み立てられる４つの帯板状の補強フレーム（フレーム）１２００と、枠体３０１の角
部に設けられるとともに、隣り合う補強フレーム１２００，１２００の端部どうしを連結
する角フレーム（連結フレーム）３０６とを備えている。
　補強フレーム１２００としては、枠体３０１の上下のフレーム（横フレーム）３０２，
３０３と、左右のフレーム（縦フレーム）３０４，３０５とがある。上下の横フレーム３
０２，３０３は上下対称に構成されており、左右の縦フレーム３０４，３０５は左右対称
に構成されている。
　したがって、以下では上の横フレーム３０２と左の縦フレーム３０４について説明し、
下の横フレーム３０３と右の縦フレーム３０５とについての説明は省略する。
　なお、以下の説明では、上下の横フレーム３０２，３０３、左右の縦フレーム３０４，
３０５を単にフレーム３０２，３０３，３０４，３０５と記す場合もある。
【０２４２】
　横フレーム３０２は、図８１に示すように、平行に配置された上下一対の帯板状の板金
３０２ａ，３０２ａと、当該板金３０２ａ，３０２ａの前端縁を連結する断面コ字形のコ
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字形フレーム３０２ｂと、板金３０２ａ，３０２ａの後端縁を連結するとともに、筐体本
体３００の開口縁部の上縁部に係合する係合フレーム３０２ｃとを備え、押し出し成形に
よって一体的に形成されている。
　コ字形フレーム３０２ｂと係合フレーム３０２ｃの上端縁部はそれぞれ上の板金３０２
ａより上方に突出している。そして、上の板金３０２ａの上面の長手方向（板金３０２ａ
の長手方向）の両端部でかつコ字形フレーム３０２ｂの突出した部分と係合フレーム３０
２ｃの突出した部分との間に、連結フレーム（連結部材）３０６の一片３０６ａが当接さ
れる当接面３０７が設けられている。この当接面３０７には４つの貫通孔３０７ａが前後
左右に離間して設けられている。また、下の板金３０２ａの端部には、４つの貫通孔３０
７ａと同軸に４つの貫通孔３０７ａが設けられている（図８４参照）。
【０２４３】
　縦フレーム３０４は、図８２および図８６に示すように、平行に配置された左右一対の
帯板状の板金３０４ａ，３０４ａと、当該板金３０４ａ，３０４ａの前端縁を連結する断
面コ字形のコ字形フレーム３０４ｂと、板金３０４ａ，３０４ａの後端縁を連結するとと
もに、筐体本体３００の開口縁部の左縁部に係合する係合フレーム３０４ｅとを備え、押
し出し成形によって一体的に形成されている。
　板金３０４ａ，３０４ａ間には、ネジ受板（長尺補強部材）３０４ｄが挿入されている
。長尺補強部材３０４ｄは、縦フレーム３０４の長手方向に延在するものであり、筐体１
の内側（図８２および図８６において右側）の板金３０４ａに当接するとともに、コ字形
フレーム３０４ｂと係合フレーム３０４ｅとの対向する面にそれぞれ形成された係止部３
０４ｃ，３０４ｃによって当該板金３０４ａに当接した状態で係止されている。
　コ字形フレーム３０４ｂと係合フレーム３０４ｅの先端縁部はそれぞれ左の板金３０４
ａより突出している。そして、左の板金３０４ａの側面の長手方向（板金３０４ａの長手
方向）両端部でかつコ字形フレーム３０４ｂの突出した部分と係合フレーム３０４ｅの突
出した部分との間に、連結フレーム３０６の他片３０６ｂが当接される当接面３０８が設
けられている。この当接面３０８には４つの貫通孔３０８ａが前後上下に離間して設けら
れている。また、内側（図８２および図８６において右側）の板金３０４ａの端部には、
前記４つの貫通孔と同軸に４つの貫通孔３０８ａが設けられている。
【０２４４】
　前記上の横フレーム３０２と左の縦フレーム３０４とは突き当てによって接合されてい
る。すなわち、図８３および図８４に示すように、横フレーム３０２の下の板金３０２ａ
の端部下面に、縦フレーム３０４の内側の板金３０４ａの上端面を突き当てることによっ
て接合されている。また、横フレーム３０２の上の板金３０２ａの端部と縦フレーム３０
４の外側の板金３０４ａの上端部とは当接しておらず、隙間が生じている。
【０２４５】
　この隙間を塞ぐとともに、横フレーム３０２と縦フレーム３０４とを連結するために、
連結フレーム３０６が設けられている
　すなわち、連結フレーム３０６は、図８４に示すように、略Ｌ字形の金属板によって形
成されており、一片３０６ａが横フレーム３０２の前記当接面３０７（図８１参照）に当
接され、他片３０６ｂが縦フレーム３０４の当接面３０８（図８２参照）に当接されてい
る。
　連結フレーム３０６の一片３０６ａにはねじ孔を有する４つのボス３０９が設けられ、
他片３０６ｂにはねじ孔を有する４つのボス３１０が設けられている。４つのボス３０９
は横フレーム３０２の当接面３０７に設けられた４つの貫通孔３０７ａに挿入され、４つ
のボス３１０は縦フレーム３０４の当接面３０８に設けられた４つの４つの貫通孔３０８
ａに挿入されている。
【０２４６】
　そして、図８３～図８６に示すように、ねじ３１１を横フレーム３０２の下面側から下
の板金３０２ａを通してボス３０９に設けられたねじ孔にねじ込むとともに、縦フレーム
３０４の内側から内側の板金３０４ａおよび長尺補強部材３０４ｄに設けられた貫通孔を
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通してボス３１０に設けられたねじ孔にねじ込むことによって、連結フレーム３０６が横
フレーム３０２の当接面３０７と縦フレーム３０４の当接面３０８に固定されている。
　このようにして、横フレーム３０２の左端部と縦フレーム３０４の上端部とが連結フレ
ーム３０６によって接合固定されている。この連結フレーム３０６によって横フレーム３
０２の上の板金３０２ａの端部と縦フレーム３０４の外側の板金３０５ａの上端部との間
の隙間が塞がれている。
【０２４７】
　また、図８３～図８５に示すように、上の横フレーム３０２の左端部の下面には、横フ
レーム３０２の板金３０２ａより機械的強度が高い補強部材３１５が設けられている。
　この補強部材３１５は図８７に示すように、断面略Ｌ字形に形成され、その一片３１５
ａは他片３１５ｂより短辺方向の長さが十分に長くなっている。一片３１５ａには長孔３
１５ｃと、２つの孔が一部重なったような異形孔３１５ｄとが一片３１５ａの長手方向に
離間して設けられている。また、図８３に示すように、補強部材３１５の長辺方向の長さ
は横フレーム３０２の板金３０２ａの短辺の長さより短くなっている。
【０２４８】
　このような補強部材３１５は、その長手方向の一端が横フレーム３０２の板金３０２ａ
の前端より僅かに奥側に位置するようにして、一片３１５ａが横フレーム３０２の下面（
下の板金３０２ａ）に当接されるともに、他片３１５ｂが縦フレーム３０４の内面（内側
の板金３０４ａ）に当接されている。そして、ねじ３１１を一片３１５ａの長孔３１５ｃ
と異形孔３１５ｄに挿通したうえで、下の板金３０２ａを通して連結フレーム３０６のボ
ス３０９に設けられたねじ孔にねじ込むことで、補強部材３１５が横フレーム３０２の下
面に固定されている。
　この状態において、補強部材３１５の角部は、直角に隣り合う横フレーム３０２と縦フ
レーム３０４の端部どうしで構成される２つのフレーム３０２，３０４の内側の角部に重
ねられている。
【０２４９】
　なお、上の横フレーム３０２と右の縦フレーム３０５との接合構造、下の横フレーム３
０３と左の縦フレーム３０４との接合構造および下の横フレーム３０３と右の縦フレーム
３０５との接合構造は、上述した連結フレーム３０６と補強部材３１５による上の横フレ
ーム３０２と左の縦フレーム３０４との接合構造と同様となっているので、つまり、枠体
３０１の４つの角部の接合構造は同様となっているので、その説明を省略する。
【０２５０】
　このような構成の枠体３０１は、図８３および図８５に示すように、横フレーム３０２
の係合フレーム３０２ｃと縦フレーム３０４の係合フレーム３０４ｅを、筐体本体３００
の開口縁部３００ａに設けられた、断面コ字形の被係合部３００ｂと当該開口縁部３００
ａの内面３００ｃに係合させるとともに、ねじ（図示略）を筐体本体３００にねじ込むこ
とによって、当該筐体本体３００の開口縁部３００ａに固定されている。
【０２５１】
　つまり、係合フレーム３０２ｃは、図８１に示すように、下の板金３０２ａと面一に設
けられ、かつ当該板金３０２ａの長手方向に沿って延在する当接板部３０２ｄと、上の板
金３０２ａと面一に設けられ、かつ当該板金３０２ａの長手方向に沿って延在する係合板
部３０２ｅとから構成されている。当接板部３０２ｄの短辺方向の長さは、係合板部３０
２ｅの短辺方向の長さより（約２倍程度）長くなっている。また、係合板部３０２ｅの先
端縁部はコ字形状に折曲されている。
　そして、図８５（ａ）に示すように、当接板部３０２ｄが前記開口縁部３００ａの内面
３００ｃに当接されるとともに、係合板部３０２ｅが開口縁部３００ａの被係合部３００
ｂに挿入されて係合されたうえで、ねじ（図示略）を筐体本体３００にねじ込むことによ
って、係合フレーム３０２ｃ、つまり横フレーム３０２が筐体本体３００の左右方向に沿
う開口縁部３００ａに固定されている。
【０２５２】
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　また、係合フレーム３０４ｅは、図８２に示すように、右の板金３０４ａと面一に設け
られ、かつ当該板金３０４ａの長手方向（図８２において上下方向）に沿って延在する当
接板部３０４ｆと、左の板金３０４ａと面一に設けられ、かつ当該板金３０４ａの長手方
向に沿って延在する係合板部３０４ｇとから構成されている。当接板部３０４ｆの短辺方
向の長さは係合板部３０４ｇの短辺方向の長さより（約２倍程度）長くなっている。また
、係合板部３０４ｇの先端縁部はコ字形状に折曲されている。
　そして、図８５（ｂ）に示すように、当接板部３０４ｆが前記開口縁部３００ａの内面
３００ｃに当接されるとともに、係合板部３０４ｇが開口縁部３００ａの被係合部３００
ｂに挿入されて係合されたうえで、ねじ（図示略）を筐体本体３００にねじ込むことによ
って、係合フレーム３０４ｅ、つまり縦フレーム３０４が筐体本体３００の上下方向に沿
う開口縁部３００ａに固定されている。
【０２５３】
　本実施の形態によれば、横フレーム３０２，３０３の端部に、当該横フレーム３０２，
３０３より強度が高い補強部材３１５が設けられ、横フレーム３０２，３０３と縦フレー
ム３０４，３０５を矩形枠状に組み立てるとともに、隣り合うフレーム３０２，３０４の
端部どうし、隣り合うフレーム３０２，３０５の端部どうし、隣り合うフレーム３０３，
３０４の端部どうし、隣り合うフレーム３０３，３０５の端部どうしをそれぞれ連結フレ
ーム３０６によって連結する場合に、補強部材３１５から横フレーム３０２，３０３の端
部を通して連結フレーム３０６，３０６にねじ３１１がねじ込まれているので、ねじ３１
１の締付け力による横フレーム３０２，３０３の端部の変形を補強部材３１５によって抑
制できる。
　したがって、補強部材３１５によって、横フレーム３０２，３０３の内側の板金３０２
ａの端部の強度を高めることができるので、ねじ３１１の締付け力が当該板金３０２ａの
端部に作用しても、この板金３０２ａの端部が撓み難くなる。このため、横フレーム３０
２，３０３の内側の板金３０２ａの端部と縦フレーム３０４，３０５の内側の板金３０４
ａの端部との間に隙間が生じ難くなり、この隙間からの不正行為を未然に防止できる。
　なお、補強部材３１５は、横フレーム３０２，３０３の内側の板金３０２ａより強度が
高いものとしたが、前記隙間が生じないようにするには、横フレーム３０２，３０３の内
側の板金３０２ａと補強部材３１５とを合計した強度がねじ３１１の締付け力に耐えるこ
とができればよいので、補強部材３１５は、当該補強部材３１５と横フレーム３０２，３
０３の内側の板金３０２ａとの合計で、ねじ８１１の締付け力に耐え得る程度の強度（剛
性）を有していればよい。
【０２５４】
　また、補強部材３１５は断面Ｌ字形に形成され、当該補強部材３１５の当該Ｌ字形の角
部が隣り合うフレーム３０２，３０４（３０２，３０５、３０３，３０４、３０３，３０
５）の端部どうしで形成される内側の角部に重ねられているので、フレーム３０２，３０
４（３０２，３０５、３０３，３０４、３０３，３０５）の端部間に万が一隙間が生じて
も、この隙間からの細いピアノ線等による不正侵入を補強部材３１５の角部によって防御
できる。
　さらに、補強部材３１５は断面Ｌ字形に形成されているので、補強部材３１５が比較的
薄くても剛性が高く、ねじ３１１の締付け力によって変形し難くなり、横フレーム３０２
，３０３の端部の変形を抑制できる。
【０２５５】
　また、隣り合うフレーム３０２，３０４（３０２，３０５、３０３，３０４、３０３，
３０５）のうち、横フレーム３０２，３０３に補強部材３１５が設けられ、縦フレーム３
０４，３０５に長尺補強部材３０４ｄが設けられ、縦フレーム３０４，３０５の端部から
長尺補強部材３０４ｄの端部を通して連結フレーム３０６にねじ３１１がねじ込まれてい
るので、ねじ３１１の締付け力による横フレーム３０２，３０３の端部の変形を補強部材
３１５によって抑制できるとともに、縦フレーム３０４，３０５の端部の変形を長尺補強
部材３０４ｄによって抑制できる。
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　また、縦フレーム３０４，３０５に当該縦フレーム３０４，３０５の長手方向に沿って
長尺な長尺補強部材３０４ｄが設けられているので、縦フレーム３０４，３０５に種々の
部材、例えば、図２に示すように、交換ユニット２や上扉３０用の蝶番受２６等の部材を
取り付ける場合に、当該部材を長尺補強部材３０４ｄにねじ止め等することによって、当
該部材を強固に支持できる。
【０２５６】
　なお、本実施の形態では、補強部材３１５を断面略Ｌ字形に形成したが、矩形板状に形
成してもよい。また、縦フレーム３０４，３０５の内部にそれぞれ長尺補強部材３０４ｄ
が設けられているため、縦フレーム３０４，３０５には補強部材３１５を設ける必要はな
いが、縦フレーム３０４，３０５の内部に長尺補強部材３０４ｄが設けられていない場合
、縦フレーム３０４，３０５の上下端部にそれぞれ補強部材３１５を設けるのが好ましい
。
【０２５７】
　また、本実施の形態では、枠体３０１を、図８０に示すように、矩形枠状に組み立てら
れる４つの帯板状の補強フレーム（フレーム）１２００と、枠体３０１の角部に設けられ
るとともに、隣り合う補強フレーム１２００，１２００の端部どうしを連結する角フレー
ム（連結フレーム）３０６とを備えた構成としが、枠体は、角フレーム（連結フレーム）
３０６を有さない構成とする場合もある。
　この場合、補強部材からフレーム１２００の端部を通して筐体本体３００にねじをねじ
込むことになるが、この場合においても、横フレーム１２００の内側の板金が補強部材に
よって補強されるので、横フレーム１２００の内側の板金の端部と縦フレーム１２００の
内側の板金の端部との間に隙間が生じ難くなり、この隙間からの不正行為を未然に防止で
きる。
【０２５８】
　また、本実施の形態の遊技機は、上述したように、図２に示すように、正面側に開口す
る正面開口部を有する筐体１と、前記正面開口部を開閉する前扉３と、筐体１に正面開口
部から交換可能に装填される交換ユニット２と、図８８および図８９に示すように、当該
交換ユニット２に設けられて、前記正面開口部を閉じた状態に前記前扉３の上扉３０を施
錠する施錠ユニット１３００とを備えている。
【０２５９】
　図８８および図８９に示すように、交換ユニット２の一側部（図８８および図８９にお
いて左側部）に上扉３０がヒンジ１００を介して回動可能に連結されることで、筐体１の
開口上部を開閉するようになっている。なお、図８８および図８９では、上扉３０は矩形
状のフレーム３０ａを図示しており、その他の部材は図示を省略してある。
　また、交換ユニット２の一側部と反対側の他側部（図８８および図８９において右側部
）には、施錠ユニット１３００が設けられている。
　フレーム３０ａは遊技機前面と略平行な面を有する矩形環状の前面壁３０ｂと、この前
面壁３０ｂから遊技機後方に突出する矩形環状の突出壁３０ｃとを備えている。突出壁３
０ｃは、図９６に示すように、外周側を構成する外周部分３０ｅと内周側を構成する内周
部分３０ｆとを有しており、内周部分３０ｆの後端に、後述する係合部３０ｄ、係合凸部
１３２２、およびストッパ１３２０が設けられた板金３０ｇが取り付けられている。
【０２６０】
　この施錠ユニット１３００は、図９０に示すように、上扉３０に係脱可能に係合する前
係合部材１３０１と、筐体１に係脱可能に係合する後係合部材１３０２と、下方および上
方に移動可能な操作部材１３０３と、この操作部材１３０３の下方への移動により前係合
部材１３０１と上扉３０との係合を解除し、操作部材１３０３の上方への移動により、後
係合部材１３０２と筐体１との係合を解除する係合解除機構１３０４とを備えている。
【０２６１】
　前係合部材１３０１、後係合部材１３０２および係合解除機構１３０４は、取付フレー
ム１３０５に設けられており、この取付フレーム１３０５が交換ユニット２の側面に、前
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係合部材１３０１を前側に向けて取り付けられている。
　取付フレーム１３０５は、図９０および図９１に示すように、上下に長尺な部材であり
、上下に長尺な長方形板状の基板１３０５ａと、この基板１３０５ａの図９０における左
右（図８８における前後）左右の長辺部および上側の短辺部にそれぞれ基板１３０５ａに
対して直角にかつ基板１３０５ａの左側面側（図８８および８９において左側面側）に立
設された壁１３０５ｂ，１３０５ｃと、一方の壁１３０５ｂおよび壁１３０５ｃの先端部
にそれぞれ基板１３０５ａと平行に設けられたフランジ部１３０５ｄ，１３０５ｅとから
構成されている。フランジ部１３０５ｄは、図９０において左側の壁１３０５ｂの先端部
から外方（左方）に向けて突出するとともに、基板１３０５ａの長辺方向に沿って設けら
れている。フランジ部１３０５ｅは、図９０において上側の壁１３０５ｃの先端部から上
方に向けて突出するとともに、基板１３０５ａの短辺方向に沿って設けられている。そし
て、フランジ部１３０５ｄ，１３０５ｅを交換ユニット２の側面に当接してねじ止めする
ことによって、取付フレーム１３０５が交換ユニット２の側面に取り付けられている。
【０２６２】
　前係合部材１３０１は、取付フレーム１３０５の上下端部にそれぞれ設けられている。
また、前係合部材１３０１は、基板１３０５ａに支点１３０１ａ回りに正逆方向に回転可
能に取り付けられており、先端部には係合爪１３０１ｂが設けられている。係合爪１３０
１ｂは上扉３０に係脱可能に係合するものである。また、基板１３０５ａとフランジ部１
３０５ｄが設けられていない側（前側）の壁１３０５ｂ（図９０において右側の壁１３０
５ｂ）とにまたがって、これら基板１３０５ａと壁１３０５ｂの交差部１３０５ｈ（図９
１参照）の上下端部にそれぞれ縦長のスリット状の開口部１３０６（図９１参照）が設け
られており、この開口部１３０６を貫通して前係合部材１３０１の先端部が図９０におい
て右側に突出して設けられている。
　そして、前係合部材１３０１の突出している先端部が開口部１３０６の上端に当接して
いる場合に、当該係合爪１３０１ｂは上扉３０に係合している。
【０２６３】
　前係合部材１３０１は、図９０において、支点１３０１ａを軸として時計回り（正方向
）に回転することによって、係合爪１３０１ｂと上扉３０との係合が解除されるようにな
っている。
　また、前係合部材１３０１はばね１３０７によって、図９０において反時計回り（逆方
向）に付勢されている。すなわち、ばね１３０７はねじりばねであり、その一端部が基板
１３０５ａに設けられた係止部１３０５ｆに係止され、他端部が前係合部材１３０１に設
けられた係止部１３０１ｃに係止されている。ばね１３０７はその一端部と他端部とが近
付くように圧縮された状態で、係止部１３０５ｆ，１３０１ｃに係止されており、また、
係止部１３０１ｃは支点１３０１ａより図９０において下側でかつ係合爪１３０１ｂと反
端側（左側）に設けられている。これによって、ばね１３０７は前係合部材１３０１を図
９０において反時計回りに付勢している。
　また、前係合部材１３０１には、支点１３０１ａと係合爪１３０１ｂとの間において、
つまり支点１３０１ａより係合爪１０３１ｂ側に、凸部１３０１ｄが、図９０における紙
面前方向（遊技機に取り付けた状態における遊技者から向かって左方向）に突出して設け
られており、この凸部１３０１ｄが操作部材１３０３に設けられた開口部１３０３ａに挿
入されている。そして、前係合部材１３０１がばね１３０７によって図９０において反時
計回り（逆方向）に付勢されているが、凸部１３０１ｄが開口部１３０３ａの上端部に当
接することで、前係合部材１３０１のそれ以上の反時計回り（逆方向）の回動が阻止され
ている。
　なお、前係合部材１３０１の上端部（係合爪１３０１ｂでない部分）が、開口部１３０
６の開口を形成する上端に当たって、前係合部材１３０１のそれ以上の反時計回り（逆方
向）の回動が阻止されるように構成してもよい。
【０２６４】
　後係合部材１３０２は、取付フレーム１３０５の上端部に上側の前係合部材１３０１よ



(54) JP 6771237 B2 2020.10.21

10

20

30

40

50

り下方位置において設けられている。また、後係合部材１３０２は、基板１３０５ａに支
点１３０２ａ回りに正逆方向に回転可能に取り付けられており、先端部には係合爪１３０
２ｂが設けられている。係合爪１３０２ｂは筐体１の内側面に設けられた係合部１３１０
（図９４参照）に係脱可能に係合するものである。また、基板１３０５ａとフランジ部１
３０５ｄが設けられている側（後側）の壁１３０５ｂ（図９０において左側の壁１３０５
ｂ）とにまたがって、これら基板１３０５ａと壁１３０５ｂの交差部１３０５ｉに縦長の
スリット状の開口部１３１１（図９１参照）が設けられており、この開口部１３１１を貫
通して後係合部材１３０２の先端部が壁１３０５ｂから図９０において左側に突出して設
けられている。
　そして、後係合部部材１３１１の突出している先端部が開口部１３１１の下端に当接し
ている場合に、当該係合爪１３０２ｂは係合部１３１０に係合している。
　係合部１３１０は、図９４に示すように、矩形板状の取付板１３１０ｂとこの取付板１
３１ｂの長手方向に沿う先端縁部に当該取付板１３１０ｂと直角に設けられた矩形板状の
先端部１３１０ａとを有する、平断面視において断面Ｌ形の金具で構成されている。
　そして、この係合部１３１０は、筐体１の内側面（図９４において向かって右側の内側
面）の上部に取付板１３１０ｂをその長辺を上下に向け、かつ先端部１３１０ａを手前側
（筐体１の奥側と反対側）に向けて、取り付けられている。そして、係合部１３１０の先
端部１３１０ａに前記後係合部材１３０２の係合爪１３０２ｂが係合するようになってい
る。なお、先端部１３１０ａは筐体１の内側面に対してほぼ直角（図９４中左方向）に立
ち上がっており、先端縁が上下方向に沿っている。
【０２６５】
　後係合部材１３０２は、図９０に示すように、支点１３０２ａを軸として、時計回り（
正方向）に回転することによって、係合爪１３０２ｂと係合部１３１０との係合が解除さ
れるようになっている。
　また、後係合部材１３０２はばね１３１２によって図９０において反時計回り（逆方向
）に付勢されている。すなわち、ばね１３１２はねじりばねであり、その一端部が基板１
３０５ａに設けられた係止部１３０５ｇに係止され、他端部が後係合部材１３０２に設け
られた係止部１３０２ｃに係止されている。ばね１３１２はその一端部と他端部とが近付
くように圧縮された状態で、係止部１３０５ｇ，１３０２ｃに係止されており、また、係
止部１３０２ｃは支点１３０２ａより図９０において上側でかつ係合爪１３０２ｂと反端
側（右側）に設けられている。これによって、ばね１３１２は後係合部材１３０２を図９
０において反時計回りに付勢している。
　また、後係合部材１３０２には、支点１３０２ａと係合爪１３０２ｂとの間において、
つまり支点１３０２ａより係合爪１０３２ｂ側に、凸部１３０２ｄが、図９０における紙
面前方向（遊技機に取り付けた状態における遊技者から向かって左方向）に突出して設け
られており、この凸部１３０２ｄが操作部材１３０３に設けられた開口部１３０３ａに挿
入されている。そして、後係合部材１３０２がばね１３１２によって図９０において反時
計回り（逆方向）に付勢されているが、凸部１３０２ｄが操作部材１３０３の後述する後
操作部材１３１４の上端に当接することで、後係合部材１３０２のそれ以上の反時計回り
（逆方向）の回動が阻止されている。
　なお、後係合部材１３０２の上端部（係合爪１３０２ｂでない部分）が、開口部１３１
１の上端に当たって、後係合部材１３０２のそれ以上の反時計回り（逆方向）の回動が阻
止されるように構成してもよい。
【０２６６】
　操作部材１３０３は、取付フレーム１３０５の長手方向に沿って延在する長尺部材であ
り、上下に移動可能となるように取付フレーム１３０５に取り付けられている。
　また、操作部材１３０３は、前係合部材１３０１をばね１３０７の付勢力に抗して回転
させる前操作部材１３１３と、この前操作部材１３１３の長手方向中央部より上方側にお
いて当該前操作部材１３１３に重ねて配置されて、後係合部材１３０２をばね１３１２の
付勢力に抗して回転させる後操作部材１３１４とを備えている。
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【０２６７】
　前操作部材１３１３は取付フレーム１３０５の上端部から下端部に向けて延在する長尺
な板状のプレートで構成されており、当該前操作部材１３１３の下端部には、作業者が操
作部材１３０３を操作する際に把持する把持部１３１３ａが設けられている。
　前操作部材１３１３は上下に移動可能となるように取付フレーム１３０５に取り付けら
れている。すなわち、取付フレーム１３０５の上下端部にそれぞれピン１３１５が立設さ
れており、このピン１３１５を前操作部材１３１３の上下端部にそれぞれ設けられた長孔
１３１３ｂに上下に摺動可能に挿通することによって、前操作部材１３１３が上下に移動
可能となっている。
　また、前操作部材１３１３はそれに設けられた長孔１３１３ｂの下端にピン１３１５が
当接することで上方向への移動が規制され、長孔１３１３ｂの上端にピン１３１５が当接
することで下方への移動が規制されるようになっている。
【０２６８】
　前記開口部１３０３ａは前操作部材１３１３に設けられ、この開口部１３０３ａに前係
合部材１３０１の凸部１３０１ｄが挿入され、図９０に示す状態において、凸部１３０１
ｄは開口部１３０３ａの上端部に当接している。
　したがって、作業者が把持部１３１３ａを把持して、前操作部材１３１３を下方（第１
方向）に移動させることによって、開口部１３０３ａの上端によってそれぞれの凸部１３
０１ｄが下方に押されることで、前係合部材１３０１がばね１３０７の付勢力に抗して図
９０において時計回りに回転して、前係合部材１３０１と上扉３０との係合を解除できる
ようになっている。
【０２６９】
　後操作部材１３１４は、前操作部材１３１３より短い板状のプレートで構成されており
、その上下端部には上下に長尺な長孔１３１４ａがそれぞれ設けられている。また、後操
作部材１３１４には、長孔１３１４ａ，１３１４ａの間において上下に長尺なガイド孔１
３１４ｂ，１３１４ｂがそれぞれ設けられている。
　一方、前操作部材１３１３には、ピン１３１６，１３１６が上下に離間して立設されて
いるとともに、ピン１３１６，１３１６間においてスライダ１３１７，１３１７が上下に
離間して設けられている。
　そして、ピン１３１６およびスライダ１３１７を長孔１３１４ａおよびガイド孔１３１
４ｂにそれぞれ上下に摺動可能に挿通することによって、後操作部材１３１４が上下に移
動可能となっている。
　また、後操作部材１３１４はそれに設けられた長孔１３１４ａの下端にピン１３１６が
当接することで上方向への単独での移動が規制され、長孔１３１４ａの上端にピン１３１
６が当接することで下方への単独での移動が規制されるが、ピン１３１６は前操作部材１
３１４に設けられているので、前操作部材１３１３が上方に移動してそのピン１３１６が
長孔１３１３ａの上端に当接すると、それ以降は前操作部材１３１３に押されて上方に移
動し、前操作部材１３１３が下方に移動してそのピン１３１６が長孔１３１３ａの下端に
当接すると、それ以降は前操作部材１３１３に押されて下方に移動するようになっている
。
【０２７０】
　図９０に示す状態において、ピン１３１６は長孔１３１４ａの上端部に当接している。
したがって、この状態において、前操作部材１３１３を上方に移動させると、後操作部材
１３１４がピン１３１６によって上方に押されて、当該後操作部材１３１４が上方に移動
するようになっている。
　後係合部材１３０２の凸部１３０２ｄは、後操作部材１３１４の上端に当接しているの
で、作業者が把持部１３１３ａを把持して、前操作部材１３１３を上方に移動させること
によって、後係合部材１３０２がばね１３１２の付勢力に抗して図９０において時計回り
に回転して、後係合部材１３０２と筐体１の係合部１３１０との係合を解除できるように
なっている。
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【０２７１】
　また、図８９および図９５に示すように、上扉３０には、前係合部材１３０１が上扉３
０に係合している状態において、操作部材の上方への移動を阻止するストッパ１３２０が
設けられている。
　すなわち、上扉３０のフレーム３０ａの右辺を形成する前面壁３０ｂに設けられた板金
３０ｇには、上扉３０の裏面側から右斜め後方（図９６の前左方）へ突出する矩形板状の
ストッパ１３２０が設けられている。
　一方、操作部材１３０３の前操作部材１３１３の下端部には、当該前操作部材１３１３
の表面から図９５中左方（図９０中前方）へ突出する矩形板状の突出部１３２１が設けら
れている。
　また、図２および図９６に示すように、上扉３０のフレーム３０ａの右辺を形成する前
面壁３０ｂに設けられた板金３０ｇには、係合部３０ｄ，３０ｄが上下に離間して設けら
れている。この係合部３０ｄは内周部分３０ｆから図９６中左方に突出する矩形板状のプ
レートによって形成されており、その下縁側から前係合部材１３０１の係合爪１３０１が
係合部３０ｄの前方となる面に係合することによって、係合部３０ｄに前係合部材１３０
１，１３０１の係合爪１３０１ｂが係合するようになっている。
　また、図８９に示すように、上扉３０のフレーム３０ａの右辺を形成する縦部材にはス
トッパ１３２０より上方位置において、係合凸部１３２２が上扉３０の裏面側から後方に
突出して設けられ、一方、施錠ユニット１３００の上下方向の中央部より下側に、係合凹
部１３２３が設けられている。
【０２７２】
　そして、上扉３０が閉じている状態において、つまり前係合部材１３０１の係合爪１３
０１ｂが上扉３０の係合部３０ｄに係合している状態において、係合凸部１３２２が係合
凹部１３２３に係合するとともに、ストッパ１３２０が突出部１３２１に上方から当接し
ている。この当接している状態において、ストッパ１３２０は平面視において突出部１３
２１と交差している。このように、上扉３０が閉じている状態では、ストッパ１３２０に
よって前操作部材１３１３の上方への移動が阻止されるとともに、係合凸部１３２２が係
合凹部１３２３に係合することによって、上扉３０の上下左右と後方への移動が規制され
ている。
【０２７３】
　また、施錠ユニット１３００は、後係合部材１３０２と筐体１の係合部１３１０との係
合を解除した状態を保持する保持機構１３３０を備えている。
　すなわち、図９０に示すように、取付フレーム１３０５の基板１３０５ａの上下方向略
中央部には、前レバー１３３１が支点１３３１ａ（図９１参照）回りに正逆方向に回転可
能に設けられている。また、基板１３０５ａとフランジ部１３０５ｄが設けられていない
側（前側）の壁１３０５ｂ（図９０において右側の壁１３０５ｂ）とにまたがって、これ
ら基板１３０５ａと壁１３０５ｂの交差部１３０５ｈ（図９１参照）に縦長のスリット状
の開口部１３３２（図９１参照）が設けられており、この開口部１３３２を貫通して前レ
バー１３１１の先端部１３３１ｂが壁１３０５ｂから図９０において右側に突出している
。
　また、前レバー１３３１に設けられた係止部１３３１ｃと、後操作部材１３１４に設け
られた係止部１３１４ｃとにスプリング１３３３が掛けられている。
　また、後操作部材１３１４の下端部には係合凹部１３３４，１３３５が上下二段に設け
られており、当該係合凹部１３３４，１３３５に、前レバー１３３１に設けられた凸部１
３３１ｄが係合可能となっている。また、係合凹部１３３５は係合凹部１３３４より前後
方向（図９０において左右方向）への深さが深くなっている。
　凸部１３３１ｄは、支点１３３１ａ（図９１参照）より図９０において左側において、
図９０における紙面前方向（遊技機に取り付けた状態における遊技者から向かって左方向
）に突出して設けられている。
【０２７４】
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　図９０に示す状態、すなわち、後係合部材１３０２と筐体１の係合部１３１０とが係合
している状態において、前レバー１３３１の凸部１３３１ｄは上段の係合凹部１３３４の
後部（図９０中左方）に係合している。また、図９３に示す状態、すなわち、後係合部材
１３０２と筐体１の係合部１３１０との係合を解除した状態において、後操作部材１３１
４が上方（第２方向）に移動しているので、この後操作部材１３１４によって、スプリン
グ１３３３が上方に引張られることで、前レバー１３３１が図９３において反時計回りに
回転する。これによって、前レバー１３３１の凸部１３３１ｄが反時計回りに回転するの
で、上段の係合凹部１３３４から外れて下段の係合凹部１３３５に係合する。
　この状態において、前レバー１３３１はスプリング１３３３によって図９３において反
時計回りに付勢されているので、凸部１３３１ｄの係合凹部１３３５への係合状態が保持
される。したがって、後操作部材１３１４は上昇した位置で保持されるので、後係合部材
１３０２の凸部１３０２ｄ下方への移動が阻止され、これによって、後係合部材１３０２
と筐体１の係合部１３１０との係合を解除した状態が保持される。
　なお、本実施の形態では、上述したように、前レバー１３３１の凸部１３３１ｄが反時
計回りにして、上段の係合凹部１３３４から外れて下段の係合凹部１３３５に係合するよ
うにしたが、これに代えて、凸部１３３１ｄが係合凹部１３３５を形成する上端部分や、
後端（図９０において右端）に当接したり、あるいは前レバー１３３１が前記開口部１３
３２の上端に当接するようにしてもよい。
【０２７５】
　また、図９０に示すように、施錠ユニット１３００は、上扉３０を閉じることで、保持
機構１３３０による保持状態を解除して、後係合部材１３０２を筐体１の係合部１３１０
に係合させる保持解除係合機構１３４０を備えている。
　すなわち、前レバー１３３１の先端部１３３１ｂの先端１３３１ｅは円弧面状に形成さ
れており、この円弧面状の先端１３３１ｅに上扉３０のフレーム３０ａの右辺を形成する
前面壁３０ｂの裏面（後方の面）が当たると、この前面壁３０ｂによって前レバー１３３
１の先端１３３１ｅが下方に向かう力を受ける。このため、前レバー１３３１はスプリン
グ１３３３の付勢力に抗して、図９０において時計回りに回転し、これによって、凸部１
３３１ｄが係合凹部１３３５から外れて、係合凹部１３３４に係合する。すると、後操作
部材１３１４は下方に移動可能となるので、後係合部材１３０２がばね１３１２およびス
プリング１３３３の付勢力によって、図９０において反時計回りに回転するとともに、後
操作部材１３１４が下方に移動して、後係合部材１３０２の係合爪１３０２ｂが筐体１の
係合部１３１０に係合することになる。また、このとき凸部１３３１ｄが係合凹部１３３
４に係合する。
【０２７６】
　本実施の形態の遊技機では、図８８および図９０に示す状態、すなわち前扉３の上扉３
０が筐体１の正面開口部の上部を閉じている状態で、作業者が操作部材１３０３の把持部
１３１３ａを把持して、下方に引張って、前操作部材１３１３を下方に移動させると、係
合解除機構１３０４によって、前係合部材１３０１と上扉３０との係合が解除される。
　すなわち、図９０に示した状態において、前操作部材１３１３を下方に移動させると、
図９２に示すように、前係合部材１３０１の凸部１３０１ｄが前操作部材１３１３の開口
部１３０３ａの上端によって下方に押される。これによって、前係合部材１３０１が図９
２において時計回りに回転して、その先端部の１３０１ｂが上扉３０の係合部３０ｄから
外れて、前係合部材１３０１と上扉３０との係合が解除される。
　この状態では、図９５に示すように、ストッパ１３２０が前操作部材１３１３の突出部
１３２１に上から当接していることによって前操作部材１３１３の上方への移動が阻止さ
れている。
【０２７７】
　次に、作業者が上扉３０を開くと、ストッパ１３２０が突出部１３２１から外れて、前
操作部材１３１３は上方への移動が可能となるので、作業者が把持部１３１３ａを把持し
て前操作部材１３１３を上方に移動させる。
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　すると、図９３に示すように、前操作部材１３１３のピン１３１６が後操作部材１３１
４の長孔１３１４ａの上端に当接しているので、このピン１３１６によって、後操作部材
１３１４が上方に押される。後操作部材１３１４が上方に押されて移動すると、当該後操
作部材１３１４の上端によって後係合部材１３０２の凸部１３０２ｄが上方に押される。
これによって、後係合部材１３０２はばね１３１２の付勢力に抗して、図９３において時
計回りに回転するので、後係合部材１３０２の係合爪１３０２ｂが筐体１の係合部１３１
０から外れて、交換ユニット２が筐体１から取り出し可能となる。
【０２７８】
　一方、保持機構１３３０によって、後係合部材１３０２と筐体１の係合部１３１０との
係合を解除した状態が保持される。
　すなわち、図９３に示すように、後係合部材１３０２と筐体１の係合部１３１０との係
合を解除する際に、後操作部材１３１４がスプリング１３３３の付勢力に抗して上方に移
動する。
　そして、この後操作部材１３１４によって、スプリング１３３３が上方に引張られるこ
とで、前レバー１３３１が反時計回りに回転する。これによって、前レバー１３３１の凸
部１３３１ｄが図９３において反時計回りに回転するので、この凸部１３３１ｄが上段の
係合凹部１３３４から外れて下段の係合凹部１３３５に係合する。なお、前レバー１３３
１が反時計回りに回転して開状態（後係合部材１３０２の開放状態）の位置に来たときで
も、前レバー１３３１が少し上方に移動するにもかかわらず、スプリング１３３３は、後
操作部材１３１４が上昇したことによってテンションがかかった状態となる。
　この状態において、前レバー１３３１はスプリング１３３３によって図９３において反
時計回りに付勢されているので、凸部１３３１ｄの係合凹部１３３５への係合状態が保持
される。したがって、後操作部材１３１４は上昇した位置で保持されるので、後係合部材
１３０２と筐体１の係合部１３１０との係合を解除した状態が保持される。
　その後、作業者が交換ユニット２を筐体１から引き出すことによって取り外す。
【０２７９】
　筐体１から取り外され、調整等がなされた交換ユニット２、または新たな交換ユニット
２を筐体１に再び取り付ける場合、当該交換ユニット２を筐体１の奥側に押し込む。
　そして、後係合部材１３０２が開いている状態、つまり、図９３に示すように、前レバ
ー１３３１が上方に回転しており、当該前レバー１３３１の凸部１３３１ｄが後操作部材
１３１４の係合凹部１３３５に係合している状態の交換ユニット２の場合、当該交換ユニ
ット２を筐体１の奥側の所定に位置に設ける。
　この状態において、後係合部材１３０２の係合爪１３０２ｂは筐体１の係合部１３１０
より上方位置にあり、当該係合部１３１０と係合していない。
【０２８０】
　次に、上扉３０を閉める。すると、上扉３０のフレーム３０ａの右辺を形成する前面壁
３０ｂが前レバー１３３１の先端１３３１ｅに当たる。これによって、前レバー１３３１
の先端１３３１ｅが下方に向かう力を受けるので、前レバー１３３１はスプリング１３３
３の付勢力に抗して、図９３において時計回りに回転し、これによって、凸部１３３１ｄ
が係合凹部１３３５から外れて、係合凹部１３３４に係合するとともに、後操作部材１３
１４はスプリング１３３３によって下方に引張られる。そして、後係合部材１３０２がば
ね１３１２の付勢力によって、反時計回りに回転して、後係合部材１３０２の係合爪１３
０２ｂが筐体１の係合部１３１０に係合する。
　また、上扉３０を閉め始めると、前係合部材１３０１の係合爪１３０１ｂの傾斜面に、
上扉３０の係合部３０ｄの先端（下端）が当たる。係合爪１３０１ｂの傾斜面は奥側に向
かうほど上方に傾斜しているので、この傾斜面に係合部３０ｄの先端（下端）が当たると
、係合部３０ｄによって係合爪１３０１ｂがばね１３０７の付勢力に抗して開き（図９３
において時計回りに回転し）、さらに上扉３０を閉めることによって、係合爪１３０１ｂ
が係合部３０ｄの先端（下端）を越えると、係合爪１３０１ｂがばね１３０７の付勢力に
よって、閉じ（図９３において反時計回りに回転し）、係合部３０ｄに係合する。これに
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よって、上扉３０が閉じた状態でロックされる。
【０２８１】
　一方、後係合部材１３０２が閉じている状態、つまり、図９０に示すように、前レバー
１３３１が下方に回転しており、当該前レバー１３３１の凸部１３３１ｄが後操作部材１
３１４の係合凹部１３３４に係合している状態の交換ユニット２の場合、当該交換ユニッ
ト２を筐体１の奥側に押し込むと、後係合部材１３０２の係合爪１３０２ｂの傾斜面に、
筐体１の係合部１３１０の先端部１３１０ａが当たる。係合爪１３０２ｂの傾斜面は奥側
に向かうほど上方に傾斜しているので、この傾斜面に係合部１３１０の先端部１３１０ａ
が当たると、係合部１３１０によって係合爪１３０２ｂがばね１３１２の付勢力に抗して
開き（図９０において時計回りに回転し）、さらに筐体１を押し込むことによって、係合
爪１３０２ｂが係合部１３１０の先端部１３１０ａを越えると、係合爪１３０２ｂがばね
１３１２の付勢力によって、閉じ（図９０において反時計回りに回転し）、係合部１３１
０に係合する。係合した後は、ばね１３１２の付勢力によって係合爪１３０２ｂが係合部
１３１０に安定して係止する。
　その後、上扉３０を閉じると、上述したように、係合爪１３０１ｂが係合部３０ｄに係
合し、上扉３０が閉じた状態でロックされる。
【０２８２】
　このように、交換ユニット２を筐体１の奥側に押し込み、上扉３０を閉めることによっ
て、交換ユニット２を筐体１に固定できるとともに、上扉３０を閉じた状態で固定（ロッ
ク）できる。
【０２８３】
　以上のように本実施の形態によれば、左側部（一側部）に上扉３０が設けられた交換ユ
ニット２の右側部（他側部）に施錠ユニット１３００が設けられているので、施錠ユニッ
ト１３００を設けたことによる上扉３０の重量増を防止することがきる。このため、上扉
３０を支持するヒンジ１００等への負担を抑制できるとともに、上扉３０の開閉をスムー
ズに行える。
【０２８４】
　また、施錠ユニット１３００は操作部材１３０３を有し、この操作部材１３０３を下方
に引っ張ることによって、施錠されている上扉３０が解錠されるが、操作部材１３０３を
下方に引っ張っても、その力が上扉３０にかかることがない。したがって、上扉３０を支
持するヒンジ１００等に負担がかかることがなく、上扉３０の開閉をスムーズに行える。
　また、上扉３０を開放する際に、解錠状態が維持されるまでは、操作部材１３０３を下
に押し下げながら上扉３０を手前に引かなければならず、このとき、上扉３０に施錠ユニ
ット１３００が設けられているとヒンジ１００に負担がかかってしまうが、本実施の形態
ではヒンジ１００に負担がかからなくて済む。
　さらに、施錠ユニット１３００が交換ユニット２の右側部（他側部）に設けられている
ので、施錠ユニット１３００を筐体１の側壁に設ける場合と異なり、交換ユニット２の交
換に伴う上扉３０と施錠ユニット１３００との微妙なズレが生じることがない。このため
、施錠ユニット１３００によって上扉３０を確実に施錠できる。
【０２８５】
　また、施錠ユニット１３００が筐体１に係脱可能に係合する後係合部材（係合部材）１
３０２を備えているので、交換ユニット２を筐体１に装填する場合に後係合部材１３０２
が筐体１に係合することによって、交換ユニット２を筐体１に確実に固定でき、また、後
係合部材１３０２が筐体１から外れることによって、交換ユニット２を筐体１から容易に
取り外すことができる。
　すなわち、作業者が操作部材１３０３の前操作部材１３１３を下方に移動させると、係
合解除機構１３０４によって、前係合部材１３０１の係合爪１３０１ｂと上扉３０の係合
部３０ｄとの係合が解除されるので、上扉３０を開くことができ、次いで、作業者が前操
作部材１３１３を上方に移動させることで、後操作部材１３１４を上方に移動させると、
係合解除機構１３０４によって、後係合部材１３０２と筐体１の係合部１３１０との係合
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が解除されるので、交換ユニット２を筐体１から取り外すことが可能となる。
　このように、操作部材１３０３の下方への移動によって、上扉３０を開くことができ、
操作部材１３０３の上方のへの移動によって、交換ユニット２を筐体１から取り外すこと
が可能となるので、交換ユニット２の取り外し作業を容易に行うことができる。
【０２８６】
　また、上扉３０に、前係合部材１３０１が上扉３０の係合部３０ｄに係合している状態
において、操作部材１３０３の上方への移動を阻止するストッパ１３２０が設けられてい
るので、上扉３０を開くために、前係合部材１３０１と係合部３０ｄとの係合を解除する
際に、間違えて操作部材１３０３を上方へ移動させて、後係合部材１３０２と筐体１との
係合を解除することがない。
　したがって、上扉３０を開いた後、操作部材１３０３を上方へ移動させて、後係合部材
１３０２と筐体１との係合を解除することができる。
【０２８７】
　さらに、施錠ユニット１３００は、後係合部材１３０２の係合爪１３０２ｂと筐体１の
係合部１３１０との係合を解除した状態を保持する保持機構１３３０を備えているので、
操作部材１３０３の上方のへの移動によって、後係合部材１３０２の係合爪１３０２ｂと
筐体１の係合部１３１０との係合が解除されて、交換ユニット２を筐体１から取り外すこ
とが可能となっている際に、保持機構１３３０によって、後係合部材１３０２と筐体１と
の係合を解除した状態が保持されるので、把持部１３１３ａを上に押し上げる操作をしな
がら交換ユニット２を引き抜かなくてもよく、交換ユニット２を筐体１から確実に取り外
すことができる。
【０２８８】
　加えて、施錠ユニット１３００は、上扉３０を閉じることで、保持機構１３３０による
保持状態を解除して、後係合部材１３０２の係合爪１３０２ｂを筐体１の係合部１３１０
に係合させる保持解除係合機構１３４０を備えているので、交換ユニット２を筐体１に装
填したうえで、上扉３０を閉じると保持解除係合機構１３４０によって、後係合部材１３
０２の係合爪１３０２ｂと筐体１の係合部１３１０との係合を解除した保持状態が解除さ
れて、後係合部材１３０２の係合爪１３０２ｂを筐体１の係合部１３１０に係合させるの
で、保持状態のままで設置して放置したとしても交換ユニット２が筐体１に固定されてい
ない状態で放置されることがなく、交換ユニット２を確実に筐体１に固定できる。
【０２８９】
　なお、本実施の形態では、操作部材１３０３を下方に移動させることによって、前係合
部材と前扉との係合を解除し、操作部１３０３を上方に移動させることにより、後係合部
材と筐体との係合を解除するようにしたが、本発明では、その逆、つまり操作部材１３０
３を上方に移動させることによって、前係合部材と前扉との係合を解除し、操作部１３０
３を下方に移動させることにより、後係合部材と筐体との係合を解除するようにしてもよ
い。また、操作部材１３０３の移動方向は上下に限らず、横方向やその他の方向としても
よい。
　また、本実施の形態では、前扉３を上扉３０と下扉４０に分けた構造としたが、前扉３
を一体のものとしてもよい。この場合、施錠ユニット１３００の前係合部材１３０２を前
扉３に係脱可能にすればよい。
　また、本実施の形態では、交換ユニット２のヒンジ１００が設けられている一側部と反
対側の他側部に施錠ユニット１３００を設けたが、これに代えて、交換ユニット２の一側
部と反対側の他側部側にある筐体１の側壁部に設けてもよい。
【０２９０】
　次に、本実施の形態の筐体１の開口枠部材１４０２（補強枠３０１）の表面の凹凸形状
について説明する。
　図９７に示す筐体１は、遊技者側に向かって開口する箱体１４０１（筐体本体３００）
と、箱体１４０１の開口の部分に設けられる開口枠部材１４０２（補強枠３０１）とを備
える。箱体１４０１は、合成樹脂製のものであり、上面より底面が前後方向に広く、上部
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の前縁より下部の前縁が前に出るように遊技者側の開口部が斜めとなっている。なお、筐
体１は、図１４に示す筐体１と同じものである。
【０２９１】
　図９８および図９９に示すように、開口枠部材１４０２は、筐体１の開口部分の左側部
となる左の押出形材１４０３（左の補強フレーム３０４）と、開口部分の右側部となる右
の押出形材１４０４（右の補強フレーム３０５）と、開口部分の上部となる上の押出形材
１４０５（上の補強フレーム３０２）と、開口部分の下部となる押出形材１４０６（下の
補強フレーム３０３）とを備える。これら押出形材１４０３～１４０６は、箱体１４０１
（筐体本体３００）に固定されて面一形状で四角枠状に組まれ、四角枠の各角部で接合さ
れている。
【０２９２】
　また、開口枠部材１４０２の左の押出形材１４０３には、上述のように上扉３０が回転
自在に接続されるとともに、リールユニット２２等を有する交換ユニット２が接続されて
いる。なお、この遊技機としてのスロットマシンＭでは、機種を変更する際に、スロット
マシンＭ全体を交換するのではなく、上扉３０を有する交換ユニット２を交換するように
なっており、機種の交換時に筐体１、下扉４０および筐体１内の電源ユニットやホッパ装
置等は、遊技店の島設備に取り付けられたままで、交換されないようになっている。した
がって、本実施の形態では、筐体１が長期に用いられ、開口枠部材１４０２が傷着くよう
な場合が多くなる。
【０２９３】
　また、開口枠部材１４０２は、アルマイト処理されていないアルミ（アルミニウム、各
種アルミニウム合金を含む）製であり、表面を含む全体が導電性を有し、島設備に遊技機
を設置した際に、開口枠部材１４０２がアースされ、開口枠部材１４０２に接触する遊技
機の各部材は、開口枠部材１４０２を介してアースされるようになっている。
【０２９４】
　開口枠部材１４０２は、箱体１４０１の斜めの開口部分に対応して、上の押出形材１４
０５より下の押出形材１４０６が前に配置されるように斜めとなる形状であり、左右の押
出形材１４０３．１４０４は上より下が前となるように斜めに配置されている。これら押
出形材１４０３～１４０６は、アルミを押出成形したものであり、成形後に穴あけや切断
等が行われた部分を除いて、長さ方向（押出成形時の押出方向）のいずれの位置でも断面
形状が同じになっている。
【０２９５】
　左右の押出形材１４０３、１４０４は、長手方向に直交する方向に沿った断面の断面形
状が左右逆となっているが、それ以外は同じ形状となっている。以下に、図１００～図１
０３を用いて右の押出形材１４０４を説明するが、左の押出形材１４０３も左右が逆なこ
とを除いて右の押出形材１４０４と同様の形状となっている。押出形材１４０４は、例え
ば、アルミサッシなどに用いられる押出形材と同様に複雑な断面形状をしており、必要な
強度を保持しながら、軽量化や材料の削減による低コスト化が図られている。図１００お
よび図１０２に示すように、開口枠部材１４０２に用いた場合に外側となる面が凹凸面１
４１０となっている。
【０２９６】
　図１０１および図１０３に示すように凹凸面１４１０は、上下方向に直線状（帯状）の
溝１４１１（凹部）を等間隔に多数配置したものであり、これら溝１４１１同士の間が直
線状（帯状）の突条１４１２（凸部）となっている。これら溝１４１１と突条１４１２と
は、押出形材１４０４の幅の間に多数配置されることで、細く線状に近い状態に見え、押
出形材１４０４の凹凸面１４１０を鏡面より粗面に近い状態として、傷が付いても傷が鏡
面より目立たないようにしている。凹凸面１４１０は、成形（例えば、押出成形等）によ
り形成された凹部である溝１４１１と、それらの間に成形により形成れた凸部である突条
１４１２とにより構成されたものであり、これら溝１４１１と突条１４１２からなる凹凸
による模様が開口枠部材１４０２の意匠性を高めている。
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【０２９７】
　本実施の形態において、図１０３に示すように、溝１４１１は、その底面が平面状で、
突条１４１２は、その断面形状が略半円状となっている。なお、溝１４１１および突条１
４１２の断面形状は、これに限られるものではなく、三角形、四角形等の多角形や、楕円
やそれ以外の外形が曲線となる形状であってもよい。なお、凸部である突条１４１２には
、凹凸模様が形成される部分の凹凸を略平均化して平坦な面とした仮想平面（言い換えれ
ば、凹凸による模様を無くした表面となる仮想平面）と平行な連続する平面がなく、仮想
平面に対して交差する方向に沿った平面および曲面のうちの少なくとも一方を有すること
が好ましい。すなわち、凸部が突条１４１２の場合に、突条１４１２が断面四角形で仮想
平面に平行な平面が連続して長くある状態よりも、突条１４１２が断面三角形で、仮想平
面に平行な連続する平面がなく、仮想平面に交差する方向に沿った平面（斜面）を有する
か、上述のように断面半円形で突条１４１２の表面が曲面となっていることが好ましい。
これにより、凹凸面１４１０に長い連続した傷が付くのを防止できるとともに、断続的な
傷ができる場合に、断続する各傷部分の長さを短くし、断続する各傷を点に近い形状にで
きる。これにより、傷をより目立ち難くすることができる。また、言い方を変えれば、各
凸部の先端部が平面でないか、または、先端面が同一平面内にない形状であることが好ま
しい。このような形状は、例えば、各凸部の先端面が仮想平面と平行でない場合や、凸部
の先端面が平面でなく、曲面の場合や、凸部の先端部分が尖っている形状を含むものであ
る。
【０２９８】
　本実施の形態では、突条１４１２の断面を三角形状ではなく半円状としている。押出成
形において、断面三角形の頂点部分（先端部分）を鋭く尖った形状とすることは難しく、
先端を丸めた形状とすることになる。また、断面三角形とし、先端部をできるだけ尖った
形状とすると、先端部が脆弱な構造となり、傷付き易くなる。本実施の形態では、図１０
３に示す突条の断面を、三角形状ではなく成形し易い略半円状としている。
【０２９９】
　また、溝１４１１および突条１４１２は、押出形材１４０４を押出成形する際に、金型
（ダイス）の内面に形成された凹凸により形成されるもので、押出成形時の押出方向に沿
って設けられている。したがって、溝１４１１および突条１４１２は、押出形材１４０４
の成形後に後加工（表面加工）したものではなく、成形時に形成されたものである。した
がって、ダイス以外のコストは基本的に必要なく、ヘアライン研磨加工等に比較して低コ
ストに実施可能である。
【０３００】
　また、本実施の形態の押出形材１４０３～１４０６には、成形後の表面加工が行われて
おらず、アルマイト処理も行われていない。したがって、押出形材１４０３～１４０６か
らなる開口枠部材１４０２は、アルマイト処理をした場合に比較して表面が傷つき易くな
っているが、アルマイト処理を行わないことによりコストの削減が図られている。
【０３０１】
　このような押出形材１４０３、１４０４を備える開口枠部材１４０２にあっては、上述
のように表面に溝１４１１と突条１４１２を設けて表面を粗面または粗面に近い状態とし
ているので、表面に傷がついても、鏡面に比較して傷が目立たない状態となる。また、溝
１４１１と突条１４１２を多数形成することにより、ヘアライン研磨処理をした場合と異
なる外観ではあるが、ヘアライン加工処理を施した場合と同様に外観の見栄えを向上する
ことができる。
【０３０２】
　なお、筐体１を島設備に設置した場合に、筐体１の開口枠部材１４０２が島設備から露
出した状態となるが、開口枠部材１４０２の全てではなく前側の部分が露出する。また、
開口枠部材１４０２は、上部より下部が前に出るように斜めに配置されるので、左右の押
出形材１４０３、１４０４の外面側において、下になるほど露出部分が多くなる。また、
上の押出形材１４０５は、露出部分が少なくなる。また、下の押出形材１４０６は、上の
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押出形材１４０５に比較して前に突出することになるが外面が底面となる。下扉４０を閉
めても、下の押出形材１４０６の外面が露出する場合があるが、いずれにしろ下の押出形
材１４０６の外面は、遊技時の遊技者から見えないので、凹凸による模様（溝、突条等）
がない。また、上の押出形材１４０５は、上扉３０を閉めた状態で外面となる上面が少し
だけ露出した状態となるが、遊技時に遊技者からは見えないので凹凸による模様（澪、突
条等）がない。なお、開口枠部材１４０２の遊技者から見えない部分に凹凸による模様を
設けてもよい。
【０３０３】
　なお、開口枠部材１４０２は、押出成形された押出形材１４０３～１４０６が枠状に組
まれたものでなくともよく、例えば、ロール成形やプレス成形された枠形成用部材を枠状
に組んでもよい。また、プレス成形された枠形成用部材を枠状に組むのではなく、開口枠
部材１４０２を一体にプレス成形して設けてもよい。
【０３０４】
　プレス成形により形成された凹凸による模様は、互いに平行で直線的な溝１４１１と突
条１４１２とによるものでなくてもよく、様々な凹凸模様を形成可能である。但し、凹凸
面１４１０と、プレス方向の関係によって形成可能な凹凸模様が制限される。また、凹凸
による模様は、規則的であってもよいし、不規則的であってもよく、例えば、各溝１４１
１の幅が一定であってもランダムであってもよい。ロール成形による凹凸の模様も成形方
向によって制限されるが、例えば、溝１４１１や突条１４１２のような連続的なものでは
なく、断続的なもの、例えば、断続的に突起や凹みが等間隔で設けられるような模様であ
ってもよい。
【０３０５】
　次に、本実施の形態の遊技機のホッパーユニット５のアース構造について説明する。筐
体１内部のホッパーユニット５の部分を示す図１０４と、ホッパーユニット５を示す図１
０４Ａと、筐体１内部のホッパーユニット５の部分の概略図である図１０５に示すように
、この筐体１の内部には、ホッパーユニット５が配置されている。図１０４Ｂに示すよう
に、上述の筐体１は、導電性であるアルミ製の開口枠部材１４０２と、合成樹脂製の箱体
１４０１とからなっている。開口枠部材１４０２は遊技者側に開口する箱体１４０１の開
口縁１５３０に取り付けられる。
【０３０６】
　ホッパーユニット５は、ホッパー装置として、スロットマシンＭに投入されたメダル（
遊技媒体）や、補給されたメダルを貯留するメダル貯留部１５０１と、その下側でメダル
貯留部１５０１に貯留されたメダルを役の入賞やクレジットされたメダルの返却に応じた
数で払い出すメダル払出装置１５０２とを備える。また、ホッパーユニット５は、その底
部の左右側部にそれぞれ後述の左右のガイドレール（ガイド部材）１５０４に案内されて
筐体１の底部上面をスライド移動する導電性のスライダ（導電部材）１５０３を備える。
【０３０７】
　筐体１の底部には、ホッパーユニット５を設定された配置位置に配置する場合の左右の
スライダ１５０３の位置に対応して、左右のガイドレール１５０４が設けられている。
【０３０８】
　左右のスライダ１５０３は、図１０５に示すように、ホッパーユニット５の下端部から
左または右に突出するとともに、スロットマシンＭの前後方向に沿って配置されている。
また、図１０６および図１０７に示すように、スライダ１５０３は、ホッパーユニット５
の下側に突出した状態となって、ホッパーユニット５の最も下側の部分を構成しており、
ホッパーユニット５の左右の脚となっている。
【０３０９】
　また、図１０８および図１１０に示すように、スライダ１５０３は、略水平に配置され
、筐体１の底部上面に接触するベース板部１５０５と、ベース板部１５０５の左右いずれ
かの側縁部から上に立ち上がる固定部１５０６とを備えている。ベース板部１５０５と固
定部１５０６とは、互いに直角に配置されている。また、固定部１５０６の前後方向の中
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央部分に傾斜部１５０７が設けられ、傾斜部１５０７がベース板部１５０５に対して直角
より少し開いくように傾斜した状態とされている。スライダ１５０３は、ホッパーユニッ
ト５の下端部の左右いずれかの側板部分にビス止めされている。このビス止め部分におい
て、ホッパーユニット５のアースを必要とする部分とスライダ１５０３がアース接続され
ている。
【０３１０】
　図１０８、図１０９および図１０９Ａに示すように、ガイドレール１５０４は、箱体１
４０１の底部に固定される略水平で板状のベース部１５１１と、ベース部１５１１に略垂
直な接続部１５１２を介して接続されるレール本体部１５１３と、レール本体部１５１３
の後端部から下方に延出して、箱体１４０１に設けられたスリットに挿入されるストッパ
１５１４とを備える。右のガイドレール１５０４では、細板状で長尺なベース部１５１１
をその長手方向を前後方向に沿わせて箱体１４０１の底部に固定した状態で、レール本体
部１５１３がベース部１５１１の左側に隣接して前後方向に延在するとともに、箱体１４
０１（筐体１）の底部の上面との間に間隔をあけて配置されている。
【０３１１】
　左のガイドレール１５０４では、細板状で長尺なベース部１５１１をその長手方向を前
後方向に沿わせて箱体１４０１の底部に固定した状態で、レール本体部１５１３がベース
部１５１１の右側に隣接して前後方向に延在するとともに、箱体１４０１（筐体１）の底
部の上面との間に間隔をあけて配置されている。筐体１（箱体１４０１、開口枠部材１４
０２）の底部の上面とレール本体部１５１３との間に、スライダ１５０３のベース板部１
５０５が挿入されるようになっている。
【０３１２】
　筐体１の底部の上面とレール本体部１５１３との間の間隔は、スライダ１５０３のベー
ス板部１５０５の厚さより広く、筐体１の底部の上面とレール本体部１５１３との間にス
ライダ１５０３のベース板部１５０５を挿入した際に、ベース板部１５０５とレール本体
部１５１３との間にクリアランス１５１５（図１０５に矢印で図示）としての隙間があい
ている。これにより、筐体１の底部の上面とレール本体部１５１３との間にスライダ１５
０３のベース板部１５０５を容易に挿入することができるとともに、ガイドレール１５０
４に沿ってスライダ１５０３を容易にスライド移動することができる。左右のガイドレー
ル１５０４は、左右の接続部１５１２により、左右のスライダ１５０３の左右方向への移
動を規制し、左右のレール本体部１５１３によりスライダ１５０３の上方への移動を規制
している。さらに、ホッパーユニット５を筐体１内に設置する際に、ガイドレール１５０
４に沿ってスライダ１５０３を後方に移動すると、スライダ１５０３がガイドレール１５
０４のストッパ１５１４に当たり、スライダ１５０３の後方への移動が規制される。ガイ
ドレール１５０４は、ホッパーユニット５の筐体１内への設置時または取出時に、ホッパ
ーユニット５の前後方向への移動を案内するとともに、ホッパーユニット５の設置時にホ
ッパーユニット５をその設置位置に保持するようになっている。ホッパーユニット５は、
設置時にガイドレール１５０４とスライダ１５０３との係合により、上方への移動と左右
方向への移動と後方への移動が規制されている。また、前扉３（下扉４０）を閉めること
で、ホッパーユニット５の前方への移動が規制される。
【０３１３】
　スライダ１５０３およびガイドレール１５０４は、板金を加工したものであり、例えば
、鉄やステンレスやアルミ等の金属製で導電性を有するものである。
　筐体１の底部は、筐体１の本体となる合成樹脂製の箱体１４０１の底部と、箱体１４０
１の開口部分に配置され、かつ、アルミ製で導電性の開口枠部材１４０２の下の押出形材
１４０６とから構成される。
【０３１４】
　箱体１４０１の底部のガイドレール１５０４に沿ってスライダ１５０３が配置される部
分では、図１１１および図１１２に示すように、底部の上面が後部から前方に向かうにつ
れて低くなる傾斜面１５１７となっている。これにより、箱体１４０１と開口枠部材１４
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０２との接合部において、開口枠部材１４０２の下部を構成する押出形材１４０６の上面
１５２１の高さに対して、箱体１４０１の底部の開口枠部材１４０２との接合部分の上面
１５２２の高さが低くなっている。この開口枠部材１４０２の底部の上面１５２１の高さ
に対して、箱体１４０１の開口枠部材１４０２の接合部となる前縁部の底部の上面１５２
２の高さは、許容される製造誤差以上に低くなっている。したがって、箱体１４０１の底
部の前縁部の上面１５２２の高さが製造誤差により高くなり、開口枠部材１４０２の底部
の上面１５２１の高さが製造誤差により低くなっても、開口枠部材１４０２の底部の上面
１５２１の高さは、箱体１４０１の底部の前縁部の上面１５２２の高さより高くなってい
る。
【０３１５】
　なお、図１１１は、開口枠部材１４０２の押出形材１４０６と箱体１４０１の底部とス
ライダ１５０３のベース板部１５０５との断面部分だけを抜き出した図であり、図１１２
は、ホッパーユニット５の重心と支点とを説明するために開口枠部材１４０２の押出形材
１４０６と箱体１４０１の底部の断面形状等を簡略化して図示したものである。
　ここで、箱体１４０１の底部の開口枠部材１４０２との接合部分とは、図１１１におい
て、開口枠部材１４０２の底部の上面１５２１と、箱体１４０１の底部の前縁部の上面１
５２２とが上下に重なった部分である。
　また、箱体１４０１の底部上面のスライダ１５０３が配置される部分では、スライダ１
５０３の後端部が接触する接触部分の上面１５２３の高さが開口枠部材１４０２の底部の
上面１５２１の高さと同じになるように設計され、それより前側で箱体１４０１の底部の
上面が上述のように前に向かうにつれて低くなる傾斜面１５１７となっている。
【０３１６】
　スライダ１５０３の前端部分は、導電性の開口枠部材１４０２（押出形材１４０６）の
底部の上面に載って図１１２に示す接触部分１５２５で接触した状態となっている。ここ
で、筐体１の底部上において、スライダ１５０３のベース板部１５０５は、その前端部が
開口枠部材１４０２の底部の上面に接触し、その後端部が箱体１４０１の底部の上述の傾
斜面１５１７の最も高い位置と同じ高さとなる傾斜面１５１７の後側の上面に接触した状
態となっている。
【０３１７】
　また、図１１２に示すように、スライダ１５０３を含むホッパーユニット５の重心１５
１０の位置は、スライダ１５０３の後端部の箱体１の底部との接触位置（接触部分の前縁
１５２０）より前側、すなわち、開口枠部材１４０２側となっている。言い換えれば、ホ
ッパーユニット５の重心１５１０の位置より、スライダ１５０３の後端部の箱体１４０１
の底部との接触位置が開口枠部材１４０２から離れている。すなわち、接触位置が重心１
５１０の位置より後側となっている。
【０３１８】
　ここで、図１１１および図１１２に示すように、箱体１４０１のスライダ１５０３が配
置される部分には、箱体１４０１の前縁に向かって低くなる傾斜面１５１７となっている
とともに、この傾斜面１５１７の後側で箱体１４０１の底部の上面とスライダ１５０３の
ベース板部１５０５とが接触しており、接触部分の前縁１５２０を支点として、スライダ
１５０３は、開口枠部材１４０２が無いと仮定した場合に、スライダ１５０３は、前側が
下がるように回転移動可能な状態となっている。
【０３１９】
　本実施の形態において、開口枠部材１４０２の底部の上面（第１上面）の高さと、箱体
１４０１の底部の上述の傾斜面１５１７より後側のスライダ１５０３と接触する上面（第
２上面）の高さとが設計上同じとなっている。実際に遊技機を製造した場合には、製造誤
差により第１上面より第２上面が高くなるか、低くなる可能性がある。
【０３２０】
　このような遊技機にあっては、開口枠部材１４０２の底部の上面（第１上面）の高さが
、箱体１４０１の底部の上述の傾斜面１５１７より後側のスライダ１５０３と接触する上
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、スライダ１５０３のベース板部１５０５の平面状の底面が第１上面と第２上面との両方
に接触することになるか、少なくとも第１上面にスライダ１５０３が接触することになり
、スライダ１５０３と開口枠部材１４０２とが導通する。
【０３２１】
　開口枠部材１４０２の底部の第１上面の高さが、箱体１４０１の底部の第２上面の高さ
より低い場合には、ホッパーユニット５が筐体１内に設置された状態において、ホッパー
ユニット５の重心１５１０の位置より、スライダ１５０３の第２上面との接触位置が開口
枠部材１４０２から離れた位置にあるので、スライダ１５０３は、第２上面との接触位置
の前縁部分を支点として、ホッパーユニット５の重量に基づいて、前側が下がるように回
転移動し、開口枠部材１４０２と、スライダ１５０３の前縁部が接触することになる。実
際には、ホッパーユニット５を筐体１に設置した際に、第１上面と第２上面とが同じ高さ
でも、第１上面の方が第２上面より高くても、第２上面の方が第１上面より高くても、導
電性のスライダ１５０３は、必ず導電性の開口枠部材１４０２に接触することになる。
【０３２２】
　したがって、上述のように箱体１４０１や開口枠部材１４０２の形状に製造誤差があっ
てもアースされた開口枠部材１４０２にホッパーユニット５の導電部材であるスライダ１
５０３が必ず接触することになる。これにより、ホッパーユニット５に静暖気が溜まるの
を抑制し、ホッパーユニット５に関係する電子回路等に静電気の悪影響がおよぶのを抑制
することができる。
【符号の説明】
【０３２３】
　１　筐体
　２　交換ユニット
　３　前扉
　３０　上扉
　４０　下扉
　９１３ｅ　下辺突出片
　９２２ａ　上辺突出片
　９３０　閉塞部材
　９３０ｄ　取手収納部
　９４５　取手部材
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